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午前10時０分開議 

 

開          議 

○議長（山本教和） おはようございます。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（山本教和） 日程第１、県政に対する質問を行います。 

 通告がありますので、順次、発言を許します。40番 前田剛志議員。 

   〔40番 前田剛志議員登壇・拍手〕 

○40番（前田剛志） おはようございます。一般質問最終日のトップバッター

で質問の機会をいただきました。津市選出、新政みえ所属の前田剛志でござ

います。１時間、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 東日本大震災から、昨日で丸２年が経過をいたしました。全国各地にお

いて、多くの犠牲者の方を追悼する式典が挙行されたところでございます。

多くの犠牲者に哀悼の意を表するとともに、早期の復興をお祈り申し上げ

ます。今回の大震災で多くの教訓を教えていただいたことを風化させるこ

となく、南海トラフ巨大地震に備えた命を守る防災・減災対策に取り組ん
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でいかなければなりません。本日も充実に向け質問をさせていただきます

ので、前向きな御答弁を期待し、早々質問に入らせていただきます。 

 まずは、観光振興に向けてお伺いしたいと思います。 

 今年は20年に１度の式年遷宮の好機を生かし、三重県の知名度向上、県内

の周遊性、滞在性の向上、三重ファン、リピーターの拡大の三つを目指して、

全庁を挙げて三重県の観光ＰＲ、誘客活動に取り組まれていくところであり

ます。 

 観光振興への期待も大きく、多くの議員が議論を重ねてこられたところで

はございますが、さらなる充実に向け、重複を避け、残余についてお尋ねし

たいと思います。 

 １点目は、中部圏への戦略的な取組についてであります。 

 まずは、三重県への観光旅行者がどの地域から来ていただいているのか、

グラフでもって説明をさせていただきたいと思います。 

 （パネルを示す）この資料は、県の観光・交流室の平成22年の観光客の実

態調査でございます。一部、宿泊者については、中嶋議員のほうからも別の

資料でも説明がございましたが、改めて、確認の意味を含めて説明をさせて

いただきたいと思います。 

 一番左が三重県の全体の観光者がどの地域から来ていただいているかとい

う数字であります。多い順に御説明を申し上げますと、関西圏が一番多くて、

トータルで32.9％の方が三重県に観光に訪れていただいています。そして、

その次に三重県内からの28.8％の方です。そして、３位が中部圏から27.1％

の方が訪れていただいています。首都圏を含めて関東圏からは6.4％の方と

いう状況でございます。 

 ごらんいただいておわかりのように、県内と中部と関西で三つを合わせる

と88.8％の方が三重県に訪れていただいている観光客の中の比率でございま

す。さらには、県内と愛知県と大阪府の三つを足せば63.3％ということで、

６割強の方がこの３県から三重県内の観光客として訪れていただいていると

ころでございます。 
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 そして、真ん中が宿泊でございます。一番お金を落としていただく大切な

お客さんでもあります。１番が同じく関西圏でございまして、37.6％でござ

います。続いて、宿泊に至っては、中部圏が28.2％でございます。関東方面

が14.4％という状況でございます。一番右が日帰りでございます。当然、三

重県内が40.2％、そして、関西方面が30.4％、中部圏については26.7％とい

う状況でございます。まず、これが三重県の観光客がどちらから来ていただ

いているかという数字でございます。 

 今、御説明させていただいたように、関西、中部圏から多くの方が三重県

に観光に訪れていただいているところでございます。式年遷宮は今年の秋で

あります。県財政も非常に厳しく、費用対効果を十分考慮していく取組であ

るならば、そして秋までという短期間の営業戦略であるものならば、首都圏

へのＰＲに力を入れていただくより、関西、中部圏にもっと重点的に取り組

んでいくべきではないでしょうか。関西圏につきましては、これまでの議論

で一定の理解はいたしましたが、予算規模的にもう少し厚く配分をし、充実

していただくよう要望させていただきたいと思います。 

 残りの中部圏への取組については、なかなか見えてきていないというのが

現状でございます。まずは、中部圏への営業戦略についてお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 次に、名古屋方面への観光と物産の情報発信拠点として、三重の旅ナビ

ゲーションを名古屋市中村区の桜通りカフェ内に平成23年12月に開設をされ

たところであります。桜通りカフェでは、他県のイベントが今月も４府県企

画されており、地理的にも名古屋駅から少し離れたビジネス街でもあること

から、認知度もやや低く、少し中途半端な活動に思われています。中部圏へ

のアンテナショップとなるような、三重の旅ナビゲーションの充実をすべき

と考えますが、１年間の費用と効果はどうであったのか、お聞かせをいただ

きたいと思います。 

 さらに、中部広域観光推進協議会におきましては、昇龍道のＰＲと国内外

への取組が行われているところでございます。残念ながら、新聞等のニュー
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スでは式年遷宮等の情報を見かけませんので、式年遷宮を活用したＰＲ活動

を中部広域観光推進協議会へ依頼していただいてはいかがでしょうか。また、

忍者や海女の姿でのキャラバン隊の実施等、マスコミに取り上げていただけ

るような話題性のあるイベントを実施していってはどうかと思いますので、

御見解をあわせてお聞かせください。 

 次に、２点目は、周遊性、滞在性の向上策についてお尋ねいたします。 

 観光キャンペーンのポイントの一つに、県内での周遊性、滞在性を高める

とあり、周遊パスポートを発行してスタンプラリーや各施設による割引等の

サービスにより周遊性等の向上を図る企画であります。 

 ２月に開催されました第４回三重県観光審議会の意見では、委員から、パ

スポートの成功事例がない、あるいは、パスポートをやるならＩＣ化するな

ど、調査、分析につながる取組が必要ではないか、といったような厳しい意

見が出されているところであります。そのことからも、周遊パスポートのＩＣ

化を行うなり、パスポートの内容のさらなる充実を図るなど対応が必要と考

えますが、御見解をお聞かせいただきたいと思います。 

 また、周遊性、滞在性の向上を目指し、地域企画型旅行商品に昨年から取

り組まれていますが、伊勢志摩から県内各地をつなぐ旅プランへの取組はど

のような状況なのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 ３点目は、全国菓子大博覧会の誘致に向けてお尋ねをいたします。 

 全国菓子大博覧会とは、明治44年、東京赤坂において開催されて以来、約

100年の歴史と伝統のある博覧会です。今年は５月に広島市で第26回大会が

開催され、菓子産業並びに関連産業のさらなる振興と発展を願うとともに、

開催地においても、知名度の向上や経済波及効果が期待されているところで

あります。 

 神宮の式年遷宮は今年で終わります。来年は熊野古道世界遺産登録10周年

記念でございます。さらには、平成27年には日本のゴルフ大会の３大オープ

ンである日本シニアオープン大会が津市の白山ビレッジゴルフで決定したそ

うでございます。 
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 観光振興に向けては、継続した情報発信が必要であり、全国菓子大博覧会

の平成29年の次期開催の打診が本県に来ていますが、ポスト式年遷宮として、

全国菓子大博覧会の誘致を積極的に進めていくべきではないかと考えますが、

いかがでしょうか。 

 以上、御答弁をよろしくお願いします。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 

○雇用経済部長（山川 進） 私のほうから、全国菓子大博覧会の誘致に関し

て御答弁申し上げます。 

 全国菓子大博覧会は、明治44年の第１回に始まり、ほぼ４年に１度開催さ

れ、これまで25回を数えます。第26回全国菓子大博覧会は本年４月19日から

５月12日までの間、広島市において開催されます。 

 こうした中、三重県での第27回全国菓子大博覧会の開催を目指し、三重県

菓子工業組合が立候補しております。開催地選定の事務局である全国菓子工

業組合連合会によると、複数の立候補があり、全国菓子大博覧会協議会によ

る選定手続などを経て、広島市での第26回全国菓子大博覧会の最終日である

本年５月12日に開催地が発表される予定とのことです。 

 三重県菓子工業組合が立候補に当たって作成をいたしました開催案により

ますと、第27回全国菓子大博覧会は平成29年３月10日から３月26日の17日間

で、仮称でございますが、津市産業・スポーツセンターにおいて開催され、

目標入場者数は40万人とされております。 

 県としましては、三重県をＰＲする絶好の機会でもあり、商工業や農業な

どと菓子産業との連携を促進し、地域経済の活性化につなげていく意味でも、

今後、主催者となる三重県菓子工業組合と関係団体との連携について検討を

進めてまいりたいと考えております。 

   〔加藤敦央雇用経済部観光・国際局長登壇〕 

○雇用経済部観光・国際局長（加藤敦央） ４点ほど御質問いただいたかと思

いますけれども、まず、最初の２点ということで、三重の旅ナビゲーション

の取組と成果、それから、中部広域観光推進協議会の活用状況についてお答
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えをさせていただきます。 

 平成23年三重県観光客実態調査によりますと、議員のほうからも御紹介が

ございましたように、中部圏は本県来訪者の約３割近く、中でも愛知県は

21％を占めておりまして、三重県観光振興基本計画においても重要な地域と

して位置づけているところでございます。 

 三重の旅ナビゲーション、桜通りカフェは、各地域の観光資源の発掘や磨

き上げ、旅行商品の販路拡大等のため、平成23年12月、県と６市町、現在は

11市町、この４月からは13市町となる予定でございますが、などで構成いた

します三重の観光営業拠点運営協議会によりまして、名古屋市内に設置した

ものでございます。予算は約3700万円でございます。 

 カフェでは、三重の旬の観光情報の紹介や地域の特産品を販売し、三重の

観光ＰＲを行っております。12月から１年間でカフェへの来店者数は約２万

5000人、三重への旅行相談件数は約950件でございました。三重の観光をＰＲ

するため、カフェでは会員市町ごとに二、三週間のフェアを実施し、地元メ

ニューの提供や特産品を販売するとともに、ゆるキャラなどを活用したイベ

ントも実施しているところでございます。また、会員市町の地域企画型旅行

商品の販路拡大として、会員市町の特色あるメニューを選べるランチクーポ

ン、食べていき～なクーポン、その手は桑名のはまぐり三昧クーポンなど各

会員市町の地域企画型旅行商品の造成、旅行会社の中で旅行プランを企画す

るキーパーソンに対する観光情報及び観光商品の説明会、会員市町の事業者

と名古屋駅周辺飲食店との食材マッチング交流会の開催、名駅地下街と連携

したイベント「三重のゆるフェス2012」などを実施したところでございます。 

 カフェでは、フェアを楽しみにする常連客がつくなど、来店者数も増えて

いるところでございます。認知度向上に向けまして、さらなる取組の強化を

していきたいと考えております。 

 また、中部広域観光推進協議会は、中部地域の広域観光や産業観光の振興

を促進するため、９県３市、経済団体や観光関係団体、旅行会社等企業によ

り設立されました。現在、会員は77団体となっております。協議会へは県か
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ら職員１名を派遣しており、海外ミッションや海外での観光展をはじめとす

るプロモーション活動等を行うとともに、具体的な誘客のために国や他府県

等と連携し、中部国際空港や関西国際空港を活用した旅行商品づくり、国内

における中部地域の観光ＰＲや商品造成、セミナーの開催などに取り組んで

いるところです。特に、三重は遷宮でありますとか、忍者、海女といったと

ころを売りにしてＰＲに努めているところでございます。 

 また、中部広域では、平成24年３月に中部運輸局が主体となりまして、中

部広域観光推進協議会を事務局として、昇龍道プロジェクトを立ち上げてお

ります。昇龍道プロジェクトは、この５月に開催されます日台観光サミット

に歩調を合わせまして、開催直前の13日からミッション団を台湾に派遣する、

あるいは、台北駅で観光展を実施するなどの取組をしていただくことになっ

ています。 

 今後とも、三重の旅ナビゲーション、桜通りカフェを拠点として、名古屋

を中心とする中部圏へ三重県観光キャンペーンなど、三重県の魅力をＰＲす

るとともに、三重県観光キャンペーン推進協議会のメンバーでもあります中

部広域観光推進協議会と連携し、広域連携によるスケールメリットを生かし

た本県への誘客促進に取り組んでまいります。 

 あと、観光審議会の意見を踏まえて、周遊パスポートのＩＣ化等を検討し

てはどうか、また周遊性、滞在性の向上を図るべきということと、伊勢志摩

から県内各地をつなぐ旅プランといった地域企画型旅行商品を検討してはど

うかという２点にお答えをさせていただきます。 

 今年２月に開催をいたしました第４回審議会では、周遊性の向上のために

実施する周遊パスポートについて、成功事例がない、現地に行けばもっと魅

力があるものとする必要がある、旅行者の動向を把握するためのＩＣ化を検討

してはどうか、何が期待以上で何が期待外れだったのかなど満足度をしっか

り検証し、次に生かすデータづくりが必要という意見をいただいております。 

 また、昨年７月に開催しました第３回の審議会では、観光は楽しいもの、

もっと遊び心やユーモアを取り入れないといけない、県のすることは総花的
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で具体的なものに欠ける、スタンプラリーをしてはどうかという御意見もい

ただいております。 

 周遊パスポートのＩＣ化につきましては、現在行われている東北観光博で

も採用されておりますが、多額の費用が必要となることから導入には至りま

せんでした。しかしながら、旅行者の動向や満足度などの把握は重要であり、

今回のみえ旅パスポートでは、発給時やグレードアップ時に属性や動向、満

足度等を一定把握することとしております。ＩＣ化については、将来も見据

え、キャンペーン推進協議会において、引き続き検討していきたいと考えて

おります。 

 また、地域企画型旅行商品についてですが、三重県観光キャンペーンでは、

誘客促進といたしまして、各地域部会で提案された企画を生かしながら、花

や街道、餅やグルメ、ロケ地など、テーマ性を持って地域をつないだり、お

伊勢参りの湯ごりの地として知られる榊原温泉、東海道中膝栗毛にも登場す

る桑名のハマグリ、日本書紀で神武東征の際の上陸地と言われる楯ケ崎やイ

ザナギの墓所とされる花の窟神社、七里の渡しや関の追分の一の鳥居など、

遷宮による神宮の古材を訪ね歩く旅など、地域の観光資源と神宮と関連づけ、

ストーリー性を持って地域をつなぐプランづくりに取り組むなど、県内での

周遊性、滞在性を高めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔40番 前田剛志議員登壇〕 

○40番（前田剛志） 数点にわたり、少し確認させていただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、中部圏の営業戦略という部分の中で旅ナビ

ゲーションの充実をという質問をさせていただきましたが、起点にしながら

いろんな取組をこれまでも実施してきたし、これからも実施をしていくとい

う答弁だったのかなと思います。まだまだ私的には十分ではないのかなと

思っております。もう少し戦略的に、どういう地域でどういう層を対象にど

ういうイベントをしていくのか、そういったことの全体がわかるような、中

部圏としてこういう、一番地の利がいいわけですから、費用対効果が一番上
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がる地域だと思います。 

 したがって、そういういろんな取組を総合的に、戦略的に取り組んでいく

必要性があるのではないかなと思っております。ぜひとも、今、示せとは言

いませんが、今後の活動の中で、今回の式年遷宮で終わるわけではございま

せんので、ぜひともお示しをいただきたいと思います。その点について、ま

ず、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それとともにもう二、三、聞かせていただきます。 

 旅ナビゲーションについてですが、数字的には出ておるんですが、まだま

だ認知度も低く、少し、先ほども質問したように、中途半端な位置づけに

なっておるのではないかと思います。桜通りカフェの運営をよそがしていて、

そこで物販、あるいは旅行相談を含めながらのＰＲをしていただいておると

いう状況なのかなと思います。費用的には安く上げていただいておるという

ところもあるのかと思いますが、中部圏を目指していくならば、どこまで目

指すかというのもあるんですが、営業拠点として、そういった対象なり、ど

こまで求めるのか、アンテナショップとして取組をしていくのか、そういっ

た部分も十分目的範囲を含め明確にしていただきながら、さらには場所の選

定なり、機能をどこまで求めていくのか、そういったことも十分考えていか

なければいけないと思うんですが、旅ナビゲーションの充実に向けた見直し、

検討をされるのかどうか、お聞かせをいただきたいと思います。 

 それとともに、三つ目、周遊性と滞在性の向上策についてですが、ＩＣ化

については調査もいただいたということで御苦労さまでございました。多額

の費用がかかるということではございましたが、いろんなポイントカード制

で分析のできる汎用のシステムであるならば、１カード300円でオリジナル

カードがつくれる、または端末機もリース制度で借りることができる、そう

いった制度もございますので、既に三重県でもある団体においては導入がさ

れております。そういったことを十分に調査をいただきながら、式年遷宮に

は間に合わないとしても、早期にポイントカード化を含めながら、調査、分

析ができるＩＣ化へ移行いただくべきと思いますが、お考えをもう一度聞か
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せていただきたいと思います。 

 それと、もう１点、菓子博覧会ですが、前向きな御答弁をいただいたと

思っております。よろしくお願いしたいと思います。日程のほうが少し、３

月で菓子組合も検討しておったんですが、連休前後に変わるかもしれないと

いう話も漏れ聞いております。ぜひとも前向きな取組に向けて御要望させて

いただきます。 

 以上、３点質問をさせていただきます。 

○雇用経済部観光・国際局長（加藤敦央） まず、１点目の中部へ戦略的にと

いうことで、どういう層をということですけれども、基本的には、今回、こ

のキャンペーンにおきましては、遷宮ということでありますのでシニア層、

あるいは今の女性が旅行を引っ張るというようなところもありますので、一

定の年代の女性層といったところをターゲットに全体の情報発信等に取り組

んでいるというところでございますので、この名古屋においても、そういっ

た層を狙った形でのＰＲ、あるいは旅行商品造成といったようなことを考え

て取り組んでいるところでございます。 

 それから、旅ナビゲーションの見直しでございますが、できてまだ１年

少々というところもありますし、ここの機能は、見せる部分は当然この桜通

りカフェということなんですけれども、実は、一番の売りは、各地域で磨き

上げていただいた旅行商品を具体的に各旅行会社に売り込むという営業する

部分で、いろんな申し込み等も含めて生産管理ができるという機能がこの１

階とは別に、このビルの９階にあります。そことセットになっての営業拠点

の運営協議会ということになっておりますので、見せる部分につきましては、

若干、ビジネス街ということもありまして、人通りの部分ではそれほど一等

地ということではございませんが、こういったでき上がった商品も一定見せ

つつ、三重県をＰＲし、知名度・認知度を上げる名古屋での拠点としてこの

場を持つということで取組を始めて、各市町が参加してこの協議会を運営し

ておりますので、一定、そういうところで効果がないということになれば、

ある程度続けた段階で見直すこともあり得るかもしれませんが、今はこう
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いった形でさらに強化をするという方向で続けたいと思っております。 

 それから、ポイントカード、ＩＣ化の話につきましては、協議会の中で官

民で一体的にこのキャンペーンを推進しておりますので、そういったところ

でも、当然ＩＣ化について御議論もいただいておりますので、その中で引き

続き検討をさせていただきたいと、このように思っております。 

   〔40番 前田剛志議員登壇〕 

○40番（前田剛志） ありがとうございました。 

 名古屋圏、中部圏について、先ほど言われた観光営業拠点運営協議会が中

心となってという部分もございました。ややもすると、この観光営業拠点運

営協議会というのが全市町が加入をしていない状況の中で少しどうなのかな、

もうこれ以上議論は深めませんが、というところもございます。ぜひとも県

として主体性を持ちながら、戦略性を持って名古屋圏、中部圏への営業戦略

を企画もいただき、お取組もいただきますことを要望させていただきたいと

思います。 

 それでは、時間の関係もございますので、次の項目に移らせていただきま

す。 

 ２項目めは、命を守る防災・減災対策の充実についてお尋ねをいたします。 

 東日本大震災を受け、本県では津波浸水予測調査の実施、今年度末までに

三重県緊急地震対策行動計画の実行等、２年間にわたり積極的に取り組まれ

てきたところでございます。 

 １点目は、緊急地震対策行動計画の成果と課題についてお聞かせいただき

ます。 

 昨年の代表質問では、防災に関する県民意識調査結果で、地震への関心は

95.1％と高いが、自助への取組が47.1％と緩やかな伸びにとどまっており、

行動へつながる対策が必要であり、広報による啓発事業ではなく、自主防災

組織等による地域での取組が重要である、と質問をさせていただきました。 

 知事からは、災害から生命、財産を守るためには自助が基本であり、県民

自らが行動していただくことが重要だと考え、県民の皆さんが地域における
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実践的な訓練や体験学習に取り組むとともに、マスメディアによる広報につ

いても、災害の危険性など知識の習得が中心であったが、高まっている防災

意識を行動につなげていく方向に変えていきたい、との答弁でございました。 

 昨年の防災に関する県民意識調査結果におきましては、残念ながら、１年

間というか、半年取り組んでいただいた結果ではございますが、数字だけで

は判断できない部分もございますが、時間の経過とともに危機意識が薄れつ

つあると答えられた方が41.9％に上っております。 

 自助の取組におきましては、少し調査方法を変えておりますので比較しに

くい部分もございますが、家具の固定については51.8％と緩やかな伸びにと

どまっておりました。このことからも、防災意識の低下防止策や防災意識か

ら家具の固定や白い小箱の促進等の自助への行動へつながる対応策について、

自主防災組織でのモデル事業等新たな取組が必須であると考えますが、１年

間、緊急地震対策行動計画に取り組まれた知事の御所見をお聞かせ願いたい

と思います。 

 次に、２点目は、新地震・津波対策行動計画の中間案についてお伺いいた

します。 

 ２月９日の防災会議で提示された、新地震・津波対策行動計画の中間案に

ついては、液状化対策の記載が見当たらなく、緊急地震対策行動計画の中で

は、東日本大震災の被災地状況調査を実施するとのことでございました。調

査結果と今後の対応をお尋ねしたいと思います。あわせて、災害時要援護者

の避難誘導対策は、個人情報保護法が障害となり、地域での把握すら困難な

状況でございました。国の法改正により、要援護者の名簿作成を市町村に義

務づける方針でありますので、地震・津波対策計画の中でどう対応されるの

か、方針をお聞かせいただきたいと思います。 

 以上、御答弁もよろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 緊急地震対策行動計画に取り組んできての所見というこ

とと、あと少し家具の固定化のことも触れていただきましたので、その自助
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の取組について、少しだけ触れさせていただきたいと思います。 

 東日本大震災の発生を受け、待ったなしの危機感から、昨年度策定しまし

た、三重県緊急地震対策行動計画につきましては、今月、庁内の防災対策会

議を開催しまして、その成果とともに、これからの対策の方向性について確

認することとさせていただいております。 

 一部、成果を御紹介いたしますと、避難路を自治会や自主防災組織の皆さ

んが自らの手で整備をしていただいたり、あるいは、みえ防災コーディネー

ターの方が主体となって避難所運営訓練を行っていただくなど、行政が主導

して住民が参加するという従来型の防災から、住民主導の防災へと確実に変

わってきており、望ましい姿に向かって前進していると感じているところで

あります。 

 さて、自助の関係のお話でありますが、私は、昨年の前田議員からの御質

問に対しても答弁させていただきましたように、災害から生命、財産を守る

ためには自助が基本であり、県民自らが行動していただくことが重要である

と考えております。 

 このことに関連しまして、本年度、県では自助にかかわる特徴的な取組を

行いました。津波避難に関する三重県モデル事業であります。一人ひとりの

津波避難計画、これをＭｙまっぷランと呼び、このＭｙまっぷランを活用し

て、地域や市町の津波避難計画を策定するというもので、伊勢市、熊野市に

おいて、そのための実証実験を行いながら事業を進めてまいりました。伊勢

市、熊野市ともに、大変多くの住民の皆さんに御協力いただきまして、参加

者の方々からは、今回の取組によって住民の意識が向上したとか、この意識

を継続していくため、今回のような取組を毎年実施すべきであるといった前

向きな意見を多くいただいたと聞いております。 

 今後は、このＭｙまっぷランの活用による地域の津波避難計画づくりを県

内各地へと水平展開していく予定であります。この取組にかかわる人を増や

していくことができれば、それがそのまま自助意識の向上と拡大へとつな

がっていくものと期待しているところであります。 
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 一方、家具固定の取組状況でありますけれども、先ほど議員からも御紹介

いただきました、防災に関する県民意識調査によれば、今年度、固定してい

る人の割合が約52％となっており、年々増えてはいるものの、昨年度と比較

してもわずかな伸びにとどまっています。津波からの避難についても、建物

の耐震化や家具の固定化がきちんと実施されていて、たとえ強い揺れに襲わ

れたとしても、建物の中に閉じ込められないことが大前提であります。 

 Ｍｙまっぷランの作成に向けて、今後、地域で話し合っていただく際には、

まずは避難の前提となる耐震化や家具固定化がなされているかどうかをお互

いに確認していただき、行われていない場合には、その方々に対して実行を

促していただくなど、そうした議論の進め方が地域で取り組む際の定番とな

るよう、技術的な支援をしていきたいと思います。 

 家具固定に関しましては、三重県防災会議防災・減災対策検討会議の委員

長で、本県の政策アドバイザーでもある関西大学の河田惠昭教授からも、会

議の場において、様々な事情から直ちに家屋の耐震化を行うことが難しいと

しても、せめて家具固定を行うなど、県民に何らかの行動を起こさせるため

の行政からの強いメッセージが必要であるとの御意見をいただいているとこ

ろでありますので、そうしたことからも、まさに、行政として強く発信して

いきたいと考えております。 

 また、議員の御質問の中にもありました、１年たって危機意識が薄れてい

るということについては、緊急地震対策行動計画の様々な取組、できたもの

も、できていないものもありますけれども、大変、私も危機感を持っている

ところでありますので、議員の御指摘も踏まえて、謙虚に、しかし、そして

意識がしっかり高まるように、丁寧に市町と一緒になって努力をしていきた

いと思います。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 私のほうからは、液状化状況調査の結果をどの

ように生かしていくのかということと、災害時要援護者の個別支援計画の作

成等々にどのように対応していくか、その２点について答弁させていただき
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たいと思います。 

 本県におきましては、東日本大震災におけます大規模な液状化被害を踏ま

えまして、三重県緊急地震対策行動計画の行動項目の一つに、液状化対策の

基礎とするために、東日本大震災被災地状況調査の実施を掲げまして、現在、

実施しております地震被害想定調査の中で液状化危険度予測を行うこととし

まして、学識経験者の被災地調査結果など、必要な情報収集を行ってまいっ

たところでございます。 

 その結果、例えば揺れの継続時間の長さが大規模な液状化につながった可

能性があるといったことなどが明らかになってまいりました。 

 今後、地震被害想定を進めるに当たりましては、これらの情報を踏まえま

すとともに、国が南海トラフ巨大地震の被害想定において採用しました評価

手法、これを用いまして、最新の地盤データなども加味しながら、前回、平

成16年度調査よりも詳細なメッシュによります液状化危険度、これを示して

まいりたいと考えております。 

 県としましては、この液状化危険度を県のホームページで公開するなど、

様々な手段による広報に努めまして、県民の方や事業者にとって必要な地盤

対策等を促してまいりたいと考えております。 

 次に、災害時要援護者の避難誘導対策にとって必要な対象者名簿や個別支

援計画の作成でございますけれども、これも、先ほどの液状化と同様、三重

県緊急地震対策行動計画の上に掲げております。災害時要援護者の個別支援

計画の策定促進、また、避難訓練への参画の促進、これらを行動項目として

掲げておりまして、市町におけます避難支援体制の整備を進めてまいったと

ころでございます。 

 現在の県内市町におけます取組状況でございますが、要援護者対策の基本

的な方針を明らかにしました全体計画、これは全市町において既に策定され

ております。また、要援護者の情報を掲載しました要援護者名簿を整備して

おりますのは、平成23年度の11市町から、本年度は22市町に増えたところで

ございます。 
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 しかしながら、要援護者と避難支援者との関連づけ等を示して、災害時に

要援護者の避難支援を行う際に活用されます個別支援計画でございますが、

これにつきましては、個人情報保護の問題とか、避難支援者の理解や確保の

問題とか、さらには、要援護者自身の方の防災意識の問題など多くの課題も

ございまして、個別支援計画を策定済みの市町は８市町にとどまっておりま

す。 

 このため、平成25年度におきましては、個別支援計画の策定を促進すると

ともに、避難時に活用できます避難支援計画づくりを目指しまして、地域減

災力強化推進補助金の中で、災害時要援護者の避難支援体制の整備に向けた

補助メニューを新たに設けまして、地域支援者や関係者による支援ネット

ワークの構築、また、要援護者も参加した地域住民によるワークショップ等

での避難支援計画、避難支援マップの作成、さらには、要援護者も参加しま

した地域の避難訓練の実施、これらを支援することとしてございます。 

 こうしたことを踏まえまして、新地震・津波対策行動計画の策定において

も、災害時要援護者の個別支援計画作成の促進を行動項目に掲げてまいりた

いと考えております。今後、関係部局と連携しながら、市町と具体的な目標

を協議し、中間案、さらには最終案の作成に向けて作業を進めてまいりたい

と考えております。なお、この中間案はまだどんどん修正を加えておりまし

て、14日の防災・減災対策検討会議の場で委員の皆さんに議論をしていただ

き、知事も答弁の中で申しておりましたけれども、21日の庁内の防災対策会

議において方向性の確認をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

   〔40番 前田剛志議員登壇〕 

○40番（前田剛志） ありがとうございました。 

 まず、防災対策、非常に幅が広く、かつ、今、御答弁いただいた液状化な

り要援護者対応なりという多くの難しい課題が山積しておるかと思います。

でも、せっかく新たな中長期にわたる行動計画をつくられるのであるならば、

やはり正しい情報は正確に県民の方々にお伝えをしていただく必要もあろう
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かと思います。そこのところは、ぜひとも隠すことなく、言葉は悪いんです

が、逃げることなく、隠すことなく、オープンで正確な情報を御提供いただ

ければと思いますので、その点について御要望申し上げたいと思います。 

 そして、自助への取組でございますが、知事と基本方向性は一緒なのかな

と思っております。ただ、私が言いたいのは、阪神・淡路大震災が平成７年

にございました。その後、経過を見てみますと、私はずっと防災に取り組ん

できたんですが、悲しいかな、二、三年するとほとんどの方の防災意識が低

くなってきたという状況、これはもう現実でございます。 

 今回も、昨日２周年を迎えて報道がされて、イベントなり報道がありまし

たので、意識としても再度よみがえってきたところもあろうかと思いますが、

どうしても記憶が風化していく、これは世の常でございますので、いつまで

もこの防災意識を高めていくというのは難しいのかなと思っております。 

 そのためにも、今、防災意識が高いときに、何か新しいアクションを起こ

していく、今だからこそやれる、地域で広がる、そういうチャンスもあろう

かと思います。ぜひともこのチャンスを生かしていただきたいなと思ってお

ります。 

 知事から答弁のあった避難計画に対するモデル事業の水平展開、これだけ

でも本当に大変だと思います。ただ、津波避難というのは海岸部だけでござ

います。じゃ、山の方は、地域の防災力を高めなくていいのかな、そういう

疑問が私は残ります。何をすれば効果的だということは非常に難しいという

のも承知はしておりますが、であるならば、やはり自主防災組織をいかに活

性化していくのか、このことが最大の鍵になってくるのではないのかなと

思っております。 

 平成23年度に自主防災組織の実態調査をされた中では、30.4％の自主防災

組織が全く活動していないという実態でございました。そして、活動してい

る地域でも48.9％の地域が役員と一部の住民だけの行動である。この調査か

ら震災後変わってきたかもわかりませんが、正直形だけの自主防災組織に

なっているというのが現状だと認識しております。知事も多分一緒の認識を
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していただいていると思うんですが、それならば、一歩前へ踏み出していく、

自助の取組という部分の中で何か白い小箱というのを今年、来年やられる、

こういうビラを（現物を示す）配られて啓発活動を実施される、これは備え

ですよね。備えの部分の中で備蓄品を啓発していく、あるいは広報の部分で

もいろいろな広報を昨年に引き続き実施される。ただ、広報予算についても、

前年度2382万から今年662万円と、４分の１の広報費に削減がされておりま

す。非常にそういった部分の財政が厳しい中ではあるんですが、今、費用対

効果からいくと、チャレンジすれば一番効果が出やすいタイミングでもあろ

うかと思いますので、ぜひともその自主防災組織の活性化に向けた、避難だ

けではなく、山間部の方でも共有できるような防災意識の高いところであれ

ば自助の取組を家具の固定なり、白い小箱の推進なり、そういったモデル地

域を県として誘導策としてつくっていっていただいてはどうかと思いますが、

その点についてお聞かせいただけますでしょうか。 

○知事（鈴木英敬） 自主防災組織などに続いて、その地域の防災力の基礎、

ベースをしっかりつくっていく。それを今だからこそ、みんなが喉元過ぎれ

ばならないときにやるべきだということの認識は私も議員と一致しておりま

す。 

 今、自主防災組織に関しましては、市町と連携するということが大事であ

るということと、それぞれの訓練や自主防災組織などの要請により、うちの

技術指導員なんかも行かせていただいて、もっとこういうふうな、それは津

波地域、沿岸地域にかかわらずですけれども、こういう訓練をやればもっと

効果的ではないか、こういうふうに住民参加したらいいんじゃないかという

ような、個別の指導もさせていただいておりますので、そういう部分をもっ

と強化していったりということだと思いますし、また、白い小箱については、

まず今年は知名度向上ということで、県内の半数に及ぶ市町でキャンペーン

をやらせていただきました。議員からも御指摘のあったような、この白い小

箱を生かした、あと、自主防災組織も絡めた防災力のベースをつくっていく

ということについては今後もしっかり考えていきたいと思いますし、今だか



－479－ 

らこそ大事だということですので、スピード感を持って対応していきたいと

思います。 

   〔40番 前田剛志議員登壇〕 

○40番（前田剛志） 前向きな御答弁ありがとうございました。 

 ぜひとも厳しい財政の中ではございますが、やはり県民の生命を守ること

は何よりも私は優先すべきだと思っております。後で質問させていただく、

強震動対策も含めながら、自助の取組に向けて、新たな一歩をこのチャンス

のタイミングで実施いただきますことを強く要望させていただいて、次の項

目に入らせていただきます。 

 ３点目は、県民の強震動対策の充実についてであります。 

 ３月３日に開催されました多気町主催の防災フォーラムでは、講師の三重

大学の川口准教授が、交通事故で死亡する確率は0.2％である。がんで死亡

する確率は6.8％である。30年間で震度６の大地震が起きる確率は88％であ

るという説明がございました。まずは、住宅の耐震化が第一であります。家

具の転倒防止策をとることや、住宅の耐震化対策を第一に実施するべきであ

るという講演でございました。共助の仕組みだけつくっていってもだめであ

る。住民一人ひとりが対策をとって備えることが大切であると訴えられたと

ころであります。 

 まさに、先ほども議論させていただきましたが、東日本大震災で想定外の

大津波による被害が甚大であったので、共助、公助による津波対策が、やや

もすると中心となり、津波の前に備える自助で行う強震動対策がおろそかに

なってはいないでしょうか。そのためにも、住宅の耐震化を促進していかな

ければなりません。 

 こちらの表でございますが、（パネルを示す）今の三重県の耐震補強状況

について、取組について、補助制度と実施数についてまとめられた表でござ

います。 

 一番上につきましては、木造住宅の耐震補助が全額出るんですが、昭和56

年以前の木造住宅でございますが、平成14年からずっと各年度で取組がされ
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てきております。11年間で延べ、この右下の合計でございますが、２万9988

戸の耐震診断が補助を受け実施をされております。１年間に平均をしてみま

すと、11年間でございますので、2726戸の耐震診断でございます。一番ピー

クが、ごらんいただいたとおり、平成23年の4025戸が最大のピークでござい

まして、まさに東日本大震災が起きたときは耐震診断も4000戸に一番ピーク

を迎え、もう24年度においては3000戸、まだこれは最終ではございませんが、

既に1000戸、耐震診断ですら減っておるという状況でございます。 

 続いて、耐震設計の補助でございます。 

 これもまだ平成21年からスタートしたばかりでございまして、累計まだ

1363戸しかないという状況でございます。 

 そして、一番肝心なのが、どれだけ耐震補強工事を補助を受けて実施いた

だいたかというところでございます。平成16年からの９年間でトータル、何

と1607件しか、あくまで補助を受けた耐震補強でございますが、実施されて

いないという、逆の言い方でございます。同じくピークにつきましては、平

成24年度の現在進行形でございますが、411戸が最大でございます。これは、

23年度の東日本大震災を受け、4000戸にわたる調査をし、そして、次年度に

向けて、23、24年度と多くの設計がされ、そして施工に至ってきておるとい

う状況でございます。 

 そして、続いてもう一つ、耐震補強の住宅耐震化率の現状と目標について

でございます。 

 （パネルを示す）これは促進計画の数字でございますが、左のほうに平成

23年度末の推計を出させていただいています。耐震化率82.2％、要するに、

残っているのがこの赤だと、耐震補強が必要な住宅が12万1670戸残っていま

すということで、その率が82.2％です。そして、耐震促進計画の中でいくと、

平成27年度末に、国の法律ですが、耐震化率の目標を90％にしなさいという

計画がございます。三重県も当然これに基づいて取組がされておるところで

ございます。 

 90％にしようと思うと、耐震補強残の戸数を６万8890戸まで減らしていか
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なければいけないという計画でございます。もう既に平成25年に入ろうとし

ておる中ではございますが、この数値的に、23年から27年の間に２万1200戸

耐震補強をしていかなければいけない。したがって、ここに書いてあるよう

に、１年間に何と5300戸の耐震補強を実施していかないことには、この目標

がクリアできないというところでございます。 

 先ほど説明させていただいたように、９年で実施してきた中が、戻って恐

縮でございますが、（パネルを示す）数字として1607戸であります。さらに

は、最大でも、改修の最大が平成24年度の411戸という状況でございまして、

年に5300戸の耐震改修というのは、何か夢物語のような数字ではないかとい

うのを感じておるところでございます。 

 そこで、お尋ねしたいのが、来年度予算で、県の予算ですが、残念ながら

30万円の県単補助がカットされました。これは国の15万円の上乗せがされた

という部分の中で、県として仮の30万円で撤退されたという部分は一定の理

解はいたします。しかし、今、御説明させていただいたような状況の中から

来年度の463戸の補強や、あるいは補強目標や、平成27年度末の耐震化率

90％の目標達成は可能なのかどうか、現時点における御見解をお聞かせいた

だきたいと思います。 

 また、耐震診断済み戸数が、先ほども表で御説明させていただいたように、

約３万戸ございます。実際、補強をされたのが1607戸ということで、多くの

方が耐震診断まではしていただいたんですが、補強に至っていない２万8000

戸ぐらいが残っておるという状況でございます。きっとフォローがされてい

ないのではないかなと思いますので、ぜひとも、電話なり、手紙なり、そう

いったものでフォローを実施いただくことによって、耐震補強工事の促進を

行ってはどうかと思いますので、お聞かせください。 

 あわせて、来年度に新地震・津波対策行動計画の策定をされます。そして、

国においても、特定建築物等の法改正が予定されておるところであります。

耐震改修促進計画の見直しを早期に、タイムリーに実施をすべきと考えます

が、あわせて御見解をお聞かせください。 
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 最後は、避難誘導看板等の取りつけ促進策についてお尋ねをいたします。 

 津波対策として、市町では避難所等への誘導や海抜表示の取りつけを津波

浸水が予想される全ての地区で取り組まれているところであります。これま

で海抜表示札やシールがどの程度取りつけられてきたのか、まずはお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 また、中部電力の柱には無償の確認書を県で交わしていただいており、促

進に対して大きく寄与していただいているところではありますが、ＮＴＴの

柱については対象外となっておりますので、早期に無償の覚書を県で実施し

ていただくべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

 さらに、民間企業では、スポンサーの協力をいただき、市町の避難誘導と

スポンサー名等の広告つき看板の取りつけを実施されているところでありま

す。これでございます。（パネルを示す）シンプルなものでございますが、

避難所の方向を示したもの、海抜表示、そして、ここにはスポンサーの企業

名なり看板を記載いただくという内容です。これは巻き看板といいまして、

電柱に沿って巻かせておるような看板でございます。こっちは袖看板といい

まして、電柱からぽこんと外へ出ている四角い看板でございます。同じく避

難所の方向、場所、海抜表示、スポンサーの名前等が記載できるようになっ

ております。この看板でございます。 

 既にこの看板につきましては、13市町と協定を締結され、県下約450カ所

で取りつけられておるところでございます。四日市市におかれては、昨年４

月より道路二次占用料の面積に応じた減免を実施されているところでござい

ます。三重県で、市町が取りつける避難誘導看板については道路二次占用料

金が全額免除となっております。先ほど説明させていただいたスポンサー企

業の負担による看板についても、大部分が避難誘導でございますので、ぜひ

とも避難誘導看板と同等の扱いをいただき、スポンサー企業の負担軽減のた

めにも、避難誘導広告つき看板の道路二次占用料金の面積に応じた減免を実

施いただき、取りつけの促進をしていただくべきと考えますが、お考えをお
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聞かせいただきたいと思います。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 電柱の看板表示取りつけの現状でございますけ

れども、平成25年１月末現在で、中部電力からは電柱2315本、関西電力から

は電柱243本、合計2558本に取りつけが完了しております。一方、ＮＴＴで

ございますけれども、本年３月中に確認書を締結できるよう、現在、協議を

進めているところでございます。 

 以上でございます。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 木造住宅の耐震化について御答弁させていただ

きます。 

 本年度においては、当初に計画した件数を大幅に上回る設計と工事の補助

要望が寄せられており、今議会に１億6000万円余の補正予算も計上させてい

ただいております。また、来年度当初予算についても、今年度の当初と比較

して32％増の２億8000万を計上しているところでございます。 

 それと、工事費の低廉化を図るということも促進においては重要だという

ことで、安価な耐震工法を新たに補助対象にする取組もしております。さら

に、議員御指摘の、耐震診断の受診を補強につなげるということで、ダイレ

クトメールによる補助制度の周知とか、相談会における補強方法の個別相談

を一部市町で実施していただいており、成果が上がっていることから、この

ような効果的な取組が県内全市町で行われるように働きかけていきたい、こ

のようなことを通じて、耐震化率の目標に向けて積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 続きまして、現行の耐震改修促進計画の見直しですが、これは平成19年３

月に策定したもので、東日本大震災での課題とか、南海トラフ巨大地震によ

る被害想定が反映されていないため、南海トラフの被害想定及び法律等の改

正を受けて、県でも見直す必要があり、国や他県の動向も注視しながら早期

に対応していきたいと考えております。 
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 最後に、避難誘導看板の取りつけ促進ということで、この看板については、

東日本大震災の教訓からも、地域住民の避難誘導に効果があると考えており

まして、県におきましても、県管理道路の道路占用料について、今後の市町

における減免措置の状況、それと市町からの要望。 

○議長（山本教和） 答弁は速やかに終結願います。 

○県土整備部長（土井英尚） 避難誘導標識のついていない広告との公平性の

視点などを踏まえて減免措置を検討していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔40番 前田剛志議員登壇〕 

○40番（前田剛志） ありがとうございました。 

 終結いたします。（拍手） 

○議長（山本教和） 35番 青木謙順議員。 

   〔35番 青木謙順議員登壇・拍手〕 

○35番（青木謙順） 皆さん、おはようございます。自民みらい、津市選出の

青木謙順でございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきますが、

本日、午後からは４番バッターで我が会派のトリで新婚うきうきの村林議員

が控えてみえますので、私はその前座ということで、２番バッターとしてバ

ントでつなぐぐらいに粛々と進めさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 先日、中嶋議員も冒頭に話をされていましたが、不肖、私もこの４月で丸

10年の節目を迎えます。これまでいろいろと振り返ってみますと、いろいろ

なことがございまして、地域の皆様や各関係者の方々、同僚の議員、また、

執行部の皆さんにお支えいただき、ここまでやってくることができました。

改めまして、皆様に感謝を申し上げたいと思います。 

 この10年を振り返る中で、私個人的には、今年、感慨深い思いをさせてい

ただいたことが一つございました。それは、三重県と台湾との交流でござい

ます。このことにつきましては、８年半前になると思いますが、一般質問さ
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せていただいておりまして、その年度の終わりに日台友好三重県議会議員連

盟が発足をしております。実際にはいろいろなことが重なり合って議員連盟

が発足したわけですけれども、私がこのときに行った一般質問のもとになる

話というのは、かつて台湾の交流協会に勤務していた、私の教職員時代の教

え子から聞かせてもらった話が発端であったこともございまして、個人的に

は非常に思い入れの強い議員連盟でもございます。 

 当初は、水谷隆会長のもと、構成議員26名でスタートしました議員連盟で

ありますが、その後は、会派の垣根を越えて御賛同いただき、現在では正副

議長も含めた50名の全議員が参加していただいている最大規模の議員連盟に

なってございます。 

 また、最初のころは、台北駐大阪経済文化弁事処のアドバイスもいただき

ながら、同じ三重という名前で共通している御縁もありまして、当時の三重

市との交流から始まり、現在は合併により、台湾最大の人口400万人を持つ

新北市、ここはかつての三重市、現在の三重区を含む都市でございますけれ

ども、新北市や首都である台北市をはじめ、台湾各都市との交流にまで発展

しております。 

 議員連盟の規約には、「台湾との観光、文化、芸術、スポーツ、産業など

の諸分野における交流を促進すること」という目標を掲げ、これまで活動を

続けてきました。特に観光及び産業分野においては、三重県のほうも鈴木知

事就任以降、今、先ほどの前田議員の答弁にもありましたが、矢継ぎ早にい

よいよ交流しまくるという勢いでございまして、大変喜ばしく思っておりま

す。 

 先月も陳代表御夫妻が来県されたり、台湾ランタン祭りに知事御一行や奥

野議員をはじめ、鷹山会派家族団が参加されたとも伺っております。 

 今回の取組を大きな大きな最初の一歩と捉え、次のステップへと進めても

らえるとありがたいと思っております。とりわけ、私は教育文化交流など、

次世代を担う子どもたちや若者の交流をもっと進めていくべきだと思ってお

りまして、それがひいては、将来のリピーターにつながりますし、交流のき
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ずなを未来へつないでいくことになると考えているわけでございますが、知

事はどのようにお考えでしょうか。 

 先日の中森議員の代表質問の際、知事は５月に開催される日台観光サミッ

トをスタートと捉え、一過性のものに終わらせないようにということを力強

く語っておられました。きっと、胸に秘めた熱い思いがあるのではないかと

推察するんですけれども、今年の具体的な取組などは、また、常任委員会等

で聞かせていただきますので、今日は最近の関係者との交流の中で感じられ

た可能性等も交えながら、将来を見据えた知事の熱い思いの部分を聞かせて

いただいたらと思っております。よろしくお願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 台湾との連携、交流、特に教育や文化の面など、私の考

え方ということでございますが、現在、台湾と三重県の交流連携の重点強化

期間として、観光をはじめ、産業や物産など様々な分野で交流連携を図って

いるところであります。具体的な取組については、ここでは省かせていただ

きますが、特に先般のランタンフェスティバルに参加させていただきました

けれども、そのフェスティバルの壮大さと熱気、それから、先方の我々に対

する歓迎ぶり、そういうものに大変感激したところであります。 

 先ほど議員からも言っていただきましたように、一過性に終わらせない仕

組みづくりが今後必要だというふうに考えておりますけれども、そのために

は多様な主体とともに、台湾との相互交流を進めていくことが重要であると

考えています。 

 今、もうよく御存じの例だと思いますけれども、教育、あるいは文化に関

する交流の事例を二つ申し上げます。 

 ランタンフェスティバルには津市の安濃津よさこいチームが12年連続して

参加しました。一方、昨年10月に開催された津まつりの安濃津よさこいに台

湾から５回目の出場となる女子高校生のチームが参加するなど、息の長い草

の根による相互交流が続いています。 

 また、本年９月には、高校生国際料理コンクールが多気町の相可高校で開



－487－ 

催され、相可高校と料理を通じた交流を行っている台北の開平高校も参加予

定であると聞いております。ちなみに、日台観光サミットでは、この両者、

安濃津よさこいのメンバー、それから、相可高校のメンバーにお手伝いをい

ただく予定であります。 

 将来を担う若い世代の文化や教育を通じた交流は、三重県と台湾の関係を

未来に向けて発展させていく上でとても重要であります。日本人学校と三重

県出身者とのつながり、あるいはハチ公の飼い主である上野英三郎氏と台湾

の関係、あるいは私が去年行ったときに訪れましたけど、故宮博物館との関

係など、これからまだ幾つかの交流の芽が今申し上げたもののほかにもたく

さんありますけれども、そういう芽もございますので、教育、文化等の面に

おいてもさらに様々な交流が生まれて、次世代へつなげていけるように努力

をしていきたいというふうに思っておりますし、そこに当たりましては、青

木会長をはじめ、日台議連の皆様のお力もおかりして、関係者と連携しなが

ら進めていきたいというふうに考えております。 

 しかしながら、まずはせっかくかち取りました日台観光サミットですので

そこでやはり台湾から来ていただいた方々に三重県でサミットをやってよ

かった、三重県と交流していくことに価値があると思っていただけるように、

そのサミットの大成功に向けて全力を傾けていきたいと思います。 

   〔35番 青木謙順議員登壇〕 

○35番（青木謙順） 今、具体的な取組、これからの思いをお伝えいただきま

した。今相可高校の話も出て、日台観光サミットの中で効果を出していただ

くと非常にありがたいなと思っておりますし、今も高校生国際料理コンクー

ルを９月にやるということもお伝えいただきましたけれども、その割には来

年の予算で必要な備品、消耗品、すっと見ましたら120万円と書いてあった

ので、世界レベルのコンクールの県の支援としては十分なのかなとちょっと

心配する部分もございますけど、中身で勝負というところで期待したいと思

います。 

 また、今、四日市ドームでお会いした、民間の台湾とのつながりの関係の
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方とか、いろんな方が三重県内にもお住まいなのかなということも気づかせ

ていただいて、相互的にきずなを深めるということも大事なのかなと、気づ

かせていただきました。 

 また、この議場にも100人近い人がみえるわけですけれども、関係者が台

湾にみえるとか、小島議員御夫妻のように、かつて日本人学校に勤務してみ

えたとか、そういう台湾に縁のある方というのは結構みえるのではないかな

と思っております。 

 これからも、知事の御答弁にありましたような熱い思いを持って、これの

きずなをより強固に、そして未来へつないでいただきますようお願いいたし

まして、あっさりと次の質問に進みたいと思います。 

 次に、そこに暮らしたいと思う人の誰もが暮らし続けるために、長いパー

ト２でございますけれども、パート１から４年ぶりにこの題で質問させてい

ただきますので、鈴木知事には初めてということになります。 

 県議会議員というのは地域の代弁者であると同時に、県全体のことも考え

なければならない、二面性というのを持っているわけですけれども、私もこ

れまでの一般質問では、先ほども触れました台湾との交流の件を含めて、全

県的な課題というのと、それから、地元中勢地域の課題のバランスを考えて

質問するようには自分なりには心がけているんですけれども、しかし、ここ

数年は、県立一志病院のこともございまして、どうしても地元課題のボ

リュームが大きくなっていたのは事実でございます。 

 特に、昨年度というのは、ここが踏ん張りどころだというような、そんな

感じがしましたので、当時、担当理事であった、今は２列目ですけれども、

去年は３列目だったかな、稲垣総務部長には随分厳しい質問もいたしまして、

いろいろ津市とか三重大学にも頻繁に調整に出向いていただいて、一志病院

のために随分御尽力いただいたと伺っております。おかげさんで、津市によ

る寄附講座というのを開設されたり、家庭医の育成拠点として整備も進めて

いただき、地域の方々からも不安の声を聞かせていただくことはほとんどな

くなってきたということが事実でございます。地域の方々にかわって、改め
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てお礼を申し上げまして、最近の地域課題に関係する質問のほうに入ってま

いりたいと思います。 

 ここで、パネルを１枚用意しましたので、ごらんいただきたいと思います。 

 （パネルを示す）これ、全県的な話でございますが、三重県内の29市町の

人口変容予測ということで、先日の経営戦略会議の中で提出されている、

「未来年表から見る県政の中長期戦略」という資料の中の１枚なんですけれ

ども、2010年を100としまして、2020年、2030年の市町別の人口推移が示さ

れてございます。 

 ずっと色別になっていて、ちょっと小さいのでわかりませんけれども、

100という2010年が基準ですので、この白いところ、川越、朝日だったら白

いところがございますけれども、110以上と。100から110が黄色いところで

ございます。あと、細かいことを言うと切りがございませんので、あとどん

どん色が変わってきて、赤が非常に厳しいと、こういうことになっておりま

す。 

 このデータを見ると、県南部の人口減少が顕著でございまして、昨年、知

事の打ち出された、今回もいろいろと議論になっておりますけど、南部地域

活性化のための事業展開というのは、方向性としては間違っていなかったの

ではないかなという、裏づけになっているのではないかと思っています。 

 さて、その市町単位でデータを見ると、市町村合併というのがございまし

たので、先ほど述べたような結果になるんですけれども、このような市町単

位のデータだけでは過疎化の進む中山間地域への支援を考えるのは少し短絡

的であるかなと考えております。過疎地域自立促進特別措置法においても、

合併前の町村単位で過疎地指定を行えるみなし規定を設けてありまして、南

部地域活性化プログラムの対象地域以外でも、例えば津市とか松阪市が指定

を受けております。 

 これは、過疎の進む地域の支援というのは、合併してもなお、基礎自治体

単独で行うことは困難であるということでございます。 

 誤解のないように申し上げますけれども、私は別に南部地域の活性化事業
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に反対しているわけではございません。ぜひ、今後もさらに力を入れて進め

ていただきたいと思っているんですが、ただ、対象地域以外にも同じように

過疎化が進んでおり、若者の流出、それから、著しい少子化の進行に苦しん

でいるというか、悩んでいる地域もございます。 

 今さら対象地域の見直し議論を蒸し返すつもりは全くございませんけれど

も、それぞれの地域課題に即した、やはり暖かみのある手厚い支援や対策を

講じていただきたいと思っておりますし、本日は、その中でも特に、ずっと

病院のことをやっていましたので、特に今日は教育と交通政策を取り上げま

すが、ぜひ、暖かみのある答弁をお願いしたいと思います。 

 そして、中高一貫教育とコミュニティ・スクールというのに入っていくん

ですけれども、さて、皆さんも御存じのとおり、私の地元になりますが、白

山・美杉地域は他の過疎地域などと同様に人口減少、とりわけ少子化が進行

している地域でございます。この４年間で、白山・美杉地域の人口は７％弱

の減少をしておりますが、15歳以下の人口は15％を超える減少率になってお

ります。私は美しく豊かな自然と文化に恵まれたこの地域から、子どもたち

の姿が減っていくことは大変憂慮すべきことであると思っています。 

 こうした中、県立白山高校では、平成13年度から相当たつんですけれども、

生徒一人ひとりの個性をより重視した教育の実現を目指し、白山・美杉地域

における連携型中高一貫教育を導入して、中学校と高等学校の教員交流や生

徒交流を充実するとともに、地域とより一体となった教育活動を展開するな

ど、中高の連携を核として、教育活動や教育内容の一層の改善・充実を図っ

ていただいております。 

 私は、この中高一貫教育については、地域の子どもたちが地元に残る可能

性を広げてくれる非常にいい制度だと考えてございまして、大変評価もして

おります。また、白山高校で毎年開催される、高校生入門講座というものが

あるんですけれども、白山・美杉両中学校の３年生全員が参加をしているこ

とや、白山高校の野球部の大会に中学校のブラスバンドが応援に行くという

ことなど、連携している各校において様々な取組が行われておりまして、地
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域の教育関係者や保護者の方々からも一定の評価をされていると理解をして

おります。 

 しかしながら、さきにも述べました、少子化の急激な進行により、この制

度による入学者数が一定のところで横ばいになっているという課題もござい

ます。ただし、母数が実際に減少しているわけですから、やむを得ないとも

感じています。 

 一定の生徒数を確保することは、学校運営上の重要な課題の一つであり、

こうした課題への対応という意味合いも含めているのかわかりませんけれど

も、白山高校では、平成23、24と２年間、文部科学省のコミュニティ・ス

クールの研究校の指定を受けて、導入に向けた調査研究を進めていただいて

いると伺っています。 

 そこで、３点、質問させていただきたいと思うんですけれども、まず、白

山・美杉地域の連携型中高一貫教育について、県教育委員会として、今日は

委員長も副委員長もおみえでございますけれども、どのように評価をされて

いるのでしょうか。 

 次に、平成23年、24年と調査研究を進めてこられたコミュニティ・スクー

ル、今、小中の話題のほうが大きいんですけれども、そのコミュニティ・ス

クールについてですが、導入する方向で検討が進められているとも、ちらっ

とお聞きしているんですけれども、いつごろから導入を目指していかれるお

つもりでしょうか。 

 最後に、中高一貫教育とコミュニティ・スクールはどのように関連づけら

れていくのでしょうか。 

 以上、３点についてお聞かせいただきたいと思います。 

   〔真伏秀樹教育長登壇〕 

○教育長（真伏秀樹） 白山・美杉地域の中高一貫教育とコミュニティ・ス

クールということで、３点お尋ねでございます。 

 一つは、連携型の中高一貫教育についての評価、二つ目については、白山

高校へのコミュニティ・スクールの導入の時期、三つ目には、この中高一貫
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とコミュニティ・スクールとの関連ということで順次お答えを申し上げたい

と思います。 

 白山高校では、平成13年度より、ゆとりある教育を展開し、地域の子ども

たちの豊かな心を育み、自ら学び、自ら考える生きる力を育てることを狙い

として、白山中学校、美杉中学校との間で連携型中高一貫教育に取り組んで

きたところでございます。 

 具体的には、学校行事におけます生徒の交流や、教員による授業交流など

により、中高間の連携を深めてきたところでございます。また、中高一貫教

育推進会議の開催、中高ニュースレターの地域への配布等によりまして、連

携型中高一貫教育の取組やその成果を発信もしてきたところでございます。

さらに、白山・美杉地域教育フォーラムも開催をいたしまして、生徒の成果

発表でございますとか、インターンシップ等で御協力をいただいております

事業者の方々からの報告の機会を設けるなど、地域連携を基盤とした形での

系統的なキャリア教育についても一定の成果を上げてきているというふうに

考えているところでございます。 

 しかしながら、連携中学校から白山高校への進学率でございますけれども、

制度の導入前、それから、導入後も15％から20％前後で推移をしている状況

でございます。また、白山高校におけます連携中学校の出身者が占める割合

についても20％程度にとどまっているという状況でございます。 

 こうした中で、少子化の進行によります中学校の小規模化等のため、中高

間での教育課程の接続ですとか、教員交流等の実施が難しくなってきており

まして、連携型中高一貫教育の制度の趣旨を十分生かせていない状況にある

わけでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、白山高校では、連携型中高一貫教育の成果

を生かしつつ、地域との連携をさらに深めることを目的に、平成23、24の２

年度にわたりまして、文部科学省の事業指定を受けまして、コミュニティ・

スクールの研究を進めてきたところでございます。この２年間の研究の中で、

コミュニティ・スクールの仕組みや地域の方々が学校運営等へ参加する意義
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等について理解を深めることができたというふうに考えております。 

 また、これまで取り組んできました、地域と連携した系統的なキャリア教

育をさらに充実させるためには、地域の方々による教育活動への参画が有効

な手段になるというふうに考えたところでございます。 

 こうしたことから、白山高校では平成25年度よりコミュニティ・スクール

を導入する方向で、現在、検討を進めているところでございます。 

 白山・美杉地域における連携型中高一貫教育につきましては、地域の教育

力を活用した取組において一定の成果を残すことができたわけでございます

けれども、先ほど申し上げたように、連携中学校からの進学者数の推移、そ

れから教育課程、教員交流等の継続について大きな課題があると認識をいた

しております。こうしたことから、今後、この両地域の連携型中高一貫教育

のあり方につきましては、コミュニティ・スクールを導入した後の学校運営

協議会におきまして、その方向性等について決めていただくというふうに考

えております。その中でしっかり議論をいただきたいと思っておるところで

ございます。 

 今後も白山高校につきましては、コミュニティ・スクールの導入を契機に、

これまで以上に開かれた学校づくりの推進を通じて活性化を図り、地域の

ニーズに応えることができる学校となりますよう、関係機関との調整を進め

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔35番 青木謙順議員登壇〕 

○35番（青木謙順） 学校運営協議会で進めていくということでございます。

いろいろお答えいただいたんですけれども、本当に大丈夫かなというのが本

音でございまして、誤解があるといけないので、別にコミュニティ・スクー

ルをいいとか悪いとか言っているわけではございませんし、来年度から導入

されるということの趣旨はよくわかりましたけれども、非常に丁寧に進めて

ほしいなというのが本音です。今までの実績があって、過疎地域における結

果を見て、効果がどんどん薄くなっていくというような安易な予想というの
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は、非常に短絡的かなと思います。やはり今まで中高２校との関係で白山高

校が育んできたことを大事にしながら、今のところその学校だけの協議会で

とどまっているわけで、これから学校運営協議会を広げていくわけですので、

その広げたところの認識がどうかとか、地元意識が持てるかとか、コミュニ

ティとか地元意識が持てないと、それは広がることにはなりませんので、

やっぱり地域とか、また、該当中学校というか、保護者の方や学校の関係者、

その方々との当たりというか、認識をきちっとリサーチされた後の踏み切り

であってほしいなと思っています。 

 来年度から中高一貫とコミュニティ・スクールを併用してしばらくじっく

りと考えるということでしたら、それは認めざるを得ないと思います。今日

は委員長も御出席でございますので、これから教育委員会の中でいろいろ提

案もあり議論もあろうと思いますが、新たに連携していただく地域の関係者

との調整なども、ちょっとしたボタンのかけ違いでうまくいくはずだったも

のがいかないことも結構ありますので、一手間を惜しまず丁寧な対応をして

いただきたい。そして、子どもたちのためにプラスになる。一つ間違えたら

一気に過疎化が進んで学校がなくなるという事態になりますから、それだけ

慎重にお願いしたいと思います。 

 ということで、次に移らせていただきますが、ＪＲ名松線は今、というこ

とでございますけれども、最近は四日市南高校出身の水谷、中川両議員や四

日市関係者の皆さんの熱心な取組により、近鉄、列車といえば近鉄内部八王

子線ですか、これが大きくクローズアップされておりまして、三、四年前は

たしかいろんな方が質問に取り上げていただきましたＪＲ名松線もその陰に

隠れているという感じがしておりまして、ちょっと思い出していただきたい

なということで、まるで最近テレビに出なくなったタレントのようでござい

ますけれども、ＪＲ名松線は、今？と題して、振り返りの質問をさせていた

だきます。 

 ＪＲ名松線が平成21年10月の台風18号で、土砂が線路上に流出したことに

よりまして、家城・伊勢奥津間の17.7キロが不通となり、バスによる代行運
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転となって、はや３年半が過ぎようとしております。この間、県や地元津市、

ＪＲ東海による協議が重ねられまして、平成23年５月には、この三者で、

「一つ、県は治山事業を行い、津市は水路整備事業を行うとともに、県・市

は、その後の維持管理も行う。一つ、ＪＲ東海は県・市の対策工事の完了に

あわせ鉄道施設復旧工事を完了し、名松線の運行を再開する。」 

 ということを内容とする協定を締結しまして、名松線の全面復旧のための

前提条件が確認されております。 

 これを受けて、県当局におかれましては、直ちに治山工事の全体計画調査

を実施していただきました。その概略は、運行再開のために必要な治山工事

は全体で20カ所に上り、概算工事費が５億円、工事完了までにおおむね５年

を要するというものでございまして、平成23年度中には、津農林水産商工環

境事務所内に名松線治山対策課を設置いただき、津市からの派遣職員２名と

ともに、いち早く治山工事に着手されております。 

 名松線の存続に向けた県民の皆さんの熱い思いを酌み取っていただいた県

当局のこの上ない御決断に対しまして、私も名松線沿線に住み、毎月何度も

利用させていただいている住民の１人としまして、改めまして感謝を申し上

げたいと思います。 

 その治山工事の進捗状況でございますけれども、先日、農林水産部にお尋

ねしましたら、本年度末時点で工事完了が５カ所、施工に向けた測量設計の

完了が８カ所の見込みとのことでございました。また、治山工事を進めてい

く上で必要となる山林所有者からの工事承諾について、県外に住んでいる所

有者が多いこと、加えて、公図混乱地であることなど、山林所有者の特定が

難しく、なかなか工事承諾書がとれないことが大きな課題となっていたわけ

ですけれども、市役所の皆さんの御努力もございまして、現在では、ほぼ全

ての山林所有者を特定することができており、交渉を重ねているとのお話で

ございました。このことによりまして、今後さらに、治山工事の進捗が上

がっていくのではないかと期待しているところでございます。 

 それでは、ちょっとパネルを見ていただくといいんですけれども、（パネ
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ルを示す）これ、１枚目、美杉町竹原地区で、左が工事施工前です。右が工

事施工後ということで進んでございます。 

 ２枚目、（パネルを示す）これも美杉町の竹原地区になりますけれども、

これも左と右を比べていただいたら進んでいることがおわかりだと思います。 

 そして、ちょっと地図を一つ掲示しますと、（パネルを示す）ＪＲ名松線

関連緊急治山事業の工事位置でございます。この上のほうの緑とか青のとこ

ろはもう既に工事完了で、この黄色いところが、測量設計が完了したところ

で、いろいろ御苦労いただいた結果です。これから赤が進んでいく、３年間

かかるという部分でございます。 

 さて、いよいよ残りの３年間で工事のほうは完成する予定となっておりま

すが、やっぱり心配なのは乗降客の動向でございます。前回、知事もおみえ

でしたけれども、平成23年12月１日の一般質問の中で、私は名松線の復旧を

着実に進めることと、名松線を地域の振興に生かす方策について知事にお尋

ねし、ぜひ取り組まれるよう要望いたしました。 

 あわせて、地域振興の取組の核となる県、それから市町、事業者、地域の

団体などが、これ、市町は松阪市も入っておりますけれども、参画する協議

会組織の設立を提案させていただきました。 

 １点目の復旧については、先ほど申し上げましたような状況から、完成の

めども一定立ちつつあると考えており、３年後、平成28年度からの運転再開

に向けて万全を期していただくよう要望しておきたいと思いますが、一方、

２点目の地域振興の取組は具体的な動きがなかなか見えてこない、そんなふ

うに感じていますが、いかがでしょうか。 

 三重県では、先ほども話題になっておりますけれども、25年度から「三重

県観光キャンペーン～実はそれ、ぜんぶ三重なんです！～」を展開し、三重

の魅力をアピールしていくとのことでございますけれども、私は名松線沿線

の美しい景観や豊かな自然とその恵み、農山村の人々の素朴な温かいおもて

なし、そして、それらをつなぐ名松線そのものがすばらしい地域の魅力であ

り、それらを地域の振興に生かしていけるよう、県は知恵をもっと絞るべき
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ではないかなと思います。 

 そして、県も一緒になって、いや、県がリードをして多様な主体とともに

名松線を盛り上げていくべきではないかなとも考えております。改めて、名

松線を活用した地域の振興について、どのように取り組まれるお考えなのか、

また、多様な主体による協議会組織などの取組はどこまで進んでいるのか、

お伺いをいたします。 

   〔藤本和弘地域連携部長登壇〕 

○地域連携部長（藤本和弘） ＪＲ名松線は、地域の住民や学生にとって欠か

せないものであり、津市が主体的に地域振興を行い、利用促進につなげてい

くという意向を受けまして、県はＪＲ東海との協定に基づき治山工事を行っ

ております。現在、議員からの御紹介がありましたように、順調に工事が進

んでおると考えております。 

 復旧工事が順調に進む中、運行再開後の利用者の確保に向けた具体的な取

組を進めていくため、津市は今年度、公共交通のあり方を地域が主体になっ

て考えるきっかけをつくるための講演会を伊勢八知で開催しております。 

 また、津市では、利用促進策や地域の活性化・振興策等を庁内で検討、調

整を行うため、関係部署で構成いたします調整会議を組織しているところで

ございます。県もこの調整会議に参加しておりまして、今後、名松線沿線の

松阪市や、観光あるいは市民団体といった組織とも連携をした協議会を設け

るべく議論をしているところでございます。 

 名松線が１日でも早く運行再開できますよう、引き続き、ＪＲ東海と津市

との復旧対策事業に取り組みますとともに、運行再開後の利用促進や地域の

活性化・振興策について、現在、設立を検討しております協議会の中で議論

をいたしまして、取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上です。 

   〔35番 青木謙順議員登壇〕 

○35番（青木謙順） 津市の意向を受けましてというのが非常に耳に残ったん

ですけれども、気持ち的には積極的にやっていただいているとは思いますが、
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政策のときはどうも動きが余り見えなくてというか、遅くて心配した部分が

あるのですけれども、今回、さすが地域連携部という名前になっただけあり

まして、やはり地域の連携を真っ先に考えて行動していただいているのでは

ないかなということは評価させていただきますし、津市のほうにも会議に乗

り込んでいただいて、オブザーバーですかね、そういった形でも参加してみ

えるということで、今後の議論、調整会議と、今、答弁がございましたけれ

ども、議論をしたいと思います。その多様な主体とのいろんな議論の中で輪

も広がっていき、またアイデアもどんどん出てくると思います。 

 先ほど、名松線を使って三重の魅力をＰＲ、アピールしたらどうかという

ようなことを申し上げたんですけれども、鈴木知事は20代で直木賞を受賞し

た三浦しをんさんという方、御存じだと思うんですけれども、彼女のお父さ

んは津市美杉町の出身で、おじいさんは美杉で林業を行っていた関係もあり

まして、御存じのように『神去なあなあ日常』という作品の中で主人公が名

松線に乗って里帰りをするシーンが出てきます。また、彼女は、実は最近の

話ですけれども、『舟を編む』という作品で昨年の本屋大賞というのも受賞

してみえますので、読書好きの趣味の方には御存じの方も多いのではないか

なと思っていますけれども、映画化されて、来月４月13日から全国にロード

ショーで公開されるとも伺っている三浦しをんさんです。 

 知事はどっちかというと、ちょっとイメージが間違っているかもしれませ

んけれども、スポーツ系とか歌手系がお好きなようで、たまには、やや地味

ですけれども、こういう文化人も三重のアピールに一役買ってもらったらい

かがかなと感じるところもございまして、多様な主体ということで、いろん

な団体の方、真面目な方、ＳＬファンの方、大井川鉄道とか、それから、和

歌山でしたかね、あれ、たま駅長の視察に行ってみえる団体とか、いろんな

アイデアを持ってみえる方がみえて、今、津市とか三重県というだけの御答

弁でしたけれども、今後は、松阪も含めまして、行政だけの会だけではなく

てやっぱり多様な、皆さんのアイデアを吸い上げて生かしていくという、そ

ういう協議会、組織にどんどん発展させていただいて、もう３年しかござい
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ませんので、よろしくお願いしたいと思っております。 

 それじゃ、時間がもう23分となってまいりましたので、大きな三つ目の質

問をさせていただきます。 

 次に、難病者支援についてお伺いをいたします。 

 まず、質問に入る前に、今年１月の初めに慢性活動性ＥＢウイルス感染症

の患者の会の代表をしてみえるｓａｋｉさんという方と、その方の上司の方

を通じてお話をさせていただく機会がありましたので、少し紹介をさせてい

ただきます。 

 皆さんは、ＥＢウイルスを御存じでしょうか。このウイルスは日本人の約

９割の人が感染しているありふれたヘルペスウイルスで、ほとんどの人は初

感染時にできた免疫により無症状か風邪のような症状が出る程度でおさまっ

てしまうそうです。このウイルスは症状がおさまった後も一生人体に潜伏す

るウイルスでありますけれども、ほとんどの人は再活性化することもなく、

人体への悪影響はありません。 

 しかし、100万人に１人ぐらいの割合で、少し体調を崩しただけでもこの

ウイルスが再活性化し様々な症状を引き起こしてしまう人がみえるそうです。

この病気を慢性活動性ＥＢウイルス感染症といい、進行してしまうと悪性リ

ンパ腫や多臓器不全などにつながって命を落とす危険もある難病の一つだそ

うでございます。 

 この慢性活動性ＥＢウイルス感染症という病気は、他の難病と同じように、

患者数が少ないために正しい診断を受けるまでに何カ月も、何年もかかるこ

とが少なくない病気だそうで、お話を聞かせていただいたｓａｋｉさんも患

者の１人でして、慢性活動性ＥＢウイルス感染症と診断されるまでに、何と

９カ月もかかったそうです。この病気の厄介なところは、先ほども述べまし

たように、風邪のような症状から臓器障害や神経障害まで様々な症状を引き

起こすことから、他の病気という診断をされやすい上に、ウイルス自体には

ほとんどの人が感染しているために、ウイルス感染を調べただけでは判断が

できないそうでございます。 
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 判断をするためには、ＥＢウイルスＤＮＡ定量検査という検査を行う必要

がありますが、保険適用外のために全額自己負担となっておりまして、検査

だけで２万円くらいかかるそうです。早期に発見して適切な治療を受ければ

治るようになってきている病気だということですが、その方が言われるには、

例えば、お医者さんから、ただの風邪だと思うけれども、100万人に１人ぐ

らいの割合で何々という病気の可能性もあるから念のために検査しますか。

ただし、自己負担で２万円ぐらいになりますけど、と言われて、本当に検査

を受ける人がいると思いますかと私に聞かれました。正直なところ、私もそ

れはなかなか受ける人はいないかな、という思いをしました。 

 結局のところ、お医者さんも、他の症状も出ていないのに、100万分の１

の可能性の病気まで検査をしていたらすごい数の検査をすることになります

ので、そんなことを勧めて、悪徳商売をしているような印象を持たれるのも

困るとかいうので勧めないわけでありまして、患者の側もほとんどの人がそ

んな病気は知らない上に、仮に知っていても風邪のような症状しか出ていな

い段階で２万円を支払ってそんな検査を受けようと思う人はほとんどいない。

結果として、慢性活動性ＥＢウイルス感染症である方は重症化してしまって

大変な思いをすることになる、というようなことだそうでございます。 

 このために、ｓａｋｉさんたちの患者の会では、国に慢性活動性ＥＢウイ

ルス感染症の周知とＥＢウイルスＤＮＡ定量検査の保険適用を求める要望活

動を行う一方で、自分たちでも啓発用のポスターを作成するなど啓発活動を

行ってみえるそうでございます。自身が患者として御苦労された体験談とと

もに、現在、闘病生活で苦しんでいる患者さんやその御家族の方からの相談

を受けている活動など、大変貴重なお話も広く聞かせていただいたところで

ございます。 

 その後、何とかできないだろうかなと、私も４月からずっと考えていて、

いろいろと難病対策のことも調べてみましたら、地元の三重県選出の田村厚

生労働大臣の記者会見のニュースが飛び込んできました。 

 １月27日に行われた財務大臣との折衝で、厚生労働省が難病対策の新制度
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を2014年度から実施していくことで合意したというニュースで、余りにもタ

イミングがよかったので少し驚いてしまったんですけれども、少し内容を調

べてみますと、医療費助成の対象が現行の56疾病から大幅に広がる見通しで

あることや、都道府県が難病指定医を指定して、難病の診療体制を充実して

いくことなどが盛り込まれていました。 

 そこで、私も詳しいことはそれ以上わかりませんので、３点ほどお尋ねし

たいと思うんですが、１点目として、前段で紹介いたしました慢性活動性ＥＢ

ウイルス感染症について、患者の会の方々も取り組まれているように、まず

はこのような病気の周知を図るための啓発というのが重要であると考えます

が、県としてこのような難病について、どのような啓発事業を行われている

のでしょうか。また、今後はどのような啓発活動を展開していく予定なのか、

お聞きしたいと思います。 

 ２点目は、後段でお話ししました、国が実施しようとしている新しい難病

対策についてですが、私は大変評価のできる方針であると思いますし、今後

の詳細な制度設計の行方に大きな期待を抱いている１人でもございますけれ

ど、県当局として、今回の国の方針をどのように捉えているのか、お聞きし

たいと思います。 

 最後に、冒頭で紹介いたしました、慢性活動性ＥＢウイルス感染症をはじ

め、本県でもたくさんの難病患者の方々、また、その御家族の方々が病気の

苦しみだけでなく、高額な医療費という経済的な負担にも苦しんでおられま

す。今回、国の進めようとする新制度では、医療費助成の対象疾患を大幅に

拡大する予定であることから、県としても、毎年、難病連の皆様をはじめ、

いろいろな要望を聞いていただいておりますけれども、この機会に、さらに

丁寧に患者さんや御家族の方々の声を吸い上げ、一つでも多くの難病が医療

費助成の対象となるように、１人でも多くの方が救われるように、国に対し

て強く要望していくべきであると思うんですけれども、県として、強く要望

していく考えがあるかどうか。 

 以上、３点について、お聞かせいただきたいと思います。 
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   〔細野 浩健康福祉部医療対策局長登壇〕 

○健康福祉部医療対策局長（細野 浩） 難病に関しまして、３点ほど御質問

をいただきましたので、順次お答えさせていただきます。 

 まず、難病について啓発の重要性と今後の展開ということでございます。 

 難病患者の医療費の助成や治療研究の実施によりまして、難病に対する社

会的認識は一定程度進んできてはいますものの、難病に対する県民の理解は

必ずしも十分とは言えず、普及啓発を進めていく必要があるというふうに考

えております。 

 このため、医療支援制度や各種支援サービスなどの案内を県等のホーム

ページで紹介しますとともに、保健所等でパンフレットを配布し、県民の皆

さんへの情報提供に努めています。また、三重県難病相談支援センターの活

動の一つの柱としまして、普及啓発を位置づけ、相談会の開催やセンター

ニュースの発行による情報提供を行っております。 

 さらに、質問でも触れていただきました、慢性活動性ＥＢウイルス感染症

のような希少難病一つ一つにつきましては、公益財団法人難病医学研究財団

が運営しております難病情報センターのホームページ等を活用しまして、普

及啓発に努めているところでございます。 

 今後、難病対策に取り組む様々な関係機関との連携を一層強化しまして、

県民の方々が幅広く難病に対する理解と関心を高めていただけるよう、新た

に広報紙等を活用して普及啓発に取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、国において検討されております難病対策についての県の考え

方と国への要望ということでございます。 

 本年１月25日に厚生労働省の厚生科学審議会の中の委員会で難病対策全般

にわたります提言が取りまとめられました。その中では、難病の治療研究の

推進や将来にわたって持続可能で安定的な制度の構築に加え、難病患者の医

療費助成を行う特定疾患治療研究事業の対象疾患の拡大を含めた見直しや、

適切な患者負担のあり方などが提言されております。この提言内容を踏まえ
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まして、厚生労働省におきましては、医療費助成を含む難病対策の法制化を

検討するというふうに聞き及んでおります。 

 県としましては、法制化によりまして、国と自治体の特定疾患治療研究事

業に係る責務が明確にされ、公平かつ安定的に同事業が運営されるとともに、

支援を必要とされている方々に支援が届くようになることは望ましいことと

考えております。 

 一方で、限られた財源を公平に配分する観点から、対象疾患の認定基準の

見直しとか、適切な患者負担のあり方もあわせて検討するとされております

ので、患者への影響を懸念しております。 

 こうしたことから、県としましては、引き続き国の動向を注視するととも

に、法制化に向けた検討の中で、様々な患者団体や有識者等の声を聞くなど

しまして、公平で適正な難病対策が実施されますよう、国に提言を行ってい

きたいというふうに考えております。 

   〔35番 青木謙順議員登壇〕 

○35番（青木謙順） 今の局長のお話で、これまで様々な支援とか啓発なども

行ってみえることもよくわかりました。県単独で行えることには限界もある

ということは認識しているので、国への要望活動も行っていただいているこ

とも理解をしております。ただ、先ほどるる申し上げましたように、実際、

本県にたくさんの患者さん、御家族の方が苦しんでみえますので、県も少し

懸念もあるということもちょっと表明されましたけれども、今回、方向に

よっては、国が対象疾患を大幅に広げる方向で制度を見直すということで、

2014年度から実施する方針であることを表明しておりますから、要望活動を

行う上では千載一遇のチャンスかなとも感じております。特に来年度、平成

25年度の前半、４月から半年ぐらいの制度設計というのが山場になってくる

のかなと思いますので、きめ細かい意見集約とか状況確認など、本県の実態

把握をしっかりこの機会に行っていただきまして、的を射た要望活動をさら

に展開いただきますよう、再度、強く御要望いたしたいと思います。 

 ちょっと10分になってきましたので、次の質問に移らせていただきます。 
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 最後に、高額物品の効果的な利活用についてお尋ねいたします。 

 先日、２月28日に、高額物品の管理及び活用に係る行政監査結果報告書が

公表されました。これは、取得価格あるいは評価額が500万円以上の物品を

対象として、その管理及び活用の状況等について行政監査が行われたもので

す。 

 私は、実は今年度、監査委員をさせていただいておりますので、監査委員

に絡む案件で質問することについては、どうしようかなといろいろ悩んだ部

分もあるんですけれども、この高額物品の効果的な利活用については、ぜひ

とも執行部には一日も早く検討を進めていただきたいと強く感じておりまし

て、その質問をさせていただく決心をさせてもらいましたので、残りの時間

を使いたいと思います。 

 本日は、個別の案件については指摘などはなく、優良事例の紹介を交えな

がら、少し提案型のような質問になるかわかりませんが、前向きな答弁をい

ただきますようにお願いいたします。 

 まず、高額物品の有効活用について、少し触れさせていただきます。 

 皆さんも御存じのように、高額物品の中には操作をするために高度な技術

や専門知識を必要とする機器類も多くて、管理状態としては使用できる状態

にあるものの、職員の異動や退職等の人的な要因により有効に活用すること

ができなくなっているものも見受けられます。 

 これらの機器類を有効活用していくためには、高度な技術や専門的な知識

を持った職員の養成というのが必要でございまして、そのためには、技術や

知識を継承し、若手職員を育成していく組織体制の構築が重要であるという

ことでございます。 

 これは、どのような組織においても言えることですけれども、図らずも知

事も同じことを感じられていたようでございまして、先日、説明のあった平

成25年度の組織改正の中でその旨の説明がありました。この組織体制の件に

ついてはあえて質問しませんけれども、組織体制を立て直すということは決

して容易なことではございませんので、知事におかれましては、リーダー
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シップを発揮されまして、しっかりと取り組んでいただきますように要望だ

けにとどめたいと思います。 

 次に、高額物品の処分のことですけれども、高額物品の中には、老朽化な

どの理由によってほとんど使用されていないものが相当数ございます。調べ

たのはほんの一部ですから。 

 これらの多くは、今後も利用する見込みがないもの、いわゆる実質的に不

用物品となっているものですが、処分をするにも多額の費用がかかるため、

財政状況の厳しい折、処分費用の予算が確保できないことなどから、処分し

たくてもできないものがあります。 

 また、一方では、寄附採納を受けたものとか、国の補助事業で購入したも

のなどは、当時の経緯や制度を確認しないと容易にはちょっと処分できない

というものもございまして、維持管理経費がかからないものはそのまま放置

されている例も見受けられます。 

 パネルをちょっと。 

 （パネルを示す）たくさん事例があるんですけれども、これはどことは言

いませんが、飲料水自動給水装置です。これも今使わなくて置いてあります。 

 （パネルを示す）これもある研究所ですけれども、ＤＮＡ塩基配列解析装

置だそうです。これも何かまだ使えそうな雰囲気ですけれども、置いてござ

います。 

 （パネルを示す）これは某高校ですけれども、原子吸光分析装置だそうで

す。 

 このような実質的に不用物品となっている高額物品は、ほとんどの部局に

あります。今後も増加していくことが予想されますが、当然のことながら、

これらの物品には大型備品が多く、無駄にスペースを占拠しており、職員の

皆さんも苦慮されているように伺っています。防災上も本当にいいのかなと

感じます。 

 ここで少し優良事例も紹介させていただきたいと思うんですけど、ある所

属では、一般備品廃棄チェックシートというものも作成しておりまして、こ



－506－ 

のチェックシートに基づき、過去５年間の利用実績や備品の保存状態などか

ら、廃棄するもの、修理するものといった、そういう判断を個別に行ってい

ます。平成23年度の話で、廃棄するものと判断された備品約100点、重量に

して20トンほどあったそうですけれども、その処分を一括して委託して、実

質５万円弱の経費で処分できたという事例もございます。この事例は、処分

する備品類にステンレスなどの資源として活用できる金属類が多く含まれて

いたこともございまして、どこでも同様のことができるわけではありません

が、このような事例を参考にして、さらには、県民センター単位で、ちょっ

と名前が変わるかわかりませんけれども、まとめて処分を行えるようにすれ

ば、少なくとも処分経費が確保できないという理由から処分が行われていな

い備品類については、相当処分を進めることができるのではないかなと思い

ます。 

 そこで、お伺いしますけれども、物品管理は各所属単位で行われているも

のであり、さきにも申し上げましたとおり、寄附採納や補助金など、経緯や

入手の原因、手法なども様々であることから、全庁的に一律の仕組みをつく

ることは容易なことではないと思いますが、物品管理の手引きやマニュアル

を作成して、全庁的に物品管理についての検査や指導、相談業務を行ってい

る出納局が中心となって、各部局の優良事例なども参考にして適正管理、有

効活用、そして円滑な処分まで含めた全庁的な仕組みを構築していただくこ

とはできないでしょうか。 

 例えば、管財課が土地とか建物の関係でまとめてみえます、ここに書類が

あるんですけれども、みえ県有財産利活用方針のような参考例がございます

ので、これの高額物品版のようなものを策定して、全庁的な取組として進め

ていただくことがよいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

御答弁願います。 

   〔中川弘巳会計管理者兼出納局長登壇〕 

○会計管理者兼出納局長（中川弘巳） 高額物品の効果的な利活用の方針につ

いてでございます。 
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 まず、物品の適切な保守管理と有効活用は、県の財産管理上、重要な課題

であり、老朽化など様々な理由によってほとんど利用されない、あるいは今

後も活用の見込みが薄いと思われる物品につきまして、リユースやリサイク

ルなどによって有効活用を進める一方、これが困難なものについては円滑に

処分することが県の財政にとっても有益であると認識をいたしております。 

 このため、出納局では物品管理の事務の手引きや売り払いマニュアルを策

定するとともに、物品管理について各所属に対し検査や指導などを行ってお

ります。また、リサイクルセンターを設置し、各所属において使用されなく

なった備品、消耗品などを所属間で融通し、県有物品の有効利用に取り組ん

でいるところでございます。 

 しかしながら、高額な物品・機器類等につきましては、その使用目的の特

殊性などから所属間での融通が困難である場合が多く、なかなかリサイクル

センターの仕組みだけでは対応し切れず、有効活用や処分が進んでいないの

が実情でございます。 

 このため、みえ県有財産利活用方針や、御紹介いただきました優良事例も

参考にしながら、高額な物品・機器類等をはじめ、物品の適切な保守管理や

有効活用、処分のあり方も含めた全庁的な仕組みの構築と利活用の方針の策

定について、各部局とも連携し、進めてまいりたいと考えております。 

   〔35番 青木謙順議員登壇〕 

○35番（青木謙順） リサイクルセンター等で実際やっているんだけどなかな

かということでございますけれども、今後前向きに進めていただくというこ

とで、知事にも不退転の覚悟でやっていただきたいという思いで今日は質問

をし、時間もありませんので、もう中川出納局長の御答弁でとどめておきた

いと思いますけれども、やはりこの質問は、冒頭にも言いましたけれども、

質問するかどうか非常に悩んだわけです。このような高額な機器類が有効に

活用されるということは、当然県民サービスの向上にもつながるわけですし、

処分についても効率的に処分できる全庁的な仕組みをつくれば経費削減はも

ちろんのこと、その機器類が占拠したスペースが活用できるとなれば、職員
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の皆さんの職場環境改善にもつながるのではないか、ひいては県民サービス

の向上にもつながるんじゃないかなと思い、思い切って質問させていただい

たわけでございます。 

 今後、しっかりと取り組んでいただきますようお願い申し上げまして、時

間が来ましたので、私の質問を終結させていただきます。本日はありがとう

ございました。（拍手） 

 

休          憩 

○議長（山本教和） 暫時休憩いたします。 

午後０時２分休憩 

                                    

午後１時０分開議 

 

開          議 

○副議長（舟橋裕幸） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○副議長（舟橋裕幸） 県政に対する質問を継続いたします。14番 津村 衛

議員。 

   〔14番 津村 衛議員登壇・拍手〕 

○14番（津村 衛） 皆さん、こんにちは。 

 尾鷲市・北牟婁郡選出、新政みえ所属の津村衛です。 

 本日は３月12日、何の日か御存じでしょうか。今日は３月12日、財布の日

だそうです。余りネタが続きませんので、早速ですが、質問に入らせていた

だきたいと思います。 

 まず、防災対策について質問させていただきます。防災の中でも、避難所

体験訓練を通じてと、自主防災意識の向上について、という観点で質問をさ

せていただきます。 
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 今日、午前中に前田議員からも紹介がございましたが、昨年10月に行いま

した防災に関する県民意識調査によりますと、震災発生時に危機意識を持っ

たが、時間の経過とともに意識が薄れつつあると感じている県民の方々が４

割以上であるという結果が出ました。 

 その一方で、本年２月６日の午前10時ごろに、南太平洋のソロモン諸島沖

でマグニチュード8.0の地震があり、北海道から九州にかけての太平洋側と

沖縄に津波注意報が出されたときには、県南部の予想された津波の高さは最

大50センチでありましたが、鳥羽市、志摩市、尾鷲市では、防潮扉を閉めた

り、園児や児童・生徒が高台へ避難し、保護者への引き渡しを行うなど、東

日本大震災を教訓に、いざというときの危機意識がしっかりと根づいて行動

されており、大いに評価できるものではないのかなと思っております。 

 また、尾鷲市内の小学校の教諭が、逃げることの大切さを、子どもたちに

わかりやすく、楽しく伝えるために、「てんでんこ」と名づけられた歌を製

作したりと、アンケートでは、４割以上が意識が薄れつつあるとの結果が出

ていますが、県内各地域によって防災意識にも差があるのではないかという

ふうに感じております。 

 本年１月に、市町や自主防災組織などを対象にした新たな避難所運営マ

ニュアルを策定いたしました。東日本大震災を教訓に、女性や高齢者、障が

いを持った方々への配慮を細かく盛り込んだものであり、避難所のルールを

決める運営委員会のメンバーには、女性や障がい者の方々を必ず加えるなど

が記載されています。 

 そして、そのマニュアルを活用しつつ、２月23日に、「避難所生活を体験

してみませんか？」と題して避難所体験訓練が尾鷲市で行われました。この

訓練は、みえ防災コーディネーターおわせが主管となり、国・県・市の行政

に加え、地元の自治会、自主防災会、社会福祉協議会、婦人会、商工会議所

や民生委員の方々など、多くの関係者とともに、体育館に実際に避難所を設

置し、宿泊体験をするというものであり、防災学習や防災講話、炊き出しな

ども加えた総合的な訓練でございました。 
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 避難所宿泊体験を含めた防災訓練は、県内では東員町に続いて２例目であ

るということを伺っております。主管の方々も手探りの状況で勉強会や研修

会を重ね、実施することができたそうでございます。 

 実際に災害が起これば、行政頼みではなく、自分たちで逃げて、自分たち

でできることをやらなければいけない。そのために、少しでも危機意識を

持っていただき、実践できるようにと、当初はもう少し暖かい季節にという

意見もあったそうですが、３・１１大震災を教訓にと、あえて厳しい冷え込

みが予想されるこの時期に開催となったようです。 

 ここで実際の状況をパネルで見ていただきたいと思います。（パネルを示

す）この１枚目は、避難所を組み立てる際の段ボールの山でございます。避

難所は全て段ボールでできておりました。 

 続きまして、２枚目、（パネルを示す）これは、実際に参加者一人ひとり

が避難所を組み立てている最中でございます。 

 そして３枚目、（パネルを示す）これが避難所のほぼ完成した写真であり、

ここに参加者が宿泊をしたということでございます。 

 当日は、資機材の設置や炊き出し、防災学習が主な内容である第１部と、

宿泊体験等の２部の構成で、住民の方々総勢250人以上が参加し、うち50名

が宿泊体験に挑みました。私も宿泊体験のみ出席をさせていただきましたが、

稲垣部長をはじめ県職員の方々にもお越しをいただき、参加いただきました。 

 暖房施設のない２月の体育館に宿泊をするわけですから、聞くところによ

りますと、室温は４度以下だったそうですが、かなりの冷え込みでありまし

た。私は、あえて実践さながらに体験してみようと、完全な防寒対策は行わ

ずに、２月のふだん着に少し厚目の上着を着てきただけで、配付された毛布

にくるまり、１晩を過ごしました。寒い、痛い、落ちつかないというのが正

直な感想でございました。食糧や毛布、十分なスペースなど、何もかも整え

られた中でのたった１泊の訓練ですらこの感想でございました。もし実際に

災害が起き、地震や津波でまちが流され、身内や友人の安否もわからない、

そんな中で本当の避難所生活になり、いろんなものが制限された中で、数日、
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数週間という生活を続けるということは、想像を絶する不安やストレスを抱

えることになり、様々なトラブルが当然のごとく発生するのだろうと感じま

す。 

 しかし、この宿泊を含めた避難訓練は非常に有意義でありました。自分自

身の防災意識や自宅の備蓄なども再認識をすることになりますし、実体験と

して、たとえ訓練であっても、避難所の雰囲気を経験することによって様々

な注意点を知ることもできましたし、災害弱者への配慮などもできるのでは

ないかと感じています。さらには、実際に大災害後に避難所を設営しなけれ

ばならなくなったとき、設置側、運営側のスタッフの１人として地域をサ

ポートすることができるのではないかというふうに思っております。 

 避難をするという訓練は最重要訓練ではありますが、無事に避難できた後

の避難所の設置や運営、さらには、宿泊体験の訓練をより多くの住民の方々

に参加、体験をいただき、防災意識の向上と、いざというとき運営側として

活躍いただける方を育てるためにも、県内各地で同様の訓練を行う必要があ

るというふうに私は考えておりますが、県として、新たな避難所運営マニュ

アルの啓発や普及にどのように取り組まれるかをお示しください。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） 津村議員から、尾鷲市が、先月の23、24日の両

日にわたって実施されました避難所体験訓練、こうした取組、ひいては、私

どもが改定しました新たな避難所運営マニュアルの策定指針、これをどのよ

うに地域に広めていくのかという御質問でございましたけれども、この訓練

に参加しました私や、私ども職員の感想も含めて答弁をさせていただきたい

と思います。 

 当日の訓練の様子は、先ほど写真のほうも含めて、議員のほうから詳細に

御説明がございましたので、私のほうからは省かせていただきます。蛇足か

もしれませんけど、２点ほどつけ加えさせていただきますと、先ほどの写真

の端っこのほうにも映っておりましたけれども、当日は、避難所運営の際に

は、女性の視点から役立つと思われる屋内用テントとか、あるいは、要援護
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者対策に役立つと思われる牽引式の車椅子の補助装置、そうした新しい資機

材の紹介もございまして、その辺もかなり多くの方の関心を呼んでいて、よ

かったと思います。 

 さて、議員からも御紹介いただきましたように、当日は私も、私ども防災

対策部の職員と一緒に参加させていただいたわけですけれども、今回のこの

尾鷲市の訓練を通じまして、私どもが気づいた点について３点ほど述べさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、１点目は、今回の訓練が、行政主導ではなくて、みえ防災コーディ

ネーターおわせの方々が中心となって行われたこと、このことが大変大きな

成果であったと思います。 

 私たちは、見直し後の避難所運営マニュアル策定指針の中で、「避難者自

らが主体となる避難所運営体制が必要である」ということを述べております。

ですから、私たち行政の人間が一切口出しをせずに、最後まで住民の皆さん

自身の手で運営が行われ、しかも実際に避難所に寝泊まりをして体験訓練が

行われたこと、これは大変よかったと思います。同時に、今後、避難所運営

訓練を実施したいと考えておられる地域に対して、その訓練が、この尾鷲市

における訓練のように住民主体のものとなるためには、どのような支援が効

果的なのか、そうした手法についても、私たちとしても検討していく必要が

あるというふうに感じたところでございます。 

 次に、２点目として気づいたことは、避難所ごとに必要に応じた物資を備

蓄することの重要性でございます。私は、参加したと申し上げておりますけ

れども、実は初日の夕刻で御無礼しておりまして、議員のように宿泊体験に

は参加しておりませんので、今からお話しする内容は、実際にその夜に宿泊

した私どもの職員から聞いた話になります。当日、会場である体育館の気温

は、議員もおっしゃったとおり、４度、５度まで下がり、段ボール製の間仕

切りは、確かに床から伝わってくる冷たさをかなり軽減してはくれたものの、

それでも、備蓄の毛布だけでお休みになった方は、寒さのために余り眠れな

かったと、このあたりの話は議員の体験談でもございましたけれども、そう
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いう話でございました。そう話した職員自身も、暖房器具や防寒性のある寝

袋等の必要性を痛感したと言っておりました。訓練終了後のアンケートを拝

見しても、予想以上に寒かったという感想を書いておられる方が最も多かっ

たように思っております。 

 このように、寒さ対策に限らず、そのときに本当に必要な物資というのは、

実際の訓練を通してでないとわからないというのがその職員の率直な感想で

ございました。このことからも、訓練を通じて実際に体験するということが

いかに重要であるかを、このことは議員もおっしゃってみえましたけれども、

私どもも痛感した次第でございます。 

 最後、３点目でございますが、障がい者の方が訓練に参加されることの重

要性でございます。今回の尾鷲の訓練には、実際に障がいをお持ちの方が参

加しておられました。しかしながら、その一方で、訓練終了後の事後ワーク

ショップにおきましては、障がい者の方への参加を呼びかけたが、参加した

いんだけれども、トイレや寒さの問題で不安があるから無理なんだという答

えが多かった、という意見もあり、言うまでもございませんが、障がい者の

方が参加しやすい訓練のあり方についても検討の必要があるということを改

めて感じさせられたところでございます。 

 私たちは、今回のこうした訓練を、この改訂後の避難所運営マニュアル策

定指針の検証のための場とさせていただいたわけでございますけれども、そ

れに関しましては、私たちが改訂後の策定指針において目指した方向性とい

うのはおおむね誤りはないと、そういう印象を持っております。 

 したがいまして、今後は、この策定指針に基づきまして、県内各地におい

て避難所運営訓練が実施されますように、県内への水平展開を図っていきた

いと考えております。そのためには、今回の尾鷲市におけます訓練の成果を

踏まえまして、私ども防災対策部の指導員とか専門員を中心にして、地域防

災総合事務所等とともに、もちろんコーディネーターの協力も得ながら、市

町や地域の訓練を支援してまいりたいし、また、それによって、マニュアル

策定指針の普及啓発を図ってまいりたいと考えております。 
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 以上でございます。 

   〔14番 津村 衛議員登壇〕 

○14番（津村 衛） ありがとうございました。 

 今の御答弁からも、しっかりと訓練が生かされるように、今後とも県内各

地に水平展開していただきますようお願いをしたいと思います。 

 少し具体的にお伺いしますが、私も実際に訓練をしてみて、本当に必要な

もの、あるいはその季節によって、あるいは地域によって必要なものが変

わってくるのだなというふうには感じたわけなんですが、そこでちょっとお

伺いします。避難所となるのは、各市町の施設だけではなくて、やはり県の

施設、例えば、県立高校の体育館等も避難所になろうかと思います。 

 県立高校の体育館での宿泊訓練となりますと、やはり準備も含めまして体

育館を拘束する期間が長くなりますので、訓練というのは非常に困難なのか

なとは思いますが、やはりいざ災害が起きて、避難所を設置運営するという

事態になったときには、避難所開設や運営に対して、どの程度の備えができ

ているのかというのをいま一度見直す必要があるのではないかなと思ってお

ります。 

 例えば、体育館の鍵の扱い、高台へ避難した後に避難所である体育館に

行っても、いつも鍵が開いているわけではございませんので、避難所の設置

や運営に係る、地元自治会や自主防災会と学校等との連携協定、暑さ対策と

いうよりは、やはり寒さ対策が必要なのかなというふうに思いますので、毛

布など、最低限の備蓄などについてしっかりと今現在、取り組まれているの

かどうか、防災担当部局と教育委員会等の間でしっかりとした確認が必要で

あるというふうに思われますが、現状としていかがなのかをお聞かせくださ

い。 

○防災対策部長（稲垣 司） 県内には、今、約2700の避難所がございまして、

当然県立学校も含まれております。学校が避難所になった場合には、学校は

施設管理部でございますから、当然ながら運営に深くかかわってまいります。 

 一方、地域のほうが、さっき言われた自治会とか自主防災組織、そちらの
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ほうが運営主体になりますものですから、両者の関係は緊密でなければなら

ない。そういうわけで、平素からそういった話し合いはしていただいて、明

確な役割分担というのを決定していただきたいと思っております。 

 しかし、一方で、市町がそれにかかわらなくていいというわけでは当然な

くて、市町は、その辺を十分に押さえながら、あと物資とか、そういった配

備が十分であるか等、そういうことも十分に配慮しなきゃならないと思いま

す。そうしたことを、県としましても、今後、教育委員会と連携しながら、

避難所運営マニュアル策定指針、新しく改定しました、それに基づきまして、

そうしたことを十分に支援してまいりたいなというふうに思います。 

 以上です。 

   〔14番 津村 衛議員登壇〕 

○14番（津村 衛） 御答弁いただきましたように、やはりどうしても県と市

町、そして地元との連携というのは大変重要になってくると思いますので、

ぜひともしっかりと確認の上、問題のないように行っていただきたいと思い

ます。 

 今までいろんな防災訓練、見学をさせていただいたり、参加させていただ

いたりしたんですが、今、例えば、地域は地域で、自治会は自治会で、ある

いは学校は学校単位で避難訓練をしたりというのがあると思うんですが、実

際、災害というのはいつ起こるかわからないわけですから、平日の昼間に起

こったときに、じゃ、地域の方々も学校へ逃げる、あるいは、生徒さんたち

も同じように体育館に逃げるとかとなったときに、やはり今のうちからいろ

んな、もっともっと柔軟な想定もした訓練というのが必要になるのではない

かなというふうに思いますし、そのことは、また、学校の現場の先生方にも

非常に負担もかかることかもしれませんので、そのあたりはしっかりと、連

携と様々な想定をしていただきたいなというふうに思っております。 

 あと、新聞等でいろいろと報道されているんですが、いろんな想定の中に

余り入っていない重大なポイントというのが、今、指摘されています。それ

は、東日本大震災で131件も発生した津波火災でございます。安全であるは
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ずの多くの避難場所が、津波火災に襲われやすく、その発火原因の多くは自

動車であり、東日本大震災で被害を受けた各地の消防への調査では、車両火

災が津波火災の32.3％を占めるという結果が出ています。津波に押し流され

た建物や車が、津波に耐え残った頑丈な建物、これには、津波避難ビルで

あったり、あるいは避難所であったりというのが含まれてくると思うんです

が、その津波に耐える頑丈な建物だからこそ、その周りにいろんな瓦れきが

集中してしまって、そこがいわゆるまきになって、車の電気系統やガスボン

ベなどから発火して炎上するというのが津波火災なんですが、それが指摘を

されています。実際に、宮城県や岩手県でも、避難した津波避難ビルや学校

校舎が津波火災で炎上し、多くの被害も出ております。 

 今現在、各地で津波を警戒する沿岸自治体は避難ビルの指定を急いでおり

ます。それは、震災後、２年間で４倍に増えているという報道もなされてい

ます。しかし、津波火災というのは余り想定されていないというふうに伺っ

ておりますし、実際に、避難した後の安全確保まで考えた対策というのはな

かなか難しいのが現状であるそうですし、やはりそこには、当然行政の限界

というのもあろうかと思います。ですから、避難ビルだから、避難所だから

大丈夫なんだ、そこに逃げればいいんだということではなくて、少しでも早

目に高台へ逃げる、あるいは、その状況に応じた、自分たちで考えて行動す

るということが一番大事なのかなというふうに思っております。 

 今現在、各地で行われています防災訓練の中で指摘もされているそうなん

ですが、例えば、毎回同じルートで毎回同じ場所に避難するということは、

それはそれで意味はあるかもしれませんが、実際に災害が起こったときにそ

のルートがどうなっているのか、それを考えることが一番大事ですし、例え

ば想定の中で、ここの避難所へ向かうのに、本当は一番近いルートがあるけ

ど、そこは、もしかすると道路が壊れているかもしれないから、あえて遠回

りをした避難ルートを設定しているというところもあるそうです。 

 そうなりますと、一番最短のルートを行けるにもかかわらず、いつものよ

うに遠回りのルートを回って、もしかすると津波に逃げ遅れるという可能性
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もあろうかと思いますので、やはり訓練、逃げることの一番大事なことは、

そのときそのときで臨機応変に、柔軟に、自分の責任で、自分の判断で一番

高いところに一番早く行ける方法で行くというのが一番大事なのかなと思い

ますので、そのことも含めまして、しっかりと防災意識の向上に向けての取

組をお願いしたいと思います。 

 一つ、ちょっと御報告もさせていただきますが、今度、３月28日には、

（チラシを示す）このように亀山で防災ショーというのがございまして、こ

こでも避難所を運営できるような段ボールの避難所設営のための展示もある

そうです。こういった形もしっかりと、また県の方々も御確認いただきたい

と思いますし、できる限りこういったことを１人でも多くの方々に参加して

いただきますように、ぜひＰＲも兼ねていただきたいなというふうに思って

おります。 

 それでは、防災に続きまして、次の質問に入らせていただきます。 

 国際地学オリンピック大会についてお伺いをいたします。 

 この国際地学オリンピック大会というのは、なかなか聞きなれない言葉だ

と思います。昨年、笹井議員も一般質問で触れられましたが、平成28年の８

月、今から約３年半後なんですが、第10回国際地学オリンピック大会がこの

三重県で開催されることが決定しました。 

 地学とは、地球そのものを対象とする学問を総称して地学というわけなん

ですが、自然科学や人文科学、また、地球以外の天体に関する学問をも含め

ると、壮大な学問ということになります。 

 この地学オリンピックは、各国から選ばれた中高生の方々が、地学の知識

や思考力を筆記や実技で競い合うものですが、単に知識を競うだけではなく、

この大会の魅力は、各国の混成チームにより、地質調査、あるいは地震断層

面の計測、火山や氷河の観察や調査など、その開催地ならではの課題に挑戦

することなどが組み込まれており、合宿形式でのこの大会は、各国の地学好

きの若者の仲間づくりにもつながっているというのが最大の魅力であるとい

うふうに伺っております。それに、この地球科学というのは、科学の中でも
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生活に最も密着した分野であり、自然環境問題や自然災害を考える上でも大

変重要な分野であると認識いたしております。 

 日本では、国内予選を勝ち抜いた高校生を第２回大会から毎年４名派遣し

ており、大変優秀な成績をおさめられているそうで、昨年、アルゼンチンで

開催された第６回大会では、参加国17カ国、66名の参加の中で、日本代表は

１名が金メダル、３人が銀メダルを獲得したというすばらしい成績であった

そうでございます。 

 この大会は、第１回目から世界各国で開催されてきましたが、本年開催の

第７回大会がインドで、第８回はアメリカ、第９回はロシアで開催される予

定です。そして、第10回大会は日本で初めての開催となり、その開催地が三

重県であるという、大変名誉でもあり、三重県をＰＲするチャンスでもあり、

理科や数学離れが叫ばれている中で、地質学に興味のあるないにかかわらず、

学生や関係者にとってもすばらしい機会であるというふうに思っております。 

 今後三重県では、式年遷宮や熊野古道世界遺産登録10周年、平成30年のイ

ンターハイ、33年の第76回三重国体開催など、歴史的にも世界的にも非常に

三重県が注目される、あるいは、県民の方々にとっても、我が県・三重県の

魅力を強く再認識できる機会に恵まれていると言えるのではないかと思いま

す。それに加え、世界各国の若者が競い合い、友情を育むことができるこの

第10回地学オリンピック大会が三重県で開催されるということは、先ほども

言いましたが、またとないチャンスであるというふうに思っております。 

 今後、取り組む中で重要なことは、式年遷宮や三重国体などと同じように、

大会や行事の成功も大事ですが、一過性のものとするのではなく、一つの契

機と捉え、理数系の底上げを進め、子どもたちだけではなく、生涯学習とい

う観点からも地学に関する知識や意欲、興味、関心を高めていく取組が必要

であるというふうに考えております。 

 そこでお伺いをいたしますが、国際地学オリンピック大会の開催に向けて、

知事はどのような思いをお持ちなのか。また、組織体制など、今後の進め方

はどうなっているのか。さらには、県内の子どもたちへのアプローチなど、
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地学教育の底上げにどのようにつなげていくのかをお答えください。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 御質問いただきました国際地学オリンピック大会につい

ての私の思いという点を答弁させていただきます。  

 国際地学オリンピック大会は、七つある科学オリンピックの一つで、先ほ

ど来議員からありましたように、第10回は平成28年に日本で初めて、三重県

内を会場として開催され、各国から高校生や、その指導を行うメンター、大

会で高校生に助言を行う大学生などですが、など、総勢350名を超える方々

が訪れます。 

 この大会は、開催国の地学オリンピック委員会が主催し、最多40カ国程度

の高校生が、５日間程度にわたり地学に関する知識を競ったり、参加者相互

の交流を深めたりするものです。また、大会の中では、地元高校生との交流

を深め、友情を育むことができるよう、共同野外調査や交流会が設けられた

り、地元の歴史や文化に触れる見学会等が行われたりすることになっていま

す。 

 本県は、伊勢志摩をはじめとする豊かな自然に恵まれ、伊勢神宮や熊野古

道などの深い歴史と文化に支えられた魅力的な地域です。この三重県に開催

地が決定した理由も、セントレアからのアクセスにすぐれていること、それ

から、リアス式海岸があるなど地質学的にも興味深いこと、また、伊勢神宮

や熊野古道、真珠、忍者など、世界各国の若人や地学オリンピック関係者に

とって魅力的と考えられる観光資源も豊富であることなどであったそうです。 

 この大会を通じて、各国の将来を担う優秀な高校生たちが県内で一堂に会

し、交流を深めると同時に、本県の歴史や文化に触れていただくことは、世

界の中での三重県の認知度を高めるために非常に効果的であると考えていま

す。また、地元の高校生にとっても、各国の高校生との交流を深めることで

国際的な視野を広げることができ、将来、社会の中で活躍していく際の貴重

な経験として非常に意義深いものとなります。 

 このため、平成28年の国際地学オリンピック大会を成功させ、大会を通し
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て若者の友情の輪が広がるよう、また、世界における三重県の認知度が高ま

るよう、県としてもしっかり支援していきたいと考えております。 

 私自身、高校時代の理科の選択は何と地学でありまして、開催決定を個人

的にも心からうれしく思っております。先ほど議員からもありましたように、

この地学は、気象、地震、海、星座、地形、こういう身近な分野から壮大な

ものまで幅広く、しかしながら、選択し得る人数や教員の数などの点で課題

もあって、やはり、何かきっかけがないと深く探求していこうとなりにくい

点もあろうかと思います。詳細な取組は後ほど教育長から答弁させますけれ

ども、この大会をきっかけに、そういう努力を続けて、三重県における地学

推進が進み、これ、個人的な思いでありますが、未来のコペルニクスやガリ

レオ・ガリレイが出てくるぐらいになればと夢は大きく思っているところで

あります。 

   〔真伏秀樹教育長登壇〕 

○教育長（真伏秀樹） 私のほうからは、国際地学オリンピック開催に向けて

の組織的な面ですとか、それから、大会を一過性に終わらせないための取組

等について御答弁申し上げたいと思います。 

 平成28年度開催ということになっておりますので、国際地学オリンピック

大会に向けた組織ですとか、それから機運の醸成等につきましては、国際地

学オリンピック日本委員会のほうから詳細な大会の概要が示された後になる

かと思っておりますので、関係機関とも連携しながら、その辺の検討を進め

ていくことになるかというふうに考えております。 

 一過性に終わらせないということでございますので、現在、県の教育委員

会といたしましては、県全体での理数教育全般の充実を図るために、自らの

専門性を高めていこうとする意欲ですとか態度を持った人材を育成するとい

うことが大変重要と考えているところでございます。 

 このため、現在、県立高校におけます発展的な理数教育といたしまして、

Ｍｉｅ ＳＳＨ、これ、スーパー・サイエンス・ハイスクールの略でござい

ますけれども、このＳＳＨ校の指定ですとか、国のほうが指定したＳＳＨ校に
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おけます研究開発などを通じまして、科学系人材の育成を図っているところ

でございます。 

 また、昨年度から、三重県高等学校科学オリンピック大会を開催いたしま

して、理数分野でより発展的な学習を行うことや、三重大学等との高大連携

を充実させるなど、国際地学オリンピック大会の開催も見据えつつ、探求的

な学習の推進に取り組んでいるところでございます。 

 さらに、来年度からは、科学の甲子園ジュニア、これも仮称でございます

けれども、これの三重県予選というのも検討いたしておりまして、中学生レ

ベルでの科学技術に対する関心も高めていきたいというふうに思っておりま

す。 

 このような取組を通じまして、本県高校生、大会に参加できますのは高校

生でございますけれども、中学生などがしっかり関心を持つような形で機運

を高めていきたいというふうに思っております。 

 また、地元開催の利点を活用いたしまして、大会に参加しない生徒につい

ても、各国の若者との交流会等を実施することによりまして、生徒の地学に

関する知識や意欲、興味、関心を高め、地学教育の充実につなげていきたい

というふうに考えております。本大会の開催が、地学教育を担当いたします

教員の指導力向上にもつながると思っておりますので、この大会が一過性に

終わることなく、得られた経験等をもとにいたしまして、県全体の理数教育

の底上げにつなげてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

   〔14番 津村 衛議員登壇〕 

○14番（津村 衛） ありがとうございます。 

 知事のほうからも地学を専攻していたという話がございましたし、多分同

時期になるのか、私は遺跡発掘のバイトで土運びをしておりました。この差

は何なんでしょうか、本当に。 

 今、教育長からも答弁がございましたが、運営主体が県ではないというよ

うな話で、まだ基本的には進んでいない、これからだということだと思うん
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ですが、これから３年あるわけですし、まだ実際白紙であるのであれば、逆

に、やはり開催県として開催地の魅力をより伝えて、三重県が中身的には主

導できるような形ですばらしい大会にしていただきたいなというふうに思っ

ております。 

 そこで、地学、地質について、私もこの質問をしようと思うまで正直余り、

興味がなかったんですが、亡くなられました若松監督の映画、「千年の愉

楽」の撮影現場となりました須賀利という地区があるんですが、この須賀利

には、大池と小池という淡水の湖が平成24年１月に国の天然記念物に指定を

されました。この大池と小池は、日本でも極めて貴重な海跡湖として指定を

受けたわけなんですが、海跡湖とは、海の一部が閉ざされてできた湖であり、

国内のほかの海跡湖は、海と湖の間が道路や堤防、線路などの人工構造物で

寸断されているものが多いのですが、須賀利の大池と小池は、周辺の環境が

自然のままで、ほぼ手つかずで良好な状態で保存されているのが「極めて貴

重な」と表現される理由であります。 

 今から約3000年ほど前に形成された湖だそうなんですが、通常、この大池

と小池には海水が浸入することはありません。しかし、その大池の湖の底、

約４メートルぐらいの泥の中から、過去の大津波による堆積物が確認をされ

ています。大学の研究グループが大池で採取した堆積物の中から、これまで

文献などでは記されていなかった年代も含めて、過去2500年の間に十数回大

津波が見られる堆積物を発見したそうです。 

 今後、このような調査を進めることによって、過去の地震による津波の研

究分野が大きく進展することとなりますし、将来の津波の予測にもつながる

のではないかというふうに期待をしております。 

 １回目の質問でも触れましたが、地球科学というのは、科学の中でも生活

に最も密着した分野であり、自然環境問題や自然災害を考える上でも大変重

要な分野であります。また、先ほども言いましたように、この三重県には、

大池、小池のように、地学的にも大変貴重な資源が存在をしております。リ

アス式海岸ですばらしい地質にも恵まれている。それが今回のオリンピック
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の選考で選ばれた理由の一つでもあるというふうに伺っております。 

 ですので、このすばらしい三重県の地質を生かすためにも、しっかりとし

たすばらしい大会となるように、関係者一同、連携をいたしまして取り組ん

でいただきたいというふうに思っております。 

 ここで、一つ提案だけさせていただきたいと思います。 

 ジオパークという言葉があるんですが、なかなか皆さんも聞きなれない言

葉であると思います。このジオパークとは、日本地質学会によりますと、科

学的に見て特別に重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産を含む一種の自然

公園であり、そのジオパークでは、地質遺産を保存し、地球科学の普及に利

用し、さらには、その地質遺産を観光の対象とするジオツーリズムを通じて

地域社会の活性化を目指す、それがジオパークなんですが、国内では50ぐら

いのジオパークが世界とかから認定を受けております。 

 この紀伊半島を見てみますと、紀伊半島の中にはジオパークという認定を

されたものがございません。ですので、先ほどの話ですが、このオリンピッ

ク大会をさらに今後もつなげていくためには、やはりこういったジオパーク

という構想もぜひ三重県として検討いただきたい、そのことを要望させてい

ただきたいと思います。 

 では、次の質問に入らせていただきます。 

 携帯電話についての子どもの適正な利用について質問をさせていただきます。 

 文部科学省が平成21年５月に小中高校生を対象に、子どもの携帯電話等の

利用に関する調査を行った結果によりますと、携帯電話の所有は、小学６年

生で約25％、中学２年生で約46％、高校２年生では約96％の児童・生徒が携

帯電話を所有しているという調査結果が出ています。 

 それに対して、２年後の平成23年に三重県が行った携帯電話の使用に関す

るアンケート調査によりますと、小学生で約28％、中学生で約56％、高校生

ではほぼ100％の児童・生徒が携帯を所有しているという調査結果が出てお

ります。 

 平成21年に文部科学省が行った調査と、三重県が平成23年に行った調査で
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は、２年が経過しておりますので単純な比較はできませんが、小学生では、

現在３割が、中学生では約半分が、高校生になると、ほぼ全員が携帯電話を

所有していることになろうかと思います。そして、現在では、所有率はさら

に増加しているのではないかというふうに思っております。 

 携帯を持つようになった理由は、小学生では、塾や習い事を始めたからや、

保護者が持つように勧めたというのが多く、逆に中高生では、友達が持って

いるから、生活が楽しくなると思ったからなどの理由が多くを占めておりま

す。携帯電話やパソコンのインターネットも同様に、様々な人や様々な情報、

様々な世界につながっております。そのため、例えば、自分の趣味や可能性

をさらに広げることもできますし、遠くに離れた人ともすぐにつながること

ができます。そして、携帯を持たせた保護者も、ＧＰＳ機能などで子どもの

居場所がすぐわかるからといった、当然、携帯電話のメリットもございます。 

 しかし、逆に言いますと、電話やメールの返信をめぐっていじめや仲間外

れが行われるきっかけとなり、いやが応でも携帯を手放せない、結果的には

携帯に依存してしまうことになり、深夜まで電話やメールに縛られ、宿題や

家庭学習の時間が持てなくなり、睡眠不足や、自分自身の時間や家族での時

間が持てないことなどへのストレスなど、健康や勉学に多大な影響が起こっ

ているケースが多数報告をされています。 

 その対策として、県教育委員会で様々な取組を行っていただいております。

また、平成24年度だけではなく、新年度、25年度当初予算にも、ケータイ・

ネットの対策事業として、昨年同様の事業が計上されています。 

 ここ数年なんですが、携帯とネットを中心に、その対策や啓発を行ってい

ただきましたが、手軽な携帯電話と膨大な情報とをつなげるネットをあわせ

持つスマートフォンが登場したことにより、その危険性や影響は格段に上

がってきているのではないかと感じています。 

 ある調査によりますと、未成年者のスマートフォンの所有率は、２年前ま

では約14％で、今回の調査では30％と倍増しており、特に女子高校生ではそ

の割合が高くなっているとの結果が出ています。 
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 フィルタリング設定につきましては、スマートフォン以外の携帯電話に関

してはフィルタリングは効果を発揮しますが、スマートフォンのフィルタリ

ング設定は携帯電話より複雑で、無線ＬＡＮでインターネットを利用する場

合のためのフィルタリングと、携帯電話回線のフィルタリングと２回線、そ

れぞれ別に設定する必要がありますが、未成年者の、特に女子高校生のフィ

ルタリングの必要性については意識が低いという調査結果も出ており、野放

し状態になっているという現状でございます。 

 スマートフォンは、小さなパソコンに電話機能がついているというもので

あり、その被害により犯罪に巻き込まれるケースも多数報告をされておりま

す。有害な出会い系サイトにアクセスして被害に遭った子どもの件数は年々

減少はしていますが、逆に、一般のコミュニティーサイトで被害に遭う件数

が増えておりまして、逆転しているという報告もなされておりますし、国民

生活センターによりますと、スマートフォンのアプリや有料サイトなどに関

する相談は、おととし98件だったのから、昨年は5700件に急増し、本年はさ

らに増えるのではないかという見通しだそうです。 

 今後は、スマートフォンの所有がさらに進むというふうに思っております。

スマートフォンを持たせない、使わせないということよりも、初めて乗る自

転車の練習のように、フィルタリングや保護者の目を自転車の補助輪として、

まずは、やはり使い方を覚えてもらう、そんな取組が急務であるというふう

に考えております。 

 例えば、他県では、携帯電話会社やその代理店が、未成年者にスマート

フォンを販売する場合のフィルタリングの説明を義務づける条例案も提案さ

れております。 

 そこでお伺いしますが、これまでのケータイ・ネット対策事業の取組や効

果、さらには、今後はスマートフォンの対策にも十分力を入れていかなけれ

ばいけないというふうに考えておりますが、今後、どのように取り組まれて

いくのかをお示しください。 

   〔真伏秀樹教育長登壇〕 
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○教育長（真伏秀樹） 携帯電話、スマートフォンを含む、その適正な利用と

いいますか、それに対する取組等について御答弁申し上げたいと思います。 

 直近に内閣府が調査をいたしました、これ、昨年11月に調査をしておりま

すけれども、そのときの調査によりますと、児童・生徒の携帯電話の所有状

況というのが出ておりまして、小学生で約30％、中学生では約50％、高校生

ではほぼ100％という状況でございます。 

 このうちスマートフォンを所有している割合といいますのは、小学生が約

８％、中学生で約25％、高校生では約56％というふうな状況になっておりま

して、スマートフォンの普及が進んできているという状況でございます。 

 こうしたスマートフォンを含む携帯電話につきましては、便利な一方で、

簡単に有害なサイトに接続できるなどの危険が潜んでいるところでございま

す。児童・生徒が使用する場合には、有害情報へのアクセスを制限するフィ

ルタリングを設定するよう、保護者への啓発が重要であると考えているとこ

ろでございます。また、児童・生徒自身が情報モラルを身につけ、適切に活

用できる力をつけることも必要でございます。 

 こうした状況を踏まえまして、県教育委員会では、ケータイ・ネット対策

事業を実施してまいりました。全ての公立小・中学校及び県立学校を対象に

いたしまして、問題のある書き込みの検索、監視、削除を業者に依頼して

行っているところでございます。 

 また、フィルタリングの利用を推進するために、携帯電話事業者と共同し

てリーフレットを作成し、販売時にフィルタリングの重要性について保護者

に説明するよう事業者に対しても依頼をし、こうした取組を進めてきておる

ところでございます。 

 さらに、保護者によりますネット啓発チームを編成いたしまして、保護者

向けにネット啓発講座を実施したり、学校、ＰＴＡ等関係機関と連携しなが

らの啓発にも取り組んできたところでございます。 

 このような取組を進めてきましたことにより、児童・生徒の個人情報の掲

載等、問題のある書き込みが減少するなど、一定の成果が見られたところで
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ございます。 

 また、ネット啓発講座を受講していただいた保護者の方からは、ネットの

危険性がよく理解できた、保護者の見守りが重要であることがわかったと

いった声が多く寄せられるなど、保護者への啓発を進めることの重要性につ

いてもだんだん認識されてきたところでございます。 

 県教育委員会といたしましては、平成25年度も引き続きケータイ・ネット

対策事業を実施してまいります。特に保護者に対しましては、ネット啓発講

座等を通じまして、日ごろからの保護者の見守りが大切であることを伝える

とともに、フィルタリングの利用が、児童・生徒を有害情報から守ることに

なることについての啓発を一層進めていきたいと思っております。さらに、

誹謗中傷や個人情報の掲載等、携帯電話やインターネットの利用によって起

こる問題を、学校、警察などの関係機関と連携して、適切に対応してまいり

たいと思っています。さらに、児童・生徒に対しては、道徳、それと教科と

しての情報、技術・家庭等の時間におきまして、個人情報の保護や著作権へ

の侵害、ネット上の危険性等、情報モラル教育やリスク教育を充実していき

たいと思っております。 

 こうした取組を通じまして、子どもたちが携帯電話を適正に利用できるよ

う、保護者や関係機関等と連携しながら指導していきたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

   〔14番 津村 衛議員登壇〕 

○14番（津村 衛） ありがとうございます。 

 事業者に対しても、しっかりとフィルタリングの効果とかを販売するとき

に伝えていただくというような話とか、保護者にしっかりと、危険性であっ

たり、使用について伝えていただけるということなんですが、きっとそれで

は本当に追いつかないぐらいすごいスピードで、子どもたちというのが危険

にさらされているというふうに思っております。 

 事業者に対して、販売するときに伝えていただくというのは当然のことな
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んだとは思うんですが、実際、子どもたちが携帯を持つというのは、やはり

新年度が始まるこの時期とか、そういったときにぎゅっと集中するわけなん

ですね。その契約をするときに、次から次からお客さんが来る中で、一々

フィルタリングの効果について説明する時間というのが果たしてどれだけ持

てるのかどうかということを考えますと、なかなか現実的には難しいのかな

というふうなことも思っております。 

 とはいえ、だからしないというわけにはいきませんので、やはり根気強く

伝えていただきたいと思いますし、保護者の方々に伝えるにしても、例えば、

保護者会にしても何にしても、そこに出てきてくれている方々というのは、

もしかするとちゃんと啓発しなくてもわかってくれている方が多いのかもし

れません。そういう場に来てくれない方々にどういうふうに伝えていくのか、

そういうことのほうがやはり重要なのかなというふうに思っていますので、

ぜひ子どもたちをしっかり守っていく、それが本当に行政のやるべきことな

のかというところもあるんですが、やはり子どもたちの安全・安心を守って

いくという面においては、行政としてもしっかりと取り組まなければいけな

いと思いますので、ぜひともお願いをいたしたいと思います。 

 それでは、最後の質問に入らせていただきます。 

 昨年11月に三重県漁業協同組合連合会、三重県内の漁業協同組合から三重

県議会に対して、「美しい三重の海と川」を守るため河川上流域における採

石、開発事業等に関する請願書が提出され、全会一致で採択をいたしました。 

 請願内容に該当する新規計画につきましては、現在、認可をめぐっての裁

判中ということもあり、個別の案件、特定の事業者ということではなく、採

石業全般についてお伺いをしたいと思います。 

 採石法では、第32条で、「採石業を行おうとする者は、当該業を行おうと

する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければいけない。」さらに

第33条で、「採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採

取を行う場所ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都

道府県知事の認可を受けなければならない。」とされています。 
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 採石業を行おうとする者は、知事の登録を受け、採取計画を定めて、知事

の認可を受けなければならないわけなんですが、現在、県内では40業者、44

地域で知事の認可を受け、採石業が行われています。 

 この採石業というのは、古くから行われている産業でありまして、地域に

おいては、税収面や雇用の確保という観点からも、地域コミュニティーを守

る上で重要な基幹産業であります。採石業そのものに異を唱えるものではな

く、ただ産業として今後も発展させていくためには、地域に理解され、必要

とされ、支えられ、環境面でも負荷をかけないというものでなければいけな

いというふうに私は思います。 

 特に、この採石法は昭和25年に制定され、当時は産業育成の観点から、地

元理解や同意などは認可条件になく、認可に係る処分をする場合は関係市町

村の意見を聞くことと、処分したときにはしっかりと通報する、そのことだ

けが記されていて、実際には、参考に意見を聞きなさいということのみでご

ざいます。 

 しかし、第33条の４には、認可の基準として、「岩石の採取が他人に危害

を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、または、農業、林業、もしくは

その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは認可をして

はならない。」と、不認可とすることができる条件もあるわけですから、認

可をする以上は、県にその認可責任が伴うのだと私は思っています。 

 例えば、今後も県内の良質な石材を活用しようと、新規業者の参入も十分

に考えられます。採石業がもたらす濁水や他の産業への影響は、川や海から

離れている内陸部での採石業と、切り立った急峻な山々が近くにあり、民家

や河川、海岸の近く、あるいは雨が多い地域とでは、やはり同じ県内でも、

その環境に与える影響というのは大きく異なってきます。だとすれば、地域

住民の方々や環境に配慮し、濁水対策の充実など、地域の実情に合わせた認

可のための条件というものがあってもいいのではないかというふうに私は考

えています。 

 認可した以上は、各業者がしっかりと濁水対策などに取り組んでいるのか、
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県として監督、指導するのが認可責任であると思いますし、今後の県として

の、認可に対する考えや、あるいはその取組についてをお伺いします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 採石計画の認可について御答弁させていただき

ます。 

 岩石の採取計画の認可に当たっては、議員御指摘のように、採石法第33条

の４の認可基準に基づき審査を行っているところです。「他人に危害を及ぼ

し、公共の用に供する施設を損傷し、または農業、林業、もしくはその他の

産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは認可をしてはならな

い。」というように規定されております。 

 採取計画の認可の審査に当たりましては、採石法におきまして、これまで

も、その他の産業に甚大な被害を与える等、公共の福祉に反する可能性につ

いて慎重に検討してきたところでございます。 

 平成24年度の第２回定例会、11月会議で、「美しい三重の海と川」を守る

ため、河川上流域における採石、開発事業の認可に当たっては、流域漁業団

体の了解を得るよう事業者に対し求める等の請願が採択されました。このこ

とから、認可の審査に当たりましては、新規、または既存の採石業者に対し、

合意形成に努力してほしいという旨の要請をしております。そしてまた、実

際に認可をおろす場合に際しましては、地元関係機関と生活環境の保全に係

る合意書を結ぶよう努力することなどを要請しております。 

 引き続き、請願の趣旨に基づき、採石業者への指導を行ってまいりたいと

考えております。 

   〔14番 津村 衛議員登壇〕 

○14番（津村 衛） 御答弁をいただきました。 

 実際に、現状の法律ではそれを縛ることはできないというのは、私も理解

をしているところでございますが、先ほども言いましたように、やはり地域

の実情に合わせた認可の方法、考え方というのがあってもいいのかなという

ふうには思っておりますので、ぜひそのこともしっかりと頭に入れていただ
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ければなと思います。 

 一つ紹介をさせていただきます。広島県に鞆の浦というのがありまして、

鞆の浦訴訟という一つの事案を紹介させていただきます。 

 この鞆の浦は、1992年には都市景観100選、あるいは、2007年には美しい

日本の歴史的風土100選にも選ばれているところでございまして、最近では、

宮崎駿監督のアニメ「崖の上のポニョ」の舞台になったことでも知られてい

るところでございます。 

 ここで、県は湾岸を埋め立てて駐車場や橋、あるいは下水道をつくる計画

をしていたわけなんですが、地域の住民の方々が歴史的景観の保存を望む声

も多くて、埋立計画に反対する住民の方々が、県を相手取り、工事の差しと

め訴訟を起こしました。橋や広い道路ができると、かえって交通量が増え、

生活環境が脅かされるのではないかと主張しまして、代替案として、違うと

ころの山側にトンネルをつくってはどうかということも提案されたそうです。 

 この開発と自然景観をめぐる裁判として注目された、この鞆の浦景観訴訟

なんですが、結果的には、反対派原告住民の訴えを認め、工事着工を差しと

める判決が出されました。工事着工の手続の段階で、景観保全を求める地域

住民の訴えを認め、行政に差しとめを命じたという判決は全国で初めてだそ

うです。今後の様々な開発型公共事業への影響は必至であると見られます。 

 当然県は、その判決を不服として控訴しているそうなんですが、今回の鞆

の浦の案件は、先ほどの採石の問題とは直接は関係はございませんが、公共

事業や、産業や、開発重視で進んできたものに対して、景観保護や環境保護

などの地域の住民の方々の訴えというものが認められてきている。それだけ

民意、あるいは環境というものが尊重されている時代であるというふうに思

います。 

 地場産業を支えて育成していくということは、行政としても大変重要なこ

とだとは私も認識しております。しかし、そこに住む人との、やはりバラン

スをとりながら、地域と産業がお互いに気持ちよく共存し合える環境づくり

に努めていただきたいというふうに思っております。先ほども言いましたが、
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それが認可権を持つ県の責務であるというふうに私は思っております。そし

て、それが結果として県民の幸福実感につながるものだと確信しております

ので、どうかしっかりとした県の取組をお願いいたしまして、私からの一般

質問を終結させていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（舟橋裕幸） 20番 村林 聡議員。 

   〔20番 村林 聡議員登壇・拍手〕 

○20番（村林 聡） 度会郡選出、自民みらい、村林聡です。 

 私ごとですが、このたびの私の結婚に際しまして、議会の皆さん、そして

知事をはじめ執行部の皆さんに御祝賀をいただきましたこと、この場をおか

りいたしまして厚く御礼申し上げます。どうか今後とも御指導、御鞭撻をよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、質問に入らせていただきたいと思います。 

 まず、大きな１番、南部地域の活性化についてと置かせていただきました。 

 （１）基金事業のこれまでの成果についてお伺いします。 

 例えば、私の住んでおる南伊勢町では、生まれた子どもが30歳ぐらいにな

るまでに、３人に２人は流出してしまっています。世代を繰り返すごとに、

半分どころか３分の１になってしまっているという厳しい現状があります。 

 私は、こうした状況を踏まえまして、住み続けたい人が住み続けられない

悲劇にこそ対策をしていくべきだと訴えてまいりました。これは、午前中に

御質問をいただきました青木議員と同じ思いであります。知事は、まさにこ

の視点で、県政の重要な施策として南部地域の活性化に取り組み始めてくだ

さっておりまして、大変深く感謝申し上げますとともに、高く評価するとこ

ろであります。 

 具体的には、基金を積んでいただいて、市や町を中心に事業を始めても

らっているところでありますけれども、どのような成果が上がっているか、

御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

   〔小林 潔地域連携部南部地域活性化局長登壇〕 

○地域連携部南部地域活性化局長（小林 潔） 南部地域活性化基金のこれま
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での成果についてお答えをさせていただきます。 

 南部地域の活性化を図るため、南部地域活性化基金を積み立て、市町とと

もに事業化に向けた協議を重ねてまいりました。基金事業につきましては、

その活用要件などから、当初、市町にも戸惑いがあり、本年度は９月補正予

算の第１次産業の担い手確保対策事業を計上するにとどまりましたけれども、

平成25年度の当初予算におきましては、地域のニーズに対応した10件余りの

取組を計上させていただくなど、市町の理解も深まったという感触を得てお

ります。 

 基金の活用につきましては、複数市町の連携を前提に、県が補助メニュー

を示す方法ではなく、市町が柔軟に企画、立案し、事業化する仕組みを基本

としております。南部地域活性化プログラムの取組を始めるに当たりまして、

当初、基金を積み立て、一定の財源を示したことで、市町にとっても事業化

の検討や財源確保に向けてインセンティブが働いたと考えております。 

 具体化した事業といたしましては、例えば、短期的な取組としては、神宮

式年遷宮の機会を捉え、玉城町、度会町、南伊勢町が連携し、サニーロード

を活用した誘客促進の取組でございますとか、中長期的な取組といたしまし

ては、企業立地の取組、あるいは高校生、小学生を対象に、地域への愛着心

を育む事業などを構築いたしたところでございます。 

 事業化に際しましては、複数の市町が協議を重ねる中で一体感が生まれる

とともに、構築された事業につきましては、主体的、かつ積極的な取組が期

待されるなど、一定の成果もあったと考えております。 

 なお、南部地域のある首長からは、複数の市町の連携によるフレキシブル

な提案を前提とする仕組みとしたことで、市町職員の企画力などを向上させ

る機会にもなったとの評価もいただいております。今後も引き続き、関係市

町との連携を一層深めながら、基金を活用し、南部地域の活性化に資する事

業の具体化に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 
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○20番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 基金が呼び水になって、市や町が主体的、自主的に、若者定住という切り

口で取組を始めるようになってきたということですね。今までになかったよ

うな面からの、例えば、サニーロードを利用した誘客と、そういった取組も

始まってきて、あるいは、市や町の一体感や連携というものも出てきている

という、そういう御答弁であったかと思います。 

 今までの過疎対策と言われるものと違って、ついに若者定住という切り口

で動き始めたことを高く評価いたします。それこそが、この基金事業の最大

の成果であると考えております。基金事業については、議会では様々な議論

がありましたけれども、私としては、一定の見直しはしたとしても続けてい

くべきものであると、そのように受けとめさせていただきました。 

 では、続いて、（２）と（３）の質問に入らせていただきたいと思います。

（２）が南部地域の活性化にかける思い、（３）が今後の戦略というふうに

なっております。 

 先ほども申しましたように、基金事業は続けてほしいというのが私の立場

ですが、それを踏まえて、南部地域の活性化にかける知事の思いをお聞かせ

願いたいと思います。 

 さらに、あわせてもう１点、（３）のほうもお聞きしたいのですが、基金

事業について、今議会でも様々な議論がなされているところですけれども、

基金を積んで、市や町の主体性や自主性を生かしていくということはすぐれ

た点であります。しかし、県としての戦略を市や町に示す必要があると考え

ます。 

 知事は、あり方を検討するという御答弁をなさったところでありますけれ

ども、検討するべきは、この市や町に示す戦略であると考えます。知事の御

所見をあわせてお願いいたします。 

 以上、２点、御答弁をお願いいたします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） それでは、南部地域活性化にかける思いということと、
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それから、そういう戦略、方向性を示すべきであるということで、その２点

について答弁させていただきます。 

 県南部地域においては、豊かな地域資源に恵まれながらも、主要産業であ

る第１次産業の低迷などから雇用の場が不足し、若者を中心とした人口流出

により、過疎化、高齢化が進行しています。 

 このため、今年度から、若者の働く場の確保と定住の促進を目標とする南

部地域活性化プログラムをスタートさせるとともに、南部地域活性化局を設

置し、課題の解決や活性化に向けた取組を進めているところであります。 

 特に、雇用の場の確保としましては、地域の主要産業である農林水産業に

移住者などを受け入れる体制を整備し、担い手の確保に努めているところで

あります。 

 また、国の緊急雇用創出事業臨時特例基金や南部地域活性化基金を活用し、

地域資源を生かした新しい事業展開や事業拡大を行う事業者を支援すること

で、雇用・就業機会の創出につなげていくこととしています。 

 さらに南部地域は地理的条件もあり、大規模な工場誘致が望めないことか

ら、市町と連携し、その特性や資源を生かした企業立地の取組を進めるため、

マイレージ制度の創設など、新たな企業立地支援制度を導入することとしま

した。 

 また、みえライフイノベーション総合特区の中で、鳥羽市と尾鷲市が地域

拠点に位置づけられており、地域の特色を生かした産業創出などにも取り組

んでいきます。 

 いずれにいたしましても、雇用の場の確保により、若い世代が地域に定着

することが南部地域の活性化にとって最も重要なポイントであり、市町とも

連携しながら、全庁を挙げて取り組んでいきたいと考えております。 

 なお、人口減少を食いとめるという観点から、社会的流入を少しでも増や

す取組として、価値観の多様化に伴い、多様なライフスタイルが選択される

時代になったことを踏まえ、移住フェアの開催などにより南部地域での魅力

的なライフスタイルについて発信を行っています。実際に、長期インターン
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シップで東紀州地域に来てほれ込み、Ｉターンで就職したケースもあります。 

 今後の取組の方向性につきましては、南部地域活性化プログラムの目的で

ある若者の雇用の場の確保と定住の促進に向け、関係市町としっかり協議し、

より一層の連携を深めながら、次世代を担う若い方々がふるさとに定着し、

希望を持って暮らしていけるような地域にしていきたいと考えており、その

点に関する思いは当初より全く変わるものではありません。 

 南部地域活性化プログラムを進めるに当たりまして、先ほど申し上げた目

的というのが若者の雇用の場の確保であり、定住の促進だということをお示

しさせていただいておりますので、方向性はそういうことなんだと。その中

でどういう事業をやっていくのかということで、市町と連携して協議をして

いこうと思っていますので、改めて戦略というような形でまとめるというこ

とは考えておりませんが、あくまでもそれが目的なんだという中で事業を進

めるということを市町の皆さんともよく共有しながら進めていきたいと思い

ます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 まずは、あくまで若者の人口流出をとめて定住していく、そして、働く場

をしっかり確保していくという当初からの目的、これは、全くぶれずにしっ

かりやっていくという力強い御答弁をいただきましたので、安心いたしました。 

 それで、二つ目の今後の戦略のほうでありますけれども、おっしゃること

はもっともで、市や町のいろんな知恵を生かしてということはもちろん、し

かも、それは目的をぶれずにやっていくということはもちろんなのでありま

すけれども、その一方で、県としての、やはりもう少しこうという戦略とか、

一定の定見みたいなものを市や町に示した上で自由にやってくださいという

のが必要なのではないかと思っておりますので、急には無理でしょうし、非

常に難しい問題でありますが、検討していっていただきたいと。 

 南部地域活性化の課長にお話を伺いますと、スモールサクセスを積み上げ

ていきたいというようなお話も伺っております。いきなりホームランは無理
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かもしれないけれども、ポテンヒットでも得点をと。今、知事は、せめて二

塁打をというふうにおっしゃってくださっているようでありますけれども、

ぜひそのようにこれからもやっていただきたいとお願いを申し上げまして、

一つ目の項を閉じさせていただきたいと思います。 

 大きな二つ目に入ります。県立高等学校再編活性化計画（仮称）について

であります。 

 県は、県立高校の再編を進めようとしております。その中で、県立高等学

校再編活性化計画（仮称）の最終案が、３月19日の教育警察常任委員会に提

出されようとしているところです。この中に適正規模という考え方がありま

す。１学年にクラスが３から８学級というようなことのようですが、この考

え方によって小規模校が統廃合されていっております。 

 では、この適正規模という考え方の根拠は何かと伺いますと、この（現物

を示す）平成11年度の三重県高等学校再編活性化推進調査研究委員会からの

報告書であると、このように伺っております。平成11年度ということで非常

に古いものであります。その適正規模というのは、この報告書が根拠になっ

ておるということなので、この報告書を読ませていただきましたが、この報

告書を読む限りでは、小規模校にも利点があって、適正規模として、１学年

３から８学級ということで意見がまとまったようにはとても読めません。そ

のようには見えない。古いものでありますから、当時の議事録が残っており

ません。ですから、正確にはわかりませんが、相当意見が分かれたものであ

るということがこの中身を読ませていただくと推察されます。 

 特に根拠となっておる一文は、３から８学級でという意見で大勢を占めた

という書き方であります。この書き方からは、適正規模という考え方を絶対

に承認しない委員が一定数いたのであろうと、意見がまとまらなかったので

あろうということは明らかであります。なぜこの報告書が再編活性化計画の

中の適正規模という考え方の根拠となるのか理解ができません。ぜひこの県

立高等学校活性化計画は撤回していただきたい。そして、教育委員会の掲げ

る１学年３学級以上、８学級以下が適正規模だという考え方自体にも根拠が
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ありませんので、それも撤回していただきたいと思います。 

 教育長の御答弁をお願いいたします。 

   〔真伏秀樹教育長登壇〕 

○教育長（真伏秀樹） 県立高等学校の活性化の適正規模のほうで示しており

ます１学年３学級以上、８学級以下ということの根拠について御答弁を申し

上げたいと思います。 

 議員御紹介がございましたように、平成11年度、三重県高等学校再編活性

化推進調査研究委員会というものが当時ございまして、そこの調査研究にお

きまして、県内外の視察ですとか各県の状況等を踏まえながら、広く県民の

意見も聞いた上で、高校が活力ある教育活動を展開するための適正規模につ

いていろいろ議論をされたところでございます。 

 その中で小規模校についても当然議論がありまして、きめ細かな指導がで

きること、体験的な学習が実施しやすいことなどのメリットがあるものの、

最終的には、子どもたちの多様なニーズに応え、活力ある教育活動を展開す

るため、適正規模の下限を１学年３学級程度とするのが妥当であると、そう

いう意見が大勢を占めたというふうに報告されているところでございます。 

 さらに、学校行事等の諸活動が円滑かつ効果的に実施できるという観点か

ら、１学年８学級以下が望ましいということで、その当時の調査報告が出た

というふうに聞いておるところでございます。 

 県の教育委員会では、この報告等を踏まえまして、平成13年度に県立高等

学校再編活性化計画、これは平成14年度から23年度までのものでございます

けども、を策定いたしておりますけれども、その際の県立高校の適正規模と

いうことで、１学年３学級以上、８学級以下ということを基本として県立高

校の再編活性化を進めてきたところでございます。 

 高校には、生徒が社会の変化に対応して、自立した社会人として社会に参

画するために必要な力を育成する役割がございます。こうしたことから、各

学校に求められる学習のニーズに応じられる適正な学校規模を保つというこ

とが必要だというふうに思っております。 
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 現在策定をいたしております県立高等学校活性化計画、仮称でございます

けれども、これの県立高校の適正規模につきましては、多様な選択科目を開

設できるという観点、それと、学校行事、クラブ活動等でございますけれど

も、そうした学校行事等が効果的に実施できるという観点から、従前から決

めております１学年３学級以上、８学級以下というのを基本として踏襲した

ものでございます。 

 この適正規模の考え方につきましては、平成11年度の調査研究を踏襲して

おりますけれども、平成14年度からの再編活性化計画の取組、それと、現在

策定しております新しい計画の三重県教育改革推進会議での議論、それと、

県立校長会等々、関係者との議論を種々やってまいりましたけれども、その

場においても、この考え方についてはおおむね共通の理解が図られていると

いうふうに考えております。 

 なお、全国的には、高等学校の適正規模は４学級から８学級としている県

が多くございます。特に人口の多い府県では、６学級から８学級としている

ところもあるところでございます。 

 県の教育委員会といたしましては、昨年度に引き続きまして、地域での協

議会を開催いたしまして、地域の声を聞きながらいろんな形での議論を進め

てきたところでございます。そうした中で、学校の特色化、魅力化を進める

という意味での活力ある高校をこれからも進めていきたいと思っております

ので、そうした観点での適正規模、適正配置についても推進をしていきたい

というふうに思っております。 

 以上でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁をいただきました。 

 この平成11年度のが、（現物を示す）やはり根拠であると。その平成13年

度以降の取組もなされましたけれども、あくまでこの報告書が根拠であると

いう御答弁であったと思います。 

 ニーズに応えられる規模とか、選択科目、部活などを円滑に進めるというよ
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うな、今、御答弁もありましたけれども、この報告書、本当にいいことを言っ

ておるんですね。小規模校の課題と言われているのはたった３点。それに対し

て、小規模校の利点として上げていただいておるのは４点。その中で、小規模

校の利点として書いていただいておる中に、読み上げます、「少人数で落ちつ

いてじっくり学ぶことができ、きめ細かい指導が受けられる。小規模校の課題

として挙げられている、多くの人と出会う機会や選択科目の不足などは、学校

外との交流の機会を増やしたり、学校間の連携を強めることで対処できる。」

今の御答弁いただいたことに、しっかりとこの報告書が答えていただいておる。 

 さらに共感できる２項目めも読み上げます。「地元の学校として、環境保

護など地域の特色を生かした体験的な学習を中心に活性化していくことによ

り、地域に支えられ、地域に根付いた学校づくりが可能である。地域の学校

としての活性化は、子どもたちを地元に残していくことにもつながる。」何

と若者定住につながるような御提言まで中に入っている。 

 なぜこの報告書が、適正規模という考え方で小規模校を再編する根拠にな

るのか全く理解できない。そもそも、おっしゃられておる適正規模というこ

とに教育論、教育学としての根拠があるのでしょうか。小規模校としての利

点を報告書にこのように書いていただいておるのに、あえて無視をするとい

うのであれば、客観的な根拠を示すべきだと思います。今のままでは教育委

員会の主観的、独善的な判断であると言わざるを得ません。まるで教育効果

ではなくて教育効率で判断していると、そうではありませんか。 

 もう一度御答弁をお願いいたします。 

○教育長（真伏秀樹） 今の報告書のほうもいろいろ御紹介いただきましたけ

れども、そこでそういう意見があったという紹介と同時に、最後には、いろ

んな学校としての活性化というのを図るためには３学級程度が必要だという

ふうな結論になっていることは、その中を読んでいただければ、十分おわか

りになっていただけると思います。 

 それと、教育効果というふうに今、おっしゃいましたけれども、私ども、

特に学校を潰したいとか再編したいという思いで決してこの活性化の話を進
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めているわけではございません。当然、こういう少子化の中でございますの

で、どうしても地域の中学校の卒業者が少なくなってまいります。そうした

中で、今のままの定数を放置して、そのままずっと続けていけば、どこかに

必ず定数割れをする学校が出てまいります。もし仮に、定数割れをするよう

な学校をそのままずっと続けていくということになれば、ますますその地域

からは中学生がその学校に進学をしないということになりますので、またそ

の学校については、ますます活力がなくなると。 

 経済でいいますと、デフレスパイラルじゃありませんけれども、ますます

悪い方向に行ってしまうということが考えられますので、そのためには、そ

の地域の中でそういうことを防いで、なおかつ全体としての活力を保つため

にはどういうことをすればいいかというのをいろんな形で検討してきたつも

りでございます。 

 そのために、各地域で、特に再編活性化を進めなければいけない地域につ

いては、各地域で協議会をつくらせていただいて、そこでいろんな関係の方、

学校の関係者もあれば、ＰＴＡ、それから経済界の方もいらっしゃいますし、

いろんな方に入っていただいて御議論をしていただきました。その御議論の

中で、恐らく各委員は、例えばその地域のＰＴＡであったり、地域の学校の

代表であったりするにもかかわらず、いろんな議論を自分の立場を超えて

やっていただいて、一定の方向性を出していただいたというふうに思ってお

りますので、その方向性の中で、小規模校については一定の再編といいます

か、そういうこともやむなしという結論もできたかなというふうに思ってお

りますので、地域でのその声については、私ども、しっかり尊重していきた

いなと思っております。 

 以上でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁いただきましたけれども、地域の声をということ

でありましたが、私も地域の協議会に何度も傍聴に行かせてもらいましたが、

やはり３から８学級が適正であるという結論を、この間、４項目を申し上げ
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ましたが、先に協議会に教育委員会として示してしまっているんですね。そ

れで地域の声を聞いた、結論が出たとおっしゃられるのは、全く私は御答弁

として不満であります。 

 この報告書にあるような小規模校の利点の生かした高校があってもいいの

ではないのですか。本当にそういう高校があったら、デフレスパイラルに

なって、地域の活力を奪うのですか。私はそうは全く思えない。そういった

多様性のあるいろんなタイプの高校が今こそ求められると思っています。で

すから、一律に３学級ないからだめですよと、そういうような話ではなくて、

きちっともう一度、高校のあり方から根本的に議論していただきたいと、そ

のように要望させていただきます。 

 もう時間がないので、次の項目に移らせていただこうとは思うんですけれ

ども、議場にいる議員の皆さん、今の議論を聞いていただけたと思います。

３月19日には、教育警察常任委員会に先ほどの再編活性化計画が出てまいり

ます。どうかしっかり根拠のほうの調査なんかも読み込んでいただいて、よ

ろしく、よろしく御調査いただきますように、心よりお願いいたしたいと思

います。どうかよろしくお願いします。 

 では、大きな項目の３番へと参ります。 

 公文書の保管について、大きな３番で掲げさせていただいております。 

 現在、三重県は、執務上の文書を公文書管理規程というもので運用してい

ます。こうした公文書の管理規程というようなものは、組織としての記憶を

残すんだという明確な意思が底流にあるべきだと考えます。 

 しかし、どうも現在の規程は、情報公開を意識してつくられているように

見受けられます。３年とか、５年とか、最長で30年といった保存年限が来た

文書は、それぞれの担当課長の判断で、保存を延長するか、廃棄するか決め

られるということになっております。これでは短期的な現場の判断で執務上

の大事な文書が廃棄されてしまうおそれがあるのではないでしょうかという

問題提起をさせていただきます。 

 例えば、先ほどの県立高等学校再編活性化計画（仮称）について、適正規
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模の根拠となっている報告書を出してください、（現物を示す）先ほどのこ

の報告書ですね、とお願いいたしましたところ、担当の方は、当初、古いも

のなので残っているかわからない、調べてみますと、こういうお返事でした。

幸いにも今回の報告書は残っていて、質問に使うことができましたが、残念

ながら議事録は残っておりませんでして、どういう議論がなされたのか、正

確にはわかりませんでした。 

 幸い残っていた報告書も、残念ながら残っていなかった議事録も、それぞ

れの担当課長の判断次第ということで本当によかったのでしょうか。執務上、

政策判断の根拠となっている大切な文書が残っていたり残っていなかったり

するという現状があります。この現状について当局はどうお考えか、御答弁

をよろしくお願いいたします。 

   〔稲垣清文総務部長登壇〕 

○総務部長（稲垣清文） 公文書の保存についてのお尋ねでございます。 

 現用の公文書、すなわち、今なお、現に用いている公文書につきましては、

当初定められた保存期間が満了した場合、原則、保存期間が５年以上の公文

書につきましては、環境生活部の文化振興課に引き継がれまして、歴史的公

文書として保存すべきか否かの判断の後、必要に応じて、保存、廃棄がされ

ることになっております。ただし、その公文書を所管する所属の長が保存期

間を延長する必要があると認めるときは、保存期間の延長の手続を行うこと

ができるわけでございます。 

 保存期間を延長し、現用の公文書として保存を継続するか否かにつきまし

ては、文書管理規程上、義務的に延長しなければならない場合、例えば、監

査、検査の対象となっているとか、それから、係属中の訴訟に係るものであ

りますとか、そういったものにつきましては当然のごとく残すわけでござい

ますけれども、そのほか裁量的に延長する場合がございます。裁量的に延長

する場合は、保存期間が満了した時点での公文書に係る事務事業等の現在の

状況でありますとか、今後、その文書を使う見込みとか、そういったものの

見通しを考慮いたしまして、事務の遂行上、その公文書を現用の公文書とし
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て保存し続ける必要があるか否かというものを、その事務事業に一番責任を

持ちます所属長が判断していただくということになっております。 

 保存期間の延長は、当初設定した保存期間を延長する例外措置でございま

すので、その理由はケース・バイ・ケースでございまして、一律の基準を設

けることはなかなか難しいのかなというふうに考えております。それぞれの

判断において慎重を期すことが求められることは言うまでもございません。 

 今年度、文書管理規程の改正を行っておりまして、所属長が文書事務の責

任者であることを明文で規定いたしました。それとともに、文書主任に原則

として副課長の職にある者を充てるなど、文書の管理体制の強化を図ってお

ります。 

 このような体制の中で、公文書の保存期間の延長に関する判断につきまし

ても、独断ではなく、組織として十分に検討を行った上で行うよう、文書主

任研修の機会などを通じまして周知いたしまして、適正な公文書の取り扱い

に努めてまいりたいと、そのように思っております。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 今の文書管理規程がだめだと言っているわけではなくて、そういうふうに

しっかりとやっていただいておるということは理解できるのでありますけれ

ども、その上で、やっぱり執務上、政策判断の根拠となっている大事な文書

は、きちんと、ただ判断だけに任すのではなくて、やっぱり一律的なと言う

と何か語弊がありますけれども、何かしらの基準が必要なのではないかなと

いう、そういう問題提起というか、詳しくは私も知らないんですけれども、

担当課長が文書の判断をするときにおかれても、パソコンで一覧で出て、タ

イトルだけ出てくる中で判断、大量の文書、多分１年に１回ぐらい判断する

というようなお話も聞いておるわけで、私も何も詳しいわけではないので、

今後、また勉強させていただきながら、いろいろ議論もさせていただきたい

と思うんですけれども、ぜひ、ちょっと今回の質問に当たって、こういうよ

うな、残っていたり残っていなかったりというような問題意識の中から出た
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質問ですので、御検討をぜひよろしくお願いしたいと御要望させていただき

ます。 

 では、大きな４番のほうへ移らせていただきたいと思います。 

 公共事業の入札のあり方ということで、（１）健全な産業であるためにと

いう質問です。 

 公共事業の予定価格の中の、特に労務単価についてでありますけれども、

公共事業が大幅に減る中で、業者同士で価格をたたき合っていく中で、労務

単価が大きく下がってしまいました。予定価格を決めるために労務単価の調

査をかけると、そのたたき合って下がってしまった結果が出てきますよね。

そうすると、予定価格の労務単価がまた下がりますよね。下がった状態で出

てきた予定価格に対して、また業者同士が入札でたたき合ってさらに下げて

しまうというような、こういう悪循環でどんどん下がってきてしまっている

というような声を以前から聞いております。 

 やっぱりそういう建設業も、健全な産業であるためには、やはりきちんと

後継者が育つ、それだけの収入とかお給料というのが出なければならないと

思うんですね。地元でそういうお話を聞くと、昔は、やっぱりどこの建設業

者さんにも後継者と言われるような人がいたけど、今は全くいないと。やっ

ぱり将来に対して希望が持てないということをよくお伺いします。 

 これは、先ほど質問いたしました、南部地域活性化の中のそういう若者定

住とか、働く場の確保といったことにも暗い影を落としていると、そういう

ふうに考えます。 

 それでは、この労務単価を確保するためにはどうすればよいのでしょうか。

私は最低制限価格を引き上げることであると考えます。県の最低制限価格と

いうのは、お伺いすると、中央公契連というモデルを使っておられるそうで

す。これは国のモデルであります。今、安倍政権が公共事業を出して、そう

いったデフレ対策にも効果を期待しているということであれば、当然お給料

も上がっていかなければならないわけでありまして、そういう意味でも、今、

非常にこの中央公契連のモデルの最低制限価格を上げるというのは、国の政
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策とも合致する、そのように思います。 

 そこで、県として、国へ、この中央公契連モデルの最低制限価格を引き上

げるように要望していっていただきたいと、そのように思うのでありますけ

れども、いかがでありましょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 中央公契連モデルの引き上げを国に要望しては

ということで御質問いただきまして、御答弁させていただきます。 

 中央公契連モデルは何を基準にしているかというと、低価格による品質低

下防止を目的としているということの中で、今、設定されております。そう

いう中で、今、議員御指摘の考え方は、一つ、低価格という、品質というの

に経営という観点を入れてはどうかという御提案だと解釈しておりまして、

そういうような経営も加味したモデルということについて、国との意見交換

とか、そういう場を通じまして、機会を捉えて要望していきたいと考えてお

ります。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 低価格で品質が落ちると、そういうような問題に加えて

経営という問題を加味してほしいということを国のほうに要望していってい

ただけると、そういう御答弁をいただきました。ありがとうございます。 

 では、ぜひ国のほうに、こういうふうに要望していっていただいて、健全

な建設産業であるということをぜひとも実現していっていただきたいと、そ

のようにお願いいたします。 

 では、大きな４番の公共事業の入札のあり方の（２）のほうを質問させて

いただきます。災害から地域を守るためにと置かせていただきました。 

 建設業者は、自分の地域を守ろうという、そういう意識を持ってくださっ

ております。いざ災害ともなれば、地域の住民の皆さんから、どこが危ない、

どこが崩れた、どこが氾濫したと、そういう連絡が入ってくるそうでありま

す。それが町管理であろうと、県管理であろうと、国管理であろうと、住民

の皆さんには関係がありませんので、駆けつけて、採算を度外視して、夜を
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徹して作業をしてくださっておると、こういうお話を伺っております。私は、

こういう意識が災害から地域を守っていると、こう考えております。 

 それなのに、災害からの復旧工事となったときに、どこか遠くから来た業

者が仕事をとってしまったらどうなるでしょうか。地域を守ろうという意識

が薄れて、結果として、災害に弱い地域になってしまうのではないでしょう

か。私は、建設業者が守ろうとしてくださっている地域の仕事、特に災害復

旧工事につきましては、しっかりと落札できる仕組みであるべきと考えます

が、いかがでありましょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 地域の建設業者には、良質な社会資本の整備を

行っていただくだけではなくて、災害時等の安全・安心や、地域の雇用の確

保など、重要な役割を担っていただいております。 

 平成23年の紀伊半島大水害においても、道路・河川等の応急の仮復旧や、

河川堆積土砂の撤去等、緊急対応に地域の建設業者は不眠不休で取り組み、

安全・安心の確保に大きく貢献していただいたと考えております。 

 本県では、地域において、災害発生時に緊急対応を行っていただいた建設

業者につきましては、地域の実情に応じて地域的な要件をつけたり、発注ラ

ンクを調整するなどにより復旧工事の入札に参加できるように取り扱ってい

るところでございます。 

 今後とも、これらの取り扱いなどを含め、災害復旧工事につきましては、

緊急対応を行っていただいた建設業者が少なくとも入札には参加できるよう

にするなど、各建設事務所において柔軟な制度運用に取り組んでまいる所存

でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁をいただきました。 

 今もそこまでやっていただいておると、そのようには理解しておるわけで

ありますけれども、柔軟な所長の判断、そのようにおっしゃられておられま

すけれども、ぜひ地域のそうした実情、事情を酌んだ柔軟な判断ができるよ
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うに、所長に全県一律何とかせいというわけではありませんが、所長が柔軟

な判断をする中で、地域の実情と逆に違った判断をしておる状態もあります

ので、どうかそういうことが今後起きないようにお願いを申し上げまして、

しっかりと要望させていただきまして、この項を閉じさせていただきたいと

思います。どうかよろしくお願いします。 

 では、大きな５番目、防災訓練についてを御質問させていただきたいと思

います。 

 この質問をさせていただくに当たって、どういうお話を聞いてこういう問

題意識を持ったのかというところからお話しさせてもらいたいと思うんです

けれども、先ほどの、災害のときに建設業者が地域を守るというお話をいた

しましたけれども、そういう方からお話を聞いたんです。まず、海上保安庁

と協定を結んで、県とも道路啓開とかの協定を結んで、町とも何らかの協定

を結んで、先ほどのように、住民の皆さんからも、どこそこで人が生き埋め

になっておるといえば、当然行かなければいけないなと。１人で何役もやっ

ているけど、実際災害が起きたとき、どうすればいいんだろうというような

お話を聞いたことがありました。 

 また、先ほどお話にあった紀伊半島大水害のときに、私の地元の大紀町も

災害で被災をしたわけでありますけれども、そのときに、ある建設業の社長

がおっしゃられたのが、建設業の社長としても指揮をとらなければいけない

し、区の役員もなさっておるそうで、区の役員として災害対策本部にも詰め

なければならないし、まだ若手ですので、消防団の団員としても出動しなけ

ればならないし、そして、本音は、家族の１人の父親として家族とも一緒に

いたいとも思う、１人で何役もやっている状態がある、こういうようなお話

があったんです。今回、これをどうこうせいという質問ではなくて、こうい

うお話を聞いた問題意識で、より実践に即した精密な防災訓練が必要なん

じゃないかと。一人ひとりが、実際に災害が起きたときにどのように動くべ

きかという、そういう検証のできる防災訓練が必要なのではないかと。 

 先に、今述べましたような課題もひょっとしたら出てくるかもしれません
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し、それ以外の新たな課題も次々と出てくると思うんですね。それらを一つ

一つ解決していくことが必要なんじゃないか、それが災害に強い地域づくり

ということになるのではないかと。あくまで主体は市や町ということになる

のかもしれませんが、市や町だけでは取組に限界がありますし、広域的な視

点であるとか、先ほど申し上げましたような関係機関との調整も含めて、県

として積極的に関与していく必要があるように思うんですけれども、いかが

でありましょうか。御答弁をよろしくお願いいたします。 

   〔稲垣 司防災対策部長登壇〕 

○防災対策部長（稲垣 司） １人で何役も持っている方がみえると、そうし

た災害対応に対して、県としては、訓練としてどんなふうに支援していくか

と、そういう趣旨だと思います。 

 災害発生時の応急対応を迅速に行うためには、平素から被害状況を想定し

た応急対応マニュアル等を整備しておくことが必要でございます。しかしな

がら、災害というのは想定どおりにはいかないのが常でありまして、実際に

は臨機応変の対応が大変重要になってまいります。 

 県が実施しております図上訓練におきましては、参加者に対して事前にシ

ナリオが示されない、いわゆるブラインド方式、こうしたものを採用してご

ざいまして、参加した職員には、次々に与えられる予期せぬ状況に応じて、

その場で判断して、まさに臨機応変に対応していくと、そういう能力が求め

られるようになっております。こうした訓練を実施することによって、職員

の対応力の強化を図ることにしておるわけでございます。 

 こうした災害時に求められる対応力というのは、市町であっても、地域で

あっても同じでございます。たとえ、議員から言われましたある住民の方が、

その地域におきまして複数の役割を担っている場合であっても、災害発生時

にどの立場を優先して行動すべきかは、それぞれの個人がその時々の状況を

判断して臨機応変に対応するしかなく、あらかじめ一定のルールを定めてお

くのは極めて困難であろうかと思います。ですから、そのような場合でも、

やはり個人の災害対応力を向上させること、そのための訓練を重ねておくこ
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と、それが最も重要であると考えております。 

 地域住民の災害対応力を強化させるためのツールの一つとしまして、クロ

スロードと言われるカードゲームがございます。カードには、災害時の様々

な場面が記載されておりまして、それを見て、その場で臨機応変の対応を決

めるという内容のゲームでございます。また、子ども向けには、昨年度、県

が開発した防災すごろく等々のツールもございます。県としましては、こう

したツールも活用しながら、災害対応力を養うための実践的な訓練が地域に

展開されますように、防災技術専門員や指導員が中心となりまして、地域防

災総合事務所等とも一緒になって地域の取組を支援してまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁をいただきました。 

 いろんなツールを利用する中でということでありましたけれども、ぜひそ

ういう実践的な、今私が申し上げましたような、一人ひとりが実際のそのと

きになったらどのように動くかという視点も必要だと思いますので、ツール

を生かしたり、29市町、図上訓練をしていただいたりと、臨機応変の対応な

んかも養っていただいておることは理解いたしましたけれども、今、私の申

し上げたような観点も踏まえながら、ぜひこれからも取り組んでいっていた

だきたいと御要望申し上げます。 

 それでは、大きな６番、県の宝、愛洲移香斎ということで質問させていた

だきます。 

 （パネルを示す）私の地元、南伊勢町に愛洲移香斎さんという偉人がい

らっしゃいます。この映写資料の方であります。剣豪と言われる方はたくさ

んいらっしゃいますけれども、この方は、剣祖、剣の祖と特に言われており

ます。なぜかといいますと、日本にはたくさんの剣術の流派がありますが、

それぞれさかのぼっていきますと三つぐらいになると言われております。そ

の中で一つの源流をなすのが、この愛洲移香斎さんの開かれた愛洲陰流とい
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うことなんですね。 

 皆さんも、時代小説なんかで柳生新陰流というのを聞いたことがあるん

じゃないかと思います。柳生十兵衛とか、あの柳生新陰流ですね。その大も

との陰流を開いたということになります。 

 特に、なぜ剣祖と言われるかといいますと、日本の剣道がこの流れをくん

でいるからだと言われております。 

 （パネルを示す）南伊勢町の五ヶ所城のお城跡の石垣の上に、この、見え

ますでしょうか、剣祖愛洲移香斎生誕の郷というふうに石碑等があって、こ

うして麓には愛洲の館なんかもあります。毎年８月には、この石碑の前で地

元の人たちが剣祖祭というお祭りを開きます。 

 （パネルを示す）この今、小さくて見えないと思うんですが、これが、そ

の剣祖祭のプログラムです。ちょっと雰囲気だけ感じていただきたいと思っ

て映写しております。これは平成23年度のプログラムで、第30回という記念

すべき年であります。つまり30年以上やっております。 

 見ておわかりになる、愛洲氏継承会とか、剣祖祭実行委員会なんていうも

のをつくっております。そして、下にいろんな地名が入っておったりします

けれども、全国から剣士の皆さんが手弁当で集まってきていただいて、演舞

をしてくださっておるわけです。 

 真ん中の下のほうに、実は私の名前も入っておるんですけれども、私も肥

後新陰流ということで、地元の陰流をぜひ習わせていただきたいと、そんな

ふうに思って、全く鈍くさいんですけれどもちょっとかじっております。 

 この肥後新陰流というのは、地元の山本篤先生という方が、地元にやっぱ

り陰流が要るだろうということで習ってきていただいてこうして伝えても

らっておるんですけれども、私の名前の隣が、東京、東京、東京、東京、千

葉、神奈川と関東になっておりますが、これは、その山本篤先生に習いたく

て、わざわざ関東から来て稽古していただいて、しかも剣祖祭にも出ていた

だいておると、そういうことであります。 

 （パネルを示す）こちらがその裏面になるんですけれども、17番に無雙直



－552－ 

傳英信流と、森田頌山様というのがございますが、これは、議場におられま

す中森議員の御師匠さんでありまして、中森議員にいらっしゃっては、この

無雙直傳英信流、居合道６段ということで、この剣祖祭に何度も演舞で出て

いただいておると、そういうことであります。 

 下のほうに行くと、子どもたちの野試合、風船割りとか、そうめんの振る

舞いとありますけれども、地元の人たちが、お昼は竹を切り出してつくった

容器でそうめんを出したり、午後からは少年剣道大会や、五ヶ所湾ヨット周

遊、愛洲移香斎の像なんかも入っておるということでありますね。 

 （パネルを示す）これがそのときの演舞の様子であります。 

 （パネルを示す）これが、子どもたちの野試合、風船割りの様子です。紅

組と白組に分かれて、頭の上の風船をたたき割り合って、最後にどっちが勝

つかという、そういうなかなか豪快な催し物であります。 

 ということで、映写を見ていただきました。 

 今、御説明させていただきましたように、現在でも、既に30年以上にわ

たって、全国から剣士の皆さんが集まってきてくださるもので、私は三重の

宝と言っていいものだと思います。 

 しかし、今のままでは、発信力、浸透力に限界があります。皆さんも案外

御存じなかったのではないでしょうか。知らないですね。県は、ブランド力

アップと言っておられますし、県として、こうしたよいものを発掘し、磨き

上げて、発信していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。あわせて、

県内には、ほかにもこうしたよいものが埋もれているでしょうから、県の観

光戦略としてきちんと発信していくべきだと思いますが、いかがでしょうか。

御答弁をよろしくお願いいたします。 

   〔加藤敦央雇用経済部観光・国際局長登壇〕 

○雇用経済部観光・国際局長（加藤敦央） 愛洲移香斎、県の宝にという御質

問をいただきました。 

 三重県は、豊富な観光資源に恵まれた県であり、地域には、まだ数多くの

資源が埋もれております。埋もれている資源を発掘し、高付加価値化を図る
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とともに、商品として売り出していくため、午前中にもちょっと御説明をさ

せていただきましたが、昨年から、県、市町等が参画する三重の旅ナビゲー

ション、桜通りカフェを実施しております。この事業では、会員である市町

が自ら行う地域資源の発掘・磨き上げや商品の販路開拓などの取組をプロ

デュースし、支援しております。 

 南伊勢町は、事業開始当初からの会員でもありまして、名古屋市内の桜通

りカフェで、今現在、南伊勢町フェアといったことを開催しておりますけれ

ども、今は、この南伊勢町について、「ハートがいっぱい、ハートのあふれ

るまち」というようなことで、見江島展望台で、かさらぎ池というそうです

が、ハート型の湾が見えるとか、ハート型の真珠でつくる自分だけのネック

レス、ハートの入ったコッコランドのスイーツといったようなことと鯛の塩

釜焼き体験プランといったような地域企画型旅行商品の造成などで南伊勢町

を売り込んでいくということで取り組んでいただいております。 

 こうした各市町自らの取組とともに、今年４月から３年間実施する「三重

県観光キャンペーン～実はそれ、ぜんぶ三重なんです！～」では、県内を大

きく五つの地域、北勢、中南勢、伊賀、伊勢志摩、東紀州に分けた地域部会

を設置し、各市町の地域の宝を生かした情報発信や、誘客促進のプランづく

りなどに取り組んでいただいているところです。 

 三重県観光キャンペーンは地域の宝を売り出す大きなチャンスでもありま

すので、こうした愛洲移香斎など、イベントも含めまして、こういった議員

お話しいただいたような物語性、ストーリー性を加味するなどして、各市町

自らの取組とともに、積極的に活用していきたいと考えております。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） 御答弁ありがとうございます。 

 前向きに御答弁いただいてありがとうございます。ぜひこうしたいいもの

を、ほかにもあると思うんですけれども、こうした県内のよいものを、今、

御答弁いただいたように、どんどん売り出していっていただきたいと、その

ように思います。 
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 南伊勢町も、今、ハート型の湾ということで、ポケットティッシュとかい

ろんなものがあって、あちこちで配って、これを見れば、いろいろ恋愛が成

就するとかいう話もあるんですけれども、ぜひ皆さんもお越しいただければ、

そのように思います。 

 夢だけ語らせていただきますと、剣道の聖地ということに多分なると思い

ますので、そういう剣道の全日本選手権の優勝者の方とか、そういう方を誘

致する。例えば、先ほどの石碑に参拝していただければありがたいとか、あ

るいは、剣祖祭には全日本選手権の優勝者が来て、一つ型を披露していただ

けるとか、そんなことになれば、ますますすばらしく夢が広がりますので、

夢だけ語りましたけれども、ぜひ情報発信をしていっていただきたいとお願

いいたします。 

 では、一番最後の質問、７番目であります。県の広報のあり方について、

県の広報ということで置かせていただきました。 

 県政だよりみえというものがありますね。県政だよりみえのように、紙媒

体によって各戸配布、一軒一軒ですね、される広報手段は、日本人にとって

当たり前過ぎてぴんとこないかもしれませんが、自分から情報をとりに行か

なくても提供される仕組みというのは、世界的には珍しくて、すばらしい仕

組みだと、そのように思います。 

 これを行政のほうから見ますと、住民全員、お一人お一人にお知らせがで

きる貴重な広報手段であると、そのように考えます。こういうものは、一度

やめてしまったら復活は難しいでしょう。新たにデータ放送による県政だよ

りというものに取り組まれるとのことでありますけれども、それは、各戸配

布では届きにくい方々への広報手段としては意味があるとは思います。がし

かし、それは県政だよりの各戸配布を補完するものであって、取ってかわる

ものではないはずです。県政だよりの各戸配布はできる限り残すべきだと考

えますが、いかがでしょうか。御答弁をよろしくお願いします。 

○副議長（舟橋裕幸） 答弁は簡潔に願います。 

   〔山口和夫戦略企画部長登壇〕 
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○戦略企画部長（山口和夫） 現在、県政だよりを発行しておりますが、種々

課題がございます。それは、不達世帯の解消の問題でありますとか、これま

での課題を解決するために、今回、データ放送の試験放送をということで予

算に計上しておるところでございます。 

 ただ、紙媒体の県政だよりは引き続き発行いたしまして、まさに手元のほ

うにという方々への御要望にお応えする仕組みとして、これまで以上に各地

域のコンビニですとかスーパー、市町の公共施設等の協力をいただきながら、

配置場所を拡充することによって、県民の皆さん自身が、手軽に県政だより

を入手していただく、そういった仕組みを考えていきたいと思っております。 

 いずれにしましても、これからしっかり御説明をして、御理解をいただき

たいと思っております。 

 以上でございます。 

   〔20番 村林 聡議員登壇〕 

○20番（村林 聡） それでは、今後ともできるだけ残していくということを

心からお願い申し上げまして、時間が参りましたので、私の一般質問を終結

いたします。ありがとうございました。（拍手） 

 

休          憩 

○副議長（舟橋裕幸） 暫時休憩いたします。 

午後３時０分休憩 

                                    

午後３時15分開議 

 

開          議 

○議長（山本教和） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

質          問 

○議長（山本教和） 県政に対する質問を継続いたします。43番 三谷哲央議員。 
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   〔43番 三谷哲央議員登壇・拍手〕 

○43番（三谷哲央） 今日５番目の一般質問で、代表質問から数えますと20番

目ということでございまして、大変お疲れとは思いますが、あとしばらくお

つき合いをいただきたいと思います。 

 それでは、まず、地方自治の充実に向けて、この項から入らせていただき

たいと思います。 

 今、地方自治は、ある意味では非常に危機に瀕しているのではないかと、

そんな心配をいたしております。 

 今からちょうど20年前、1993年、衆参両院で地方分権に関する決議がなさ

れました。それから20年が経過をいたしました。国民一人ひとりが、ゆとり、

豊かさを実感できる社会を目指して、国から自治体への権限の移譲など、ま

だまだその歩みは道半ばとはいえ、少しずつですが、確実にその歩みを進め

てきたと、そう思っております。 

 身近な地域の課題については、地域自らが責任ある判断を行うことができ、

自らの行動によって問題解決が可能な、責任ある、自主的で自律的な自治を

目指して進めてきたはずでありますし、私ども議会も、その実現に努力をし

てきました。 

 昨年12月までの民主党政権の３年３カ月、様々な御批判があるのは承知は

いたしておりますが、少なくとも地域主権改革、地方分権改革は進んできた。

これは間違いのない事実だと思います。地域自主戦略交付金、いわゆる一括

交付金の創設、国と地方の協議の場に関する法律の成立、霞ヶ関の中央官庁

が法令で自治体の仕事を縛る義務づけ・枠づけの抜本見直しなど、これらが

現実のものとなってまいりました。 

 これらの一連の流れの結果、まだまだ十分ではありませんが、分権型社会

の創出に向けて、地域主権改革が一定程度進んだのではないか、そのように

評価があるのも紛れもない事実であります。もちろん、決して満足できるも

のではなく、これからもさらに強力に進めていく、その必要がある、このこ

とは論をまちません。これは、単に３年３カ月、この間の民主党政権の成果
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だけではなく、1993年以来、20年にわたる地方自治に携わる方々の献身的な

御努力、この結果だと思っております。それでもなお、この３年３カ月の成

果は特筆すべきものだと考えております。 

 そこで、まず、知事の地方自治に対する基本的なお考えとあわせて、この

３年３カ月の民主党政権下における地域主権改革の評価をお伺いしたいと思

います。お願いします。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 民主党政権下での地域主権改革についての評価というこ

とでございますが、民主党政権においては、地域主権戦略会議を設け、地域

主権改革に取り組まれました。 

 三谷議員におかれましては、地域主権戦略会議のメンバーとして、地方の

立場から地域主権改革の実現に向けて大活躍していただいたことについて、

まずもって深く敬意を表する次第でございます。 

 地域主権改革における具体的な取組としましては、先ほど議員からもあり

ましたように、特に国と地方の協議の場の法制化については、長年地方が求

めてきたものであり、成果であると考えます。 

 義務づけ・枠づけの見直しにつきましては、地方の自由度を高めるものと

して評価するところであります。 

 加えて、地方の意見を尊重していただいたという意味で、紀伊半島大水害

からの復旧、復興に当たっては、迅速に激甚災害の指定をいただいたことを

はじめ、国・三県合同会議を設けて、柔軟な制度運用など、御対応いただい

たことにも感謝申し上げる次第であります。 

 このように、地方のために様々な取組を進めていただいたことは一定評価

しておりますけれども、国と地方の協議の場の活用、ハローワークの改革、

あるいは義務づけ・枠づけの中身などについて、あと、その他税源や財源の

移譲など、より積極的に取り組んでいただきたかったと考える面もございま

す。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 
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○43番（三谷哲央） 大活躍できたかどうかは定かではありませんけれども、

地域主権戦略会議も、２月の末に総務省のほうから電話をいただきまして、

３月に入りますと、閣議決定で廃止になるということの連絡がありました。

新聞を見ていますと、３月８日付で廃止が閣議決定されまして、その後、総

理を議長とする地方分権推進本部が設置をされました。近い将来、総務大臣

のもとに有識者会議がまた設置をされる、そこで地方分権改革が議論をされ

るというふうに聞いておりました。なお積極的な議論がそこで展開されると

いうことを期待はいたしておりますが、今出ております様々な一連の流れを

見ていますと、この期待は残念という結果に終わるのではないかと、大変心

配をいたしておるところであります。 

 改めて申し上げるまでもなく、地域の自主的、自律的な自治の実現は、た

だ待っていれば実現するというものではありません。国が全てを制度設計し

て、手とり足とり与えてくれる、そういうものではないわけであります。 

 例えば、民主党政権におきまして、自治体が整備する道路の構造に関し、

自治体の裁量権を拡大できるよう制度変更を行ったのは御承知のとおりであ

ります。しかし、国が制度変更を行っただけでは、当然のことながら自治体

の裁量権は広がりません。国の制度変更を受けて、私どもの自治体はどんな

道路を整備すべきかを条例によって決定して、初めて道路構造への自治権が

確立をするわけであります。分権型社会を実現するためには、自治体自らが、

自分たちが自分の地域をどんな手法で、どうしたいのか。このことに対する

明確な意思を持つ必要があります。当然、大きな制度変更ですから、多少時

間がかかっても粘り強く実行していく我慢強さが必要ですし、それと同時に、

具体的、積極的な行動もまた求められる、そう思います。 

 昨年の末に安倍政権が誕生いたしました。既に、代表質問等を含めまして、

アベノミクスに対する御質問なり、御意見がありました。この経済政策につ

きましては、後ほど、私の考え方を申し述べたいと思いますが、この新政権

が政権発足後行ってきた一連の自治体の自主性・自律性に対する後ろ向きの

姿勢には危機感を感じております。地域自主戦略交付金は、いかなる政策に
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どれだけの予算を投入し、どのような地域を目指すのか、そのことを地域住

民自身が考え、決めることができるよう、地域が自己決定できる財源となる

ことを目指してデザインされたものあります。この交付金をより充実させ、

十二分に使いこなすことによって、地域の知恵や創意が生かされるとともに、

より効率的、効果的に財源を活用することが可能になる、そういう制度設計

だったわけであります。 

 ここでフリップをお願いします。 

 （パネルを示す）ここに出ておりますように、一括交付金、８府庁18事業

について、従来のひもつき補助金を廃止しまして、国は、ひもつき補助金に

かわる一括交付金の配分額を個別自治体に通知し、自治体は、配分額の使い

方、事業実施計画を自ら決定し、平成23年度には都道府県、そして、平成24

年度には政令市まで拡大をしてきたということであります。 

 当初、政府のほうから各省庁に対して、この一括交付金に対する財源を出

しなさいと、こういったときには25億円しか出てこなかった。それが、平成

24年度には、沖縄分を入れると8000億円を拾えるところまで広がってきたわ

けであります。 

 安倍政権は、これを廃止し、ひもつき補助金に戻すことを決定いたしまし

た。確かにまだまだ一括交付金のメニューの制限だとか、事務手続や処理の

煩雑さ、こういうものがあるのは承知しております。使い勝手が悪いと言う

なら、不十分な部分を修正し、自己決定できる財源を充実させる、そういう

方向で改善していくんだと、そうおっしゃるなら理解はできますが、これを

ひもつき補助金に戻す、全く理解ができません。ひもつき補助金に戻れば、

またまた地域の実情も何もわからない霞ヶ関の中央官庁が、この補助金はこ

れに使いなさい、これ以外には使っちゃだめですよ、こういう指示をするよ

うになる。こういうことがかつて積み上がったために、無駄な公共事業等、

税金の無駄遣いの温床の一つになった、このことも紛れもない事実でありま

す。またぞろ、国と地方を上下主従の関係に戻していくのかと、まさに絵に

描いたような中央集権への先祖返りだと、そのように思います。 
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 新しい制度の青写真も示さずに、ただ単に一括交付金のひもつき補助金へ

の逆戻りを先行させる流れは何としてでも阻止しなければいけない、そのよ

うに思っておりますが、知事の御所見をお伺いしたいと思います。 

 続いて、地方交付税の削減についてお伺いをいたしたいと思います。 

 御案内のとおり、安倍政権は、地方公務員の人件費削減を半ば強制的に実

現するため、地方交付税を削減することを決定いたしました。そして、その

削減分を補塡するとして、使途に縛りのある交付金を創設、こういうことを

申しておられます。 

 フリップをお願いします。 

 （パネルを示す）交付税の削減額8504億円、これをゼロにして、あと、こ

れにかわる補塡として、緊急課題の対応等で、全国防災で973億円、緊急・

防災・減災で4550億円。それで、地域の元気づくりで3000億円。このような

御説明であります。 

 しかし、この中の緊急課題の対応の全国防災の973億円と、緊急の防災・

減災の4550億円、これは、ここにも書いてありますとおり、交付税の増加等

ではなしに起債を認めますよということであります。 

 そして、この地域の元気づくりの3000億円、これについてはまた後で申し

上げますが、こういうものが出てきた、そういうことであります。 

 今さら申し上げるまでもなく、地方交付税は自治体の一般財源を保証する

ものであって、補助金ではありません。さきの県議会トップセミナーで読売

新聞の青山さんが、中央政府が地方自治体の給与費の削減を要請することは

あり得るにしても、地方交付税の削減を通じて事実上強制することは筋が通

らない、そもそも地方公務員の給与の決定権は中央政府にはない、地方自治

体職員の給与は、国公準拠という原則を踏まえつつ、住民の声を聞き、議会

が自主的に条例で定めるものだ、公務員給与の削減の是非も、その程度も、

削減した場合の財源の使途も、自治体が自分の頭で考えて住民との合意で決

めるのが地方自治である、こう言われております。まさにそのとおりだと思

います。とりわけ、先ほど示しました地域の元気づくり事業費3000億円の財
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源配分額を、なぜ国が決めたルールによって自治体を選別・評価して決める

のか、このこともあわせて指摘をされております。 

 安倍総理は、２月28日の施政方針演説で、魅力あふれる地域をつくるため

の鍵は地方分権改革にある、そのために地域の元気づくりを応援します、こ

のように述べられております。その地域の元気づくり事業がこれに当たるわ

けであります。地域ごとの創意工夫を生かす地方分権改革と財源配分額を国

が決めたルールによって自治体を選別評価すること、これは全く矛盾する、

そのように考えております。 

 青山さんはさらに自治体が独自の給与、人事政策をつくることと、都道府

県から一般市町村まで、改めて人事委員会の機能を強化することが必要であ

る、公務員給与の決定は、財政の現状、職員の生活保障、公共サービスの質

と量、住民からの信頼という要素で決まる連立方程式を解く作業だと、この

ようにも述べられております。 

 私は、先ほどフリップで出ました全国防災事業費の973億円、緊急防災・

減災事業費4550億円、この二つも問題だと思っております。まさに今日の自

治体の借金がこのように巨額になってしまった、その原因をつくったかつて

のあの、総務部長あたりは御存じだと思いますが、地域総合整備事業債、あ

のことに結びつくのではないかと、そのように心配をいたしております。基

本的には、国から使途を制限されるような財源、これは地方自治の充実とは

真っ向反対のものであって、そのことを改めて御指摘申し上げたいと思いま

す。 

 地方財政の長年の目標は、自己決定権を十二分に振るうことのできる予見

可能性のある財源の割合を高めることであったと、このように思っておりま

す。これによって、国への依存と国の意向による分配から決別することが可

能になり、自律的な、かつ創造的な自治へと進化していくと考えてきたから

であります。今、まさにそのことが脅かされそうになっています。 

 そして、さらに心配なのは、第１次安倍内閣でも地方交付税を削減してい

るという、このような前歴があります。 
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 フリップをお願いします。 

 （パネルを示す）ここがと言うと議事録にわからなくなるんですが、平成

19年度、第１次安倍内閣、このときに18年度から地方交付税を減らしており

ます。その後、民主党政権になりまして、３年連続地方交付税を増やしてき

たんですが、今回、また安倍政権になって地方交付税を減らしていると。地

方の自主的な財源である地方交付税を、どうもいとも簡単に減らす、その傾

向があるのではないかと、そのようにも思っておるところであります。 

 知事は、中村進一議員の代表質問に対して、給与関係費の削減については、

地方自治の本旨から考えれば不適切、このように答弁をされております。憲

法92条、地方自治法第１条でいう地方自治の本旨、これは何かという、学者

の論理を議論するつもりはありませんが、いろんな諸説はあります。 

 しかし、一般的には、おおむね地方自治体やその地域の住民が、それぞれ

の地域において共有する自分たちの諸問題について、自らのことは自らが決

定するという自己決定権を有することだと、このような節が一般的だと考え

られております。その観点から見ても、まさに不適切だと、このように思い

ます。 

 そこで、改めまして一括交付金の廃止、ひもつき補助金の復活、並びに地

方交付税の削減について知事の御見解をお伺いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） 一括交付金の廃止、それから、地方公務員給与の減額を

前提とした地方交付税の削減に関する所見ということでございます。 

 国の平成25年度予算案においては、地域自治戦略交付金が廃止され、関係

省庁の交付金などに移行されました。また、地方公務員給与については、こ

れまでの地方の定員削減、独自給与削減等の取組にもかかわらず、地方公務

員給与の削減を求めて、地方財政計画の中で給与関係経費が削減されたとこ

ろです。 

 地域自主戦略交付金については、窓口の一元化や手続の簡素化、総額の確

保などの課題があるとして各省庁の交付金に移行されたと認識しています。
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また、給与関係経費の削減については、地方自治の本旨から考えれば不適切

であり、これまでの地方の行政改革の取組が考慮されるべきものと考えます。 

 一方、安倍総理は、２月28日の施政方針演説において、魅力あふれる地域

をつくるための鍵は地方分権改革にあると発言されたところです。そもそも

地方分権改革の推進は、国と地方が共通の目的である国民福祉の増進に向

かって相互に協力する関係にあることを踏まえ、それぞれが分担すべき役割

を明確にし、地方の自主性と自律性を高めることによって、地方が自らの判

断と責任において行政を運営することを促し、個性豊かで活力に満ちた地域

社会の実現を図ることを基本として行われるべきものであります。国におい

ては、これまでの流れを逆行させたり、とめたりすることなく、これまで以

上に地方の意見を踏まえ、地方分権改革を進めるべきであると考えております。 

 私としましては、今回の国の措置に対して、全国知事会とも連携し、各省

庁の交付金について、これまで以上に地方が使いやすいものとすることや、

給与関係経費の減額による地方交付税の削減を二度と行うことのないよう強

く求めていきたいと考えております。 

 地域自主戦略交付金については、地方の声に耳を傾けて大くくり化する、

あるいは、使い勝手をよくしていくという、その理念とか趣旨、あるいは制

度構築までこぎつけたということ自体は、これは大きな一歩であるというふ

うに思っていますが、少し申し上げましたように、結局内閣府にも申請し、

各省にも申請するという窓口の手間、あるいは総額の確保、実務面で大きな

課題がありました。国に対してはそういうことをはっきり申し上げて、真に

分権という流れに沿った制度構築を提言、議論、要望していくということだ

と思います。 

 また、交付税自体、先ほど議員がおっしゃっていただいたように、交付税

自体は、そもそも地方固有の財源でありますから、国の事情でそこに手を

突っ込んでくるということはいかがなものかというふうに考えています。こ

の点については、知事会全体も同じ考えでありますので、知事会を通じて

しっかりとした国との協議を行い、今後の対応を進めていくということでご
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ざいます。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 

○43番（三谷哲央） もうちょっと突っ込もうと思ったんですが、予想以上に

踏み込んだ御答弁をいただきましたので、このあたりにさせていただきたい

と思うんですが、地方が自分の頭で考えなくなってくる、つまり、ひもつき

補助金というのはまさにそういうことです。そういうことのほうが楽だと

思っている首長さんも確かにいまして、国の指示で、国の言うとおりにやっ

ておれば、なかなか自分の責任も問われるということがありません。国への

依存、国の恣意性のある分配の政治、これに憧れておられるような方もおら

れるかもわかりませんが、自治体が自分の自己責任、これをしっかりと自覚

するということ。また、自らの創意工夫、そういうことにしっかりと取り組

むというためにも、地方の裁量と責任、これを拡大していくということが大

切だと、このように思っています。今の流れというのは、責任ある自治への

流れではなくて、お任せ体質の助長だとか、まさに自治の危機だと、そのよ

うに思っています。 

 地方自治は民主主義の学校だ、こういう言葉もあります。その意味から、

今回の自治の危機は民主主義の危機につながってくるのではないか、そのよ

うな思いもございまして、大変危惧をいたしております。 

 当初は、このあたりでもう一度知事の御決意を聞こうと思ったんですが、

先ほどの答弁、なかなかいいところもございまして、このあたりにさせてい

ただきたいと思いまして、次のアベノミクスに移りたいと思います。 

 この議会でも再三にわたりまして、アベノミクス、これが取り上げられて

きておりまして、このアベノミクスに対する県の対応についてお伺いをした

いと思います。 

 もう既に御説明のありましたように、まず、アベノミクスとは、大胆な金

融緩和、公共事業を中心とした機動的な財政政策、そして、民間投資を喚起

する成長戦略、この三つの矢で構成される経済政策だと、このように言われ

ております。しかし、これらの手法は、何もさほど目新しいものではなくて、
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既に使われてきた政策を一まとめにしたものではないかと、そのように考え

ております。 

 少し過去を振り返ってみますと明らかなんですが、既に使われてきた経済

手法、これの寄せ集めなんですね。それだけに、過去のそれらの政策の結果

を検証して、どれだけの実績があったのか、結果がどうだったのか。そうい

うことをきちっと検討する、点検する、このことが必要だと思っております。

例えば、バブル崩壊後の景気対策として、政府は公共事業を中心とした財政

出動を実施し、大量の国債を発行いたしました。その結果、1991年から2001

年までのこの10年間で、政府の債務残高は320兆円から780兆円へと増加をし

たわけであります。 

 我が三重県におきましても、1993年から2002年までの10年間で２兆4914億

円もの膨大な普通建設事業を実施いたしました。その財源として、地方税、

補助金を除くと、1993年度から2002年度までの10年間で１兆862億円の地方

債を発行しています。もちろん、好きこのんで発行したわけではなくて、国

の景気対策で半ば強制的に協力させられた、その結果であります。 

 当然、地方債の元利償還金である公債費も増え続けておりまして、1990年

には344億円であったものが、2001年には1031億円と、実に３倍近くまで達

するということになりました。公債費の一般財源に占める割合を示す公債費

比率も、1990年度には6.2％だったものが、2001年度には17.4％に、15％が

警戒ライン、20％が危険ラインと言われております公債費負担率も、1990年

度の8.7％から、2002年度には、実に21.7％まではね上がっております。 

 これらの数字は、公共事業を中心とした景気対策が、いかに地方に苛酷な

負担を強いるものかということを如実に示している明白な証左だと思ってお

りますし、これらのことが今日まで三重県財政を圧迫し続けているというこ

ともよく御存じのことだと、こう思います。 

 今申し上げましたことは、私ども新政みえが、三重県地方自治研究セン

ターとともに2008年に編集、発行しました「三重県財政分析 平成２年度か

ら17年間の動向」の中に詳細にわかりやすく書かれておりまして、知事は当
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然ごらんになっていないかもわかりませんが、１冊差し上げますので、ぜひ

勉強していただければと、こう思っております。 

 しかも、これだけ大規模な政策にもかかわらず、本格的な景気回復には全

く至らなかった、このことは御存じのとおりであります。 

 そして、その後、登場したのがあの小泉改革であります。規制緩和を中心

とした成長戦略で景気回復を実現しようとして、あの三位一体改革など、一

連の構造改革路線を推進いたしました。その結果、確かに日本経済は戦後最

長の景気拡張期を迎えましたが、国民の実質所得は増加しませんでした。

2001年から2007年にかけての企業所得は25.3％増えたにもかかわらず、一般

の勤労者所得は、逆に3.4％減少しました。大胆な金融緩和も継続して実施

されてきております。1991年から2012年まで、政策金利は６％から、実に

0.08％まで低下をし、通貨流通高は36兆円から85兆円まで増加をしました。

しかし、物価は上昇せず、1998年以降は、御承知の深刻なデフレスパイラル

に陥っております。 

 つまり、アベノミクスで言われる３本の矢、大胆な金融緩和、公共事業を

中心とした財政政策、民間投資を喚起する成長戦略、この手法の効果には懐

疑的にならざるを得ないと思っております。今は真新しい３本の矢がいかに

も効果があるような、錯覚とは言いませんけれども、人々に期待を抱かせて

いる。まだ予算の執行もしておりませんが、円安、株高が進むという現象が

あらわれております。もちろんニューヨーク株式の高騰、欧米の投機資金の

流入など海外要因等もございますが、現実にそのような状態になってきてい

ます。 

 しかし、実体のない景気回復は、バブルの再来をもたらす危険のみならず、

かつてのような地方財政への苛酷な過度の負担の増なども懸念されます。本

県としても相当慎重な対応が求められるのではないか、そのようにも考えて

おります。 

 知事には、アベノミクスは今まで御答弁をいただいておりますが、その認

識を改めてお伺いするとともに、あわせて本県への影響をどのように捉えら
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れておるのか、考えられておるのか、この点もお伺いをしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） いわゆるアベノミクスによる公共事業の大幅増の県財政

に与える影響、どのように考えているかという点でございますが、将来世代

に負担を先送りせず、持続可能な財政運営を確立するため、みえ県民力ビ

ジョン・行動計画においては、臨時財政対策債等を除く県債残高について、

平成26年度末残高を平成23年度末よりも減少させることを目標として掲げ、

毎年度の予算編成で可能な限り県債発行の抑制を図ることとしております。 

 今回編成された国の補正予算を受け、本県では、平成25年度当初予算と平

成24年度２月補正予算を一体的に14カ月予算として編成し、緊急かつ集中的

に取り組むべき防災対策等を積極的に切れ目なく実施していくこととしてお

ります。 

 この14カ月予算においては、公共事業等を含む投資的経費を対前年度

18.3％増とし、前年度より大幅に増額させています。投資的経費の増額は、

県債発行の増加を招くものですが、今回の14カ月予算においては、地域経済

活性化・雇用創出臨時交付金の活用や、退職手当債の減少などにより、県債

発行の抑制を図っております。その結果、平成25年度末の臨時財政対策債等

を除く県債残高は、中期財政見通しでお示しした残高を下回る見込みとなっ

ております。 

 今後も、国の緊急経済対策をはじめ、真に必要な事業に的確に対応しつつ

も、将来世代に負担を先送りしないため、県債残高を減少させる目標の達成

に向けて取り組んでまいります。 

 今回の編成も非常にやりくりが難しかったのは事実でありますけれども、

必要な事業の後退はできないということであります。今後は、国がどういう

補正予算を含めた財政運営をなされていくかわかりませんけれども、国の動

向を見きわめつつ、しっかり目標達成に向けてやりくりしていくということ

だと思います。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 
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○43番（三谷哲央） しっかりとした財政運営、これ、一番大事だと、こう

思っています。今回の予算編成のプロセスの大幅見直し等、ＡＢＣだとか、

３分の１だとか、この議論をし始めますとほかのことができなくなりますの

で、今日はこれはいたしませんけれども、そのあたりのところ、しっかり押

さえていただきたいと思います。 

 しかしながら、先ほど申し上げましたように、今のアベノミクスのいわゆ

る３本の矢、これだけではやはり難しいのではないかと。４本目の矢がどう

しても必要だろうという御意見の経済学者もおられます。その４本目の矢っ

て一体何だと。それは雇用と所得なんですね。このことがきちっと担保され

ないと、この３本の矢が毛利元就の３本の矢のように一本一本がしっかりし

た矢ならば、３本束ねれば相当力になるんでしょうけれども、先ほど申し上

げましたように、もう既に折れているような矢が三つ重なっても、なかなか

本来の力にはならないのではないかと、そういう御意見の学者の方も当然お

られるわけであります。 

 じゃ、三重県として、これからのいろんなアベノミクスに対する様々な対

策、どうやっていくのかということの一番のポイントは、やはり、先ほど申

し上げました雇用と、そして実質所得、可処分所得の増大、このことだと、

こう思っております。 

 ただ、まず基本で置いておかなければいけないことは、経済成長の根本的

な要因は労働力だということであります。しかしながら、我が国の労働人口

は、1998年をピークに減ってまいりまして、2012年までは3.5％減少してい

るということで、三重県もその例外ではありません。 

 その原因として上げられることとしまして、子育て費用、教育の負担の増

だとか、貧困層の増大、不安定雇用の増大による将来不安、また、養育費の

確保がなかなかできない、出産や育児のための休業がとりにくい、託児所、

保育園の確保が困難であるなど、少子化に関する様々な要因というのは多岐

にわたっているわけであります。まさに切れ目のない安心を実現するための

総合的な対策が必要だと、このように思います。 
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 まさにこういうことを考えていますと、県が果たさなければいけない役割

もおのずから見えてくるのではないかと。職業訓練などの積極的労働市場政

策を充実させること。生涯教育を拡大し、ワーク・ライフ・バランスを定着

させる、それに伴う各種の施策を推進する。すなわち働く者を軸とする安心

社会の実現が求められている、そういうことだと、こう思っております。 

 その意味では、ただいま県が推進しようとしている障がい者雇用の充実な

どは高く評価できるものの一つだろうと思っておりますし、身近なところで

は、学童保育制度の充実等も出ておりますし、女性の労働参加の環境整備、

知事得意のイクメンの推進ですとか、こういうことも必要だと思っておりま

す。 

 また、４月から改正労働契約法が施行されますが、やはり派遣だとか契約

社員、このような有期雇用が日本全体で1400万人を超えるというような、こ

のような雇用形態、雇用構造をどこかで少しでも変えていく。このことが求

められるのではないかと、そのようにも思っておるところです。 

 しかし、こういう雇用形態、この流用化に対してしっかりとやっていこう

としても、アベノミクスの３本の矢で一番重要だと言われている成長戦略、

これのテーマを議論している政府の産業競争力会議、この分科会では、労働

市場の流動化、これが大きなテーマになっているというふうにも聞いており

ます。そこでは、衰退産業から成長産業への労働力の移転を促すため、正社

員を今よりも解雇しやすくする、そのような制度設計が必要だろうというよ

うな意見も出されていると聞いておりまして、理屈はいろいろあるにしても、

労働環境が一層厳しくなってくる、流動化が一層進んでくる、このことは間

違いないと思います。 

 先ほど言いましたように、雇用の確保と実質賃金の上昇、可処分所得の増

大、これがデフレ脱却の絶対条件だと思っていまして、デフレ脱却は国民の

悲願でもあると、こう思っております。 

 知事は、さきの中森議員の雇用確保対策についての質問で、若年者雇用に

ついては、今後開催される雇用創造懇話会の議論を踏まえて若年者の定着支
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援に取り組んでいく、障がい者雇用については、アンテナショップ、カフェ

創設に向け、運営方法や雇用を促進する新たな仕組みづくりについて協議し

ていく、そして、雇用パイの拡大では、みえ産業振興戦略の五つの戦略の推

進とニュービジネスの創出や、企業の新分野進出等の促進を上げて答弁され

たと、そのように記憶をしておるところであります。 

 それぞれ大事な課題でありますが、とりわけ雇用パイの拡大は最も重要な

施策だと、こう思っております。しかしながら、今の施策で本当に十分かと。

例えば、このたび知事が発表されました、例の企業の投資を促進する制度、

確かにマイレージ制度など、非常に画期的で今までにないものを見せていた

だいておりますので、これはこれで評価はさせていただきますが、その中で

も、雇用に関しては、障がい者雇用を進める企業について優遇措置を講ずる

旨書き込まれているだけで、雇用全般に対するインセンティブを感じさせる

ようなものが余り見受けられないと、こう思っています。雇用拡大の受け皿

となるサービス業の誘致を積極的に図ると、このようにおっしゃるならば、

例えば、一定規模以上の人数を雇用するような企業に対しても何らかの優遇

措置を講ずるなど、思い切った雇用政策を打ち出すべきだと、こう思います

が、いかがでしょうか。 

 さらに、雇用の充実は、単に雇用経済部だけの所管事項でないのは当たり

前のことであります。従来の生活部から雇用経済部へ、その中核を担うべき

部署を充実させたということは評価ができると思いますが、環境生活部だと

か、教育委員会だとか、そこを横串に刺した、トータルで総合的な施策とい

うものが要求されていると、こう思います。 

 今回の組織改正で、障がい者雇用の推進監、これを新たに設置し、責任の

所在を明確にしつつ部局横断的な施策展開を推進する。このことは評価でき

ると思います。またこれは大切だと思いますけど、いま一歩進めて、雇用全

般にわたるトータルで総合的な施策展開を図る制度設計をするべきではない

かと思いますが、知事の御所見をお伺いしたいと思います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 
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○知事（鈴木英敬） 雇用対策に関する御質問でございます。 

 景気の先行きにつきましては、歴史的円高が円安に振れるなど、輸出環境

の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、次第に回復へ向かうこと

が期待されますが、県内の雇用情勢は好転にまでは至っておらず、依然とし

て厳しい状況にあります。また、地域の雇用を支えていた工場の再編等によ

る雇用不安など、厳しい雇用情勢に直面する地域や事業者も増加しており、

こうした地域では、安定的な雇用の受け皿を創造していくことが重要です。 

 特に、地域社会の活力向上を図るためには、若年者の安定雇用の確保、子

育て中の女性などがその能力を発揮できるような職場の確保、さらには、安

心して働くことのできる環境整備などの雇用施策に、地域に根ざした事業の

起業等を支援するなど、産業政策と一体となった雇用政策を推進していくこ

とが必要であると考えております。 

 実は、若者雇用とか、女性のこととか、障がい者のこととか、インターン

シップのこととか、ワーク・ライフ・バランスのこととか個別にいろいろ言

おうと思ったんですが、先ほど議員の御質問を踏まえると、少し違うのかな

と思いますので、雇用のパイの拡大が必要だとおっしゃっていただく点につ

いては、我々、産業振興戦略の中で、産業の振興をし、雇用の維持、増大を

図り、それで賃金を増やして、消費を増やして、地域からデフレ脱却を図る

ということを明確に、その産業振興戦略の一番の目標というふうに書いてあ

りますので、そういう意味では、総合的な戦略の大きな部分はこの産業振興

戦略が担うというふうに考えております。 

 そんな中で、先ほど、雇用経済部のみならず、全庁的にいろんな部分での

横串での取組が必要ではないかということをおっしゃっていただきました。

そういう意味では、雇用経済部を中心に雇用対策をやっていくわけでありま

すが、各部にまたがっていきますので、さらに全庁的に取り組む、横串で

やっていく体制の整備につきましては、今後検討していきたいと思います。 

 あわせて、僕は、自分自身が経済産業省で雇用施策、ジョブカフェという

のを生み出したときの担当者なんですが、やっていた経験や今の現状を考え
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ますと、戦略というようなことで文章をまとめるというよりは、先ほども申

し上げた、若者や、女性や、障がい者やという、施策をいかに実行するかと、

このアベノミクスにおける成長戦略が一番重要だと言われている中でいかに

実行するかということだと思いますので、そういう意味では、今、みえ県民

力ビジョンを中心に掲げさせていただいていること、あるいは、雇用創造懇

話会で申し上げさせていただいていることをしっかりと関係者の皆さんと議

論させていただいて、効果の出る方法で実行できるような努力をしっかりし

ていくということが一番大切ではないかと考えております。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 

○43番（三谷哲央） 雇用の横串の体制の整備を検討していただけるというこ

とですが、それはそれで期待をしたいと思います。 

 ただ、先ほど申し上げましたように、例えばマイレージでは、障がい者雇

用のインセンティブを与えるような施策はあるんですけれども、じゃ、新し

くここに企業を誘致する、立地する、そういうところに対して、雇用をある

程度優先的に御配慮いただけるような企業に対してインセンティブを与える

ような施策というのはお考えになっていない、そういうことでしょうか。 

○知事（鈴木英敬） これは、今回、制度設計上悩みまして、実は、誘致をし

てくる際に結構ハードルとなっていたのが、高い雇用人数で、そこに支援を

受けられなくて誘致ができないというようなことも一面、ありましたので、

今回、例えば南部地域などは、県内に事業所を置くところであれば、今まで

10人だったんだけれども、３人の雇用でもいいから、とにかく雇用を生むよ

うなものをつくってほしいし、それを支援していこうという制度に変えてい

ます。  

 そういう意味で、いろんなバランスを考えての今回の制度設計にしており

ますが、今後運用しながら、状況を見て、改善が必要であればそうしたいと

思います。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 

○43番（三谷哲央） もう少し議論したいんですが、もう時間がなくなってき
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まして、次のみえ産業振興戦略の国際戦略、これについてお伺いをしたいと

思います。 

 この７月にみえ産業振興戦略、現場主義を中心にグローバルな視点も入れ

てということで発表されました。 

 一昨年に、平成23年に企業を1052社訪問して、5000社のアンケートをとっ

て、それに基づいて戦略策定と先行営業の同時進行、現場の声をお聞きしな

がら、同時にプロジェクトの構築や新しい制度づくりなどに取り組んでいく

ということで、この産業振興戦略ができたわけであります。23年の９月から

10月に実施されたアンケート、また企業訪問、その結果でありますから、当

然のことながら、円高、国際競争激化のもとでの経営戦略の方向性と課題を

抽出した、そのような問題意識で書かれているということは当然のことであ

ります。 

 しかしながら、その後の展開は一転いたしまして、急激な円安の流れに、

今なってきているのは御承知であります。円高、国際競争激化のもとでの経

営戦略の方向性と課題、これが果たしてこれから通用していくのかと疑問を

持たざるを得ないと思います。 

 当然のことですが、円高のもとで苦しんできた製造業を中心とした輸出産

業、これは息を吹き返してきています。しかし、逆に、今度は輸入に頼って

きた企業にとっては、これはかなりの重荷になってきますし、石油をはじめ

とするエネルギー、この関係の負担もこれからどんどん大きくなってきます。 

 また、この４月からは、小麦など、食品を中心とした値上げも予想されて

おりまして、企業を取り巻いている経済環境というのは大きく変わってくる

と、こう思っています。 

 しかし、この5000社だとか1000社の訪問だとかアンケート、これは、定時

にやっていきますよということもあわせて書かれておりますので、じゃ、い

つごろ、どの時期でどういうふうに見直していくのか。そのことを一つ教え

ていただきたいと、それが１点。 

 次に、この国際戦略そのものについて、少しお伺いをしたいと思います。 
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 先般の一般質問で、自民みらいの中嶋議員が、もうバレー構想をそろそろ

やめたらどうと、こういう質問をされましたら、知事は、いや、まだまだ集

積とクラスターは企業立地の基本だから、これは守っていきますよと、そう

いうふうな御答弁をされたと、そのように記憶をしています。 

 だけど、御存じのとおり、中嶋議員というのは、北川知事のもとで、この

何たらバレーとか、プロジェクトＣとか、これをつくっていく側に、それに

いそしんでいたんですね。いそしんでいたかどうかはよくわかりませんが、

かかわったのは事実なんですね。その中嶋議員が、自らの製造者責任を認め

て、もうやめましょうよと、こう言っているんですが、このことは、僕は非

常に重たい、そのように思っております。 

 ３月10日付の某ウエブ新聞の対談記事、知事と伊勢の商工会議所の上島さ

んとの対談が出ていました。このウエブ新聞、読みたくない部長もおられる

と思いますけど、なかなかおもしろいことが出ておりました。 

 この記事の中で、上島さん、こう言っているんですね。シャープさんのと

きも、そのときの知事が補助金を出しましたよね、アメリカの会社で役員を

やっていて、韓国を訪問したとき、サムスンが、これで、シャープに勝った、

勝てるといって乾杯をしたと、そういう話を聞きました。それはなぜかとい

うと、日本は国内で競争しておるから、そこに意識が行っておるけど、彼ら

は、少しクオリティーを落としてもいいから、世界を先に押さえてしまえと、

そういうふうな発言を上島さんがされておりました。知事もそうですねと同

意をされています。 

 これは何かといいますと、当時の三重県の手法が、国内での大型の工場の

取り合いで、その激化ゆえに補助金の額を上げて、企業のほうも、その補助

金の金額の多寡、それだけでは当然ありませんけれども、それによって立地

を決めたと。それがために、そこに国際性なり、国際戦略が欠けていたため

に、現在、シャープだとか富士通が苦境に陥っていると、その原因の一つに

もなっているということだと思うんです。 

 ですから、もうそろそろバレー構想、これ、国際戦略なきバレー構想はも
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うやめましょうよということを一つ御提案させていただきたいと思っていま

す。 

 バレー構想があったから、じゃ、シャープが来てあそこにクラスターが形

成されたかと、メディカルバレーになったかと、そういうことではないと思

うんですね。あんなものがあろうとなかろうと、シャープが来れば、それの

関連の企業は、それ、皆くっついて出てくるんですよ。 

 上野に薬品会社ができたのも、大阪からだと、ただの名阪国道が通ってい

まして、それの交通の便がいいがためにあそこに立地をしてきた後で、バ

レー構想を後づけでくっつけたというふうに僕は理解をしておりまして、こ

ういう余り意味のない時代遅れのバレー構想は、もうそろそろやめたらどう

かということを改めて御提案させていただきたいと思います。 

 それから、みえ産業振興戦略、そもそもこれに国際戦略があるのかという

ことも非常に疑問に思っております。あれ、中以降をいろいろ読ませていた

だいても、国際戦略と言えるようなものは書かれていないんですよね。アジ

アダイナミズムの重要性とか、アジア市場への参加とか、そういうことは、

いろいろ書かれていますが、そのための具体的な展開として、海外サポート

デスクだとか、メイド・イン・三重ブランドだとか書かれています。上海の

サポートデスクは、近々行って、その実態をしっかり見せていただこうと

思っておりますけれども、また写真が、海外の戦略の写真が４枚出ていまし

て、一つは、知事がドイツで撮られている写真。あとの一つは河南省。あと

の二つは台湾。 

 台湾の重要性は、今日、午前中に青木議員が台湾交流の需要性を説明され

ましたが、ブラジルなんていうことは出てこないですね。知事がブラジルの

後、アメリカに行かれるという話ですが、アメリカという話も出てこない。

スイス、それからフランスも出てきていません。 

 今度、友好提携40年を機にブラジル訪問の計画が出て、予算が出てきてお

りますけれども、一体何をしに行くのかと。しっかりした国際戦略の中でブ

ラジルはどうするんだ、韓国はどうする、中国はどうだ、ＡＳＥＡＮはどう
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するんだと。フランスは、スイスは、そういうものをきちっと位置づけた上

でブラジルに行かれるというなら、僕はそれで一つの意義があると思います

が、単に友好提携40年になる。５年前に35年で行っていますよね。あと５年

たったら、45年でまた行く。こういう一過性のものは、もうやっぱりやめる

べきだと、考え直すべきだと思っております。 

 あわせて、友好提携でつき合いをするというなら、例えばパラオ共和国と

のおつき合いはどうされるんですかと。亡くなった石井さんが行かれたとき

に、現地に見事に溶け込まれたといううわさは聞いておりますけれども、そ

ういうことしか、僕は記憶にありません。 

 スペインのバレンシア。これとのつき合いもどうするんだと。去年、たし

か行かれていますが、この後どうするんですか。また何十周年、何十周年の

節目にそういうことをやられるのか。こういうこともあわせて整理をして、

一回きちっとした国際戦略、これをつくり上げて、その中に位置づけていく。

このことは大事ではないかと思いますが、知事の御所見をお伺いしたいと思

います。 

   〔鈴木英敬知事登壇〕 

○知事（鈴木英敬） まず、国際戦略の検討についてでありますけれども、今

後は、グローバル経済の急激な変化と動きや、国内外での地域間競争の激化

が加速しているという視点を意識し、国際競争力を有し、持続的発展が可能

な三重県を確立することが重要であるという認識のもと、昨年10月の議会に

おいてお示ししました、平成25年度当初予算編成に向けての基本的な考え方

の中で、ブラジル、欧州、アメリカとの連携の方向性について触れさせてい

ただいております。 

 その意味で、海外展開の取組をさらに進めていくためには、その羅針盤と

なるべき明確な国際戦略が必要であると、私も認識しており、これまでの友

好提携や産業連携で築いてきたネットワーク、産業振興、観光誘客の市場と

してのポテンシャル、パートナーとしての互恵的関係などを考慮し、ター

ゲットとする国、地域を絞り込み、本県が目指すべき海外展開を行っていく
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ことが重要と考えております。 

 こうしたことから、７月に取りまとめました産業振興戦略の具現化を図る

観点から、県内企業のニーズ等を踏まえつつ、国際戦略の方向性を出すため、

昨年秋の庁内での政策協議において、私のほうから指示を出し、検討を進め

ており、あわせて、昨年11月に設置しましたみえ産業振興戦略アドバイザ

リーボードから有識者にも御検討いただいて検討を重ねるなど、既に作業を

スタートしているところです。 

 今後は、アドバイザリーボードなどでの集中的な議論を重ね、今年前半ま

でには国際戦略をお示ししてまいりたいと考えております。その中で、ブラ

ジルについても触れていきたいというふうに思っておりますし、産業振興戦

略では、確かにブラジルという国名は書いてありませんでしたけれども、市

民交流から経済交流へという基本的な方針を書かせていただいていました。

ブラジルについて、県産品の販路拡大なども含めてのそういう交流に変化さ

せていく、リニューアルしていく、そういうようなことを、今年前半につく

る国際戦略の中で明確にした上で、夏に行く際には、こういう意義で行くと

いうことをお示しさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、バレー構想をやめたらどうかということについては、バレー構

想をやるための制度というのはもう廃止しました。僕がこの前、中嶋議員の

答弁したこと、少し誤解があると困るんですが、バレー構想を守ると言って

いるのではなくて、四日市の部品や高度部材の集積とかがあったりする、こ

ういう集積は大事にしないといけないですねということを、私、申し上げて

いますので、制度としての、バレーをつくるための制度はもうやめました。

ですので、それは、議員がおっしゃっていることとそんなに違わないんじゃ

ないかなというふうに思っております。 

○議長（山本教和） 山川部長、発言を求められておりますが。 

○43番（三谷哲央） ローリング改定。どうぞ。時間がないので手短にお願い

します。 

   〔山川 進雇用経済部長登壇〕 
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○雇用経済部長（山川 進） 改定の件は、昨年、平成24年７月に戦略を取り

まとめました。そのときにも、ローリング改定をやっていくと、つくったも

のにするものではないというふうに戦略の中にも書いてございます。 

 本年も、県内外5000社のアンケートとか1000社訪問は継続してやっており

まして、現在、分析中ではございますけれども、その中から、現場の声では、

企業が今後も県内で操業を続けることができる仕組みを考えてほしいとか、

中小企業単独では大手メーカーとの商談が難しく、行政の後押しがほしいと

か、大手退職人材なども活用してみたいが、手法がわからない、大手企業が

廃止していくビジネス、技術があるが、それを中小企業に取り込むことで、

中小企業の成長につなげることもできるのではないかなど、新たな声も聞い

ておりますので、今後、具体的な政策を展開していく上で取り込んでいく必

要があると考えおります。 

 今回の策定したものに、常に変化し、進化する戦略にしていきたいと考え

ておりますので、知事が申し上げましたように、来年度前半の中にはお示し

していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 

○43番（三谷哲央） ダーウィンの種の起源みたいなお話で、賢いもの、強い

ものが生き残るのではなくて、変化するものが残っていくということで、み

え産業振興戦略も常に変化をしていくというふうに理解させていただいて、

大変ですけどね、5000社のアンケートだとか、1000社の訪問だとか。しかし、

やはり適時、適切に、その時代にあって、経済界、産業界が要求する、また、

県民が望んでいるものに切りかえていくということは非常に大事だと、こう

思いますので、ぜひお願いしたいと、こう思います。 

 それから、じゃ、知事があそこまでおっしゃるなら、もうバレーという言

葉はやめましょう。イノベーションとか好きなことをいろいろおっしゃって

いるじゃないですか。僕、あの中で、ライフイノベーション総合特区は評価

しているんです。北岡部長と少し見解は違いますけれども、一定評価はさせ



－579－ 

ていただいています。 

 やはり静岡県との競争の中で、ここにもやっぱり国際的な観点というもの

がなければ、僕は静岡に負けると、こう思っていまして、やはり国際的な観

点からの新しい施策展開、これを大いに期待させていただきたい、このよう

に思います。 

 最後になりますが、あと３分ですので、地元ネタで伊勢大橋のかけかえ、

これを少しお話しさせていただきたいと思います。 

 今、桑名市は、大きな地震だとか津波が来たときに、対象人口５万人ぐら

いを桑名市の丘陵地帯に避難させる、そのような計画の検討を行っています。

その中で、例えば、山本勝議員が住んでおられるところ、ここもなかなか危

ないところなんですが、地続きですから、これは歩いて行けるんです。歩い

て逃げていけるんです。小島議員が住んでおられるところは、もう既に大山

田ですから、これは津波の心配はないと。貝増議員は浸水地域なんですが、

マンションに住んでいますので、この方も大丈夫。問題は私のところであり

まして、別に私自身が逃げ延びたいとか、何とかしてくれという話ではなく

て、長島とか木曽岬、ここは、やはりそういう災害のときに孤立してしまう

んですね、橋が通れないと。 

 昭和９年、築79年の老朽化した橋で、昨年の暮れのフライデーで、日本に

こんな危険な古い橋がありますよということで紹介をされています。もちろ

ん国の直轄事業ですから、県だけの意思でどうこうできるものではなしに、

今まで一生懸命御尽力いただいている、そのことは重々承知しておりますが、

今後の見通し等、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（山本教和） 答弁は簡潔に願います。 

   〔土井英尚県土整備部長登壇〕 

○県土整備部長（土井英尚） 伊勢大橋のかけかえ事業の進捗状況について説

明させていただきます。 

 橋のかけかえに必要な取りつけ道路用地の確保にめどが立ち、橋の設計や

補償調査など、工事着工に向けた準備が進められているとお伺いしておりま
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す。引き続き１日でも早い着工に向けて、あらゆる機会を捉え、国に対し強

く働きかけてまいります。 

 以上でございます。 

   〔43番 三谷哲央議員登壇〕 

○43番（三谷哲央） 今まで県の働きかけなり、努力が不足しているというふ

うには思っておりません。今年というか、もう平成25年度の国の予算で、国

交省の北勢国道、２億円の予算を確保して、これで、もちろん漁業の影響調

査等も含めますが、詳細設計に入っているというふうに聞いておりまして、

いよいよ大詰めの部分に来ているのかなと、そんな思いがしております。 

 ここのかけかえ、一日も早いかけかえの要望というのは、単に長島の住民、

木曽岬の住民だけではなしに、ひいては、例えば弥富なんかを含めた愛知県

側からも桑名の丘陵地帯に逃げてくる、その可能性もありますし、御承知の

長島温泉がありまして、季節だとか時期によっては、あそこに何万人という

方が遊びに来ている。そういう方々の避難ということの観点から考えても、

一日も早いかけかえの実現、大切だと、こう思っておりますので、引き続き

の御努力を心からお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきたい

と思います。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本教和） 本日の質問に対し、関連質問の通告が２件あります。前

田剛志議員の質問に対する関連質問の通告がありますので、これを許します。

18番 中村欣一郎議員。 

   〔18番 中村欣一郎議員登壇〕 

○18番（中村欣一郎） それでは、お許しをいただきましたので、お疲れのと

ころ、空気が読めないと言われそうですけれども、吉川議員と中村と２人、

関連質問をさせていただきます。 

 午前中の前田議員の避難誘導看板等の取りつけ促進策について関連ですが、

御本人の了解をいただきましたので、皆さんのお手元のこの看板の資料を見

ていただけたらと思います。映写することは、関連質問の場合はできないと

言われました。 
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 一つは、提案と確認のための質問なんですけれども、この看板を設置する

のに、ぜひ担当の部署の方は、ただ看板をつけるというよりも、地域の皆さ

んと一緒になって、どこに、どういった看板を、どの向きに、どの高さでと

いうのをいろいろ、みんなでまちを歩いた中で、できるだけ多くの方の参加

を呼びかけてやっていただくということが、単に看板をつけるだけよりも数

倍もの価値があるなということを、私も実践を通じて感じておりますので、

役所に任せるとか、自治会に任せるとか、学校の先生だけに任せるというん

じゃなくて、ぜひ草の根の運動の中でたまたま看板がついたというぐらいの

気持ちでやっていただきたいなというふうに思います。 

 先ほど三谷議員が言われていたのと同じように、たかが看板なんですけれ

ども、住民自治の充実のために、本当に自立とか、決定とか、責任とか、そ

ういったことが、少しここの皆さんに芽生えてくる看板設置の事業に十分な

りますので、防災対策担当のほうでよろしくお願いしたいと思います。 

 これは提案でして、そして、確認なんですけれども、午前の質問の中で前

田議員が言われていたのは、無償でつくという話ですけれども、それは、海

抜表示だけの話なのか、この絵にある矢印であるとか、避難所養正小学校と

か、この走っている、避難所に駆け込むピクトグラムとか、そういったこと

も全て、中部電力も、関西電力も、ＮＴＴも、今度無償になるよということ

なのか、もう一度確認でお願いします。 

○防災対策部長（稲垣 司） 今、交わしております確認書は、海抜表示の確

認書で、大きさとか、どの位置につけるとかも一応決めてやっておりますも

ので、今後、またいろいろとそれを拡大していくというか、話によっては変

えていくことも可能であるとは思いますけれども、今はそういう取組になっ

ております。 

   〔18番 中村欣一郎議員登壇〕 

○18番（中村欣一郎） 海抜の表示だけということですね、今は。 

 この提供者名等と書いてありますけれども、このスポンサー探しが物す

ごく大変なんですよ。もちろんこの提供者、スポンサーの人にとってみて
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も、自分のつけたいところに自分の社名が出るわけではないので、スポン

サーとなるインセンティブというか、効果みたいなものがあらわれるとは

限らないものですから、ここにぜひつけたいと思っても、それがかなわな

いことのほうが非常に多いんです。 

 だから、提供者がいるいないというよりも、ここに本来看板がいるかい

ないかということのほうが大事だと思うので、そういったことを無償にな

るように、ぜひ県のほうで、１本になって、電柱の業者と交渉をしていた

だきたいんですけれども、どうでしょうか。 

○防災対策部長（稲垣 司） 県の地域防災計画では、市町の役割、市町の責

務として誘導表示とか、あるいは海抜表示等々を示して案内するというのが

決められております。そして、住民の方、あるいは観光客等に対して知らし

めるという役割でございまして、それを受けて、市町は自らの予算、もしく

は企業の協賛を受けてやるということになっております。 

 それに対して、県も補助のメニューに盛り込んでやっておりますもので

すから、必ずしもスポンサーがなきゃいけないとかそういう話にはならな

いと思います。 

   〔18番 中村欣一郎議員登壇〕 

○18番（中村欣一郎） よく聞こえなかったんですけれども、市町が事業者と

か、自治会単位が設置する事業者ということなんですよね。 

○防災対策部長（稲垣 司） 設置義務はあくまで市町ですから、補助も市町

にするわけでございます。私どもは、Ｍｙまっぷランということで、みんな

で自らの手で個人の避難をやっていこうという話をしていますものですから、

先ほどたかが看板という話もございましたけれども、地域の皆さんが、この

場所に要るとか、あるいはこっちのほうがいいとか、そんな話がございまし

たら、そうした議論をしていただいて、この場所がいいとかその適正配置に

ついての案を市町にしていただくと、それを市町が聞いて、設置すると。そ

ういう形が望ましいと思います。 

   〔18番 中村欣一郎議員登壇〕 
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○18番（中村欣一郎） それはわかるんですけれども、交渉相手が、中部電力

とか、関西電力とかＮＴＴということで、どこそこの市町には認めるけれど

も、こちらでは認めないということはあり得ないと思うので、そういう意味

で、窓口を１本にして、そういう便宜を図っていただけるようにお願いでき

ないかなということを言っているんです。 

○防災対策部長（稲垣 司） この確認書は、県と市町が、中部電力なら中部

電力、関西電力なら関西電力、今協議中はＮＴＴですけれども、と結ぶ確認

書ですから、そういう確認書が交わせたら、この確認書にのっとって貼付と

かはできるわけですけれども。私、意味がわかりかねるんですが。 

   〔18番 中村欣一郎議員登壇〕 

○18番（中村欣一郎） 海抜の表示だけではなくて、この資料にあるような全

てのものが無償で、自分たちの市町が思ったところに貼れるような交渉をし

ていただきたいということでお願いをしたいと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本教和） 次に、村林聡議員の質問に対する関連質問の通告があり

ますので、これを許します。12番 吉川 新議員。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） だんだん老眼がきつくなりまして、空気の読み方もだん

だん読みづらくなってまいりました。 

 村林議員の今日の県立高等学校の効率化、あるいは、南部地域活性化から

見まして関連質問をさせていただきます。 

 人口が減少していくところで、教育効果も高めて、あるいは親御さんの

ニーズも汲み上げて、総合的に今の計画がつくられているとは理解をしてお

るんですが、過疎地域で、例えば、先ほど青木議員の話にもありましたし、

村林議員の南部地域活性化の話もありますが、そういったところで活性化を

するという戦略の中で、教育基盤というのは非常に重要な役割をしておりま

して、そういったものとの整合が成立するような方針はないものだろうかな

ということを、私自身もいろいろ考えております。例えば、鳥羽市にありま
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す鳥羽商船も市内でございますが、人口が減っておる地域でございますが、

行ってきましたら、入学のほうも、就職、進学のほうも非常にうまくいって

います。 

 それから御承知のように、平成８年に鳴り物入りでといいますか、同じよ

うな環境の中で、当時の宮川高校萩原分校はどうあるべきかということで検

討されて、非常に立派な検討書でございました。それで昴学園が成立いたし

ました。非常に話題も呼んで、先生方の士気も高く、全県下から生徒が集ま

り、非常によい展開で進んだと。それは地域の誇りでもあったと聞いており

ますが、その後16年を経て、やはり同様、定員割れであるとか、いろんな困

難な問題が出てきたということも聞いておりまして、その過程で、どうした

らいいんだろうという検討も進められているけれどもなかなか出口が見えな

いというような話も伺っております。 

 その議論の中で、やはり公立学校というのは先生が定期的に転勤するとい

うことで、最初の、私学で言ったら建学の精神なのかわかりませんが、その

継承であるとか、情熱の引き継ぎとか、あるいは社会の変遷で地域の皆さん

の学校への思いとかカリキュラムを含めた社会のニーズの変遷に対応できな

い事情が起きてくるのかなと。私学であれば、独断と偏見で立派な理念も継

承ができるのかもわかりません。 

 そういった中で、相可高校の村林先生ですね。かなり長いこと同じところ

にお勤めで、特別の枠でお仕事をされていると伺ったんですが、あの先生か

らすれば、多分「私の子どもたち、私の学校」というような強い思いもお持

ちなのかなと想定いたします。ある意味、そういった人口減少地域で学校を

運営していくときに、少ない子どもでも無理矢理維持するというんじゃなく

て、何かの特色、そんな形というのが公立で可能なのかどうか、その余地を

見解としてお聞かせいただきたいなと思います。 

○教育長（真伏秀樹） 今の県立高校でも、２クラス規模でやっている学校も

ございます。完全に政策的な取組をしようということで、今、県下で３校あ

りますけど、そのうちの一つが昴でございます。 
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 ですから、そういう取組を私ども、全然否定するつもりもございませんし、

そういうことをやれるところについてはやればいいなと思っています。 

 ただ、たまたま例で出されましたもので昴で申し上げますと、恐らくその

当時、昴をつくってきたときには、国全体の高校の活性化の中で、例えば総

合学科ですとか単位制というのが新たに導入をされてきていた、そこへまた

全寮制という、ほかの地域にはなかった特色も加えた、なおかつ地域の支援

がしっかりあった、などいろんな条件があったので、私は一定の成功があっ

たのかなというふうに思っています。 

 今、昴の活性化についても、もう大分前からいろんな方に検討委員会に

入っていただいて検討もしています。出口が見えてこないとおっしゃいまし

たけれども、今年から、その昴の検討のメンバーも改めて入れかえまして、

再度検討しております。そのときについついやってしまうのが、どこどこの

県の先進的な取組を視察に行く、今度は違うところの取組をまた行くとか、

そういう成功した事例といいますか、いい例ばかりばっと追いかけることで

す。当然参考にすればいいわけですから、その調査そのものを否定するつも

りはないんですけれども、その学校が何で成功してきたかというところを何

ら考えずに、本当に表面的な部分だけ押さえてやろうとしますので、そうい

うことは絶対もうするべきではないと私は常に申し上げています。 

 まずその学校は、本当にその地域の中で果たすべき役割、本当のミッショ

ンは何だというお話ですね。それで、それをするためには何をするのが大事

なんだというあたり、まず基本的なことをしっかり積み上げた上で、もう一

つそれを成功させるための要因として、例えば、おっしゃったような先生を

新たに採用するとか、何か新しい施設を導入するとか、設備を導入するとか、

そういうことがあればいいんですけれども、そこの部分を抜きにしてしまっ

て議論をしていても全然意味はないと思っています。まずは基本をしっかり

やれという話をさせてもらっています。 

 その上で、本当に必要性があれば、おっしゃったようなこともどんどんや

ればいいなと思っていますので、全く否定するつもりもありませんし、逆に
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そういういろいろな御提案があれば真摯にお聞きしたいなと思っております。 

○12番（吉川 新） ありがとうございます。 

 確かに減少していくところに立地する学校の運営につきましては、そう

いった特色あるものという話と、やっぱり地域の人と学校とが、地域の方が

そこへ行っておるねんという誇りを感じられるとか、愛着を感じるとか、あ

るいは、生徒さんが地域と密接な連携をとるとか、そういう広い意味のきず

なというか、交流という機能も不可欠なんだろうと思います。正直に言って、

文部科学省とか、今までずっと教育界の関係でそれなりに、一生懸命長い経

験からの考え方でいろんなことをいい方向で考えていただいておると思うん

ですが、ある意味、経済産業省とか、地域活性とかものづくりであるとか、

サイエンスであるとか、そんな別の切り口、別の知識も含めてあり得る形と

いうものが考えられないかとも思っておりまして、知事、ちょっと御所見を。 

○知事（鈴木英敬） 簡潔に申し上げますが、そういう議員おっしゃったよう

な高校の魅力化、あるいは特色化ということも含めて、今、各地域の協議会

をやっていただいていると認識していますので、その中で、地域の皆さんで

議論を深めていただくということだと思います。 

   〔12番 吉川 新議員登壇〕 

○12番（吉川 新） ありがとうございました。（拍手） 

○議長（山本教和） 以上で、県政に対する質問を終了いたします。 

 

追 加 議 案 の 上 程 

○議長（山本教和） 日程第２、議案第75号から議案第99号までを一括して議

題といたします。 

 本件に関する質疑の通告は受けておりません。 

 

議 案 付 託 

○議長（山本教和） お諮りいたします。ただいま議題となっております議案

第75号から議案第99号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞ
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れ所管の常任委員会に付託いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本教和） 御異議なしと認めます。よって、本件は、それぞれ所管

の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

                                    

議 案 付 託 表 

 健康福祉病院常任委員会 

議案番号 件          名 

８８ 
三重県指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運
営に関する基準等を定める条例案 

８９ 
三重県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関す
る基準等を定める条例案 

９０ 
三重県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び
運営に関する基準等を定める条例案 

９１ 
三重県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関す
る基準等を定める条例案 

９２ 
三重県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例案 

９３ 
三重県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基
準を定める条例案 

９４ 
三重県福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める
条例案 

９５ 
三重県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定
める条例案 
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 予算決算常任委員会 

議案番号 件          名 

７５ 平成２４年度三重県一般会計補正予算（第９号） 

７６ 
平成２４年度三重県県債管理特別会計補正予算（第２
号） 

７７ 
平成２４年度三重県立小児心療センターあすなろ学園事
業特別会計補正予算（第２号） 

７８ 
平成２４年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算
（第２号） 

７９ 
平成２４年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計
補正予算（第２号） 

８０ 
平成２４年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特
別会計補正予算（第１号） 

８１ 
平成２４年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第
２号） 

８２ 
平成２４年度三重県流域下水道事業特別会計補正予算
（第２号） 

８３ 
平成２４年度三重県公共用地先行取得事業特別会計補正
予算（第１号） 

８４ 平成２４年度三重県水道事業会計補正予算（第２号） 

８５ 
平成２４年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第３
号） 

８６ 平成２４年度三重県電気事業会計補正予算（第３号） 

８７ 平成２４年度三重県病院事業会計補正予算（第２号） 

９６ 防災関係建設事業に対する市町等の負担について 

９７ 農林水産関係建設事業に対する市町の負担について 

９８ 国営中勢用水土地改良事業に対する市町の負担について 

９９ 土木関係建設事業に対する市町の負担について 



－589－ 

                                    

○議長（山本教和） これをもって本日の日程は終了いたしました。 

 

休          会 

○議長（山本教和） お諮りいたします。明13日から21日までは委員会の付託

議案審査等のため休会といたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（山本教和） 御異議なしと認め、明13日から21日までは委員会の付託

議案審査等のため休会とすることに決定いたしました。 

 ３月22日は、定刻より本会議を開きます。 

 

散          会 

○議長（山本教和） 本日はこれをもって散会いたします。 

午後４時34分散会 


